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はじめに

日本の国民皆年金制度は､1961年にスター トしてか ら 50年が経過 した｡

日本の公的年金制度 (国民年金､厚生年金､共済年金)は､｢すべての国民に､老後

生活の経済的基盤を､終身にわた り､確実に､社会全体 として保障する｣こと

を目的 として国が運営する制度である｡ 現行の制度では､自営業者や無業者を

含めた 20歳以上 60歳未満の､ 日本に住所を有す る人すべてが､基礎給付を

受ける ｢国民年金制度｣に加入 し (学生は1991年以降)､保険料を拠出す ること

によって､老齢 ･障害 ･死亡に備える ｢国民皆年金体制｣ をとっている｡

近年の急速な少子 ･高齢化の進行によって､日本は今や世界で最 も高齢化が

進んだ国とな り､5人に 1人が 65歳以上の高齢者で､国民の 4人に 1人が年

金受給者 とい う状況になっている｡ 皆年金体制 となってか ら 50年が経過 し､

加入年数の長い受給者が増加 したこともあり､高齢者世帯の収入の うち 7割

を年金が占めるようになるなど､年金はすでに高齢期の所得保障として大きな

役割 を果た している｡

年金給付費は年々増加 してお り､2008年度の年金給付総額は 46兆円と報

告 されている｡ 日本の社会保障給付費を部門別 (｢年金｣､｢医療｣､｢福祉その他 〔介

護を含む〕｣)にみると年金の額が最も多 く､社会保障費の約半分を占めている｡

今後 も少子 ･高齢化の進行による高齢者の増加にともなって､年金給付 を中心 L

に社会保障給付費がますます増大す ることが予測 されている｡高齢化の進行に

よる年金財政の拡大 と､少子化の進行によってもた らされる年金財源の減少 と

い う 2大要因によって､現状のままでは､ 日本の公的年金財政は危機的状況

を迎 えることは確実であると予測 されてお り､年金制度の抜本的な見直 しは､

緊急 を要する重要課題である｡

日本の年金制度は､制度が創設 されてか らこれまで､社会や経済の構造変化

や時代の流れのなかで､制度の改定が繰 り返 し実施 されてきた｡ しか し 20世

紀末か ら21世紀初にかけて､日本の公的年金制度を取 り巻 く環境は急速 に変

化 している｡予想を上回る速 さで進む少子 ･高齢化､バブル経済崩壊後の厳 し

い経済情勢や雇用の流動化 といった社会構造の変化 と､ライフスタイルの変化
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等の影響を受けて､現行の制度では対処 しきれない さまざまな問題が生 じてい

る｡

日本では 2004年に､来るべき超高齢社会にも対応 し得 る､｢持続可能｣で

｢安心｣の年金制度を目指 した公的年金制度改定が行われたが､従来の年金制

度体系には､全 く手が付けられることなく議論が先送 りされてお り､いまだ多

くの課題が残 された状況 となっている｡

多 くの先進諸国もまた 日本 と同様に､経済の成熟化や グローバル化､人 口の

少子･高齢化､社会保障費の増大による財政負担の限界 といった問題 を抱えて､

福祉国家の再構築 とい う大きな課題 に直面 している｡ 近年､い くつかの先進各

国では､年金制度の持続可能性を高め､かつ制度の効用を最大化す るための､

様々な工夫を凝 らした年金制度改革が実施 されている｡先進国の中で最 も深刻

な少子 ･高齢社会 を迎えると予想 される日本に とって､社会保障費の半分を占

めている年金財政の建て直 しは､最 も緊急性の高い政策課題の 1つである｡

また､日本の公的年金制度は先進諸国の制度に比較 して､年金受給額の低い

高齢者､年金受給額が相対的に低 くなって しま う女性や非正規雇用者 に対 して

の配慮が十分であるとはいえない｡公的年金制度に対する 日本国民の信頼を高

め､さらには年金制度の持続可能性を検討する うえにおいても､他の先進諸国

の取 り組みを検証す ることは大変重要である｡

1. 先行研究について

公的年金制度の主要な目的は高齢期の所得保障であ り､国民全体に関わる財

政的にも大きな問題 となっていることか ら､これまでにも非常に多 くの研究が

なされている｡これまでの 日本の公的年金制度 に関す る研究では､制度体系や

運営方式に関 しては､標準モデルについて記述 しているものが多 く見 られ る｡

また､年金制度改革が行われた先進諸外国 と日本 との比較 を述べた研究も､大

変多 く発表 されている｡ 代表的なものとして以下のものがある｡

(1) 日本の年金政策や公的年金制度を含めた社会保障全体について､体系的
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に述べているものとして以下の著書がある｡

･ 井 口直樹 (2010)『日本 の年金政策 一負担 と給付 ･その構造 と機能 -』 ミネ

ル ヴァ書房

･ 北場 勉 (2000)『戦後社会保障の形成』 中央法規 出版

･ 柴 田嘉彦 (1990)『現代の社会保障論』青木書店

･ 田多英範 (2007)『現代 日本社会保障論 第 2版』光生館

･ 田多英範 (2009)『社会保障制度成立史論』光生館

･ 横 山和彦/ 田多英範編著 (1991)『日本社会保 障の歴史』学文社

･ 吉原健二 (2004)『わが国の公的年金制度 -その生い立 ち と歩み -』中央法

規

公的年金制度の創設か ら今 日までの年金制度の変遷について理解 してお く

ことは､将来の年金制度の方向性を検討する上で､非常に有効である0

(2)公的年金制度をめぐる環境が大きく変化 したことにより発生 している問

題についての研究は､非常に多く発表 されている｡

(非正規雇用者編)

･ 植村 尚史 (2008)『若者 が求 める年金改革 - ｢希望の年金｣-の途 を拓 く-』

中央法規出版

･ 太 田 清 (2005)｢フ リー ターの増加 と労働所得蕗差の拡大｣『ESRIDiscussion

PaperSeries』No.140

･ 西村 淳 (2007)｢非正規雇用労働者 の年金加入 をめ ぐる問題 一国際比較の

視点か ら-｣『海外社会保障研 究』第 158号

(女性編)

･ 阿部 彩/大石 亜希子 (2005)｢母子世帯の経済状況 と社会保障｣『子育て世

帯の社会保 障』東京大学出版会

･ 小川直宏 (2000)｢未婚化現象の本格化 と年金制度｣『年金 と雇用』第 9巻第

3号

･ 日下部宿代子 (2006)｢女性 の年金､世帯単位 か ら個人単位- 一第 3号被保

険者制度の問題 を中心に-｣『跡見学園女子大学マネ ジメン ト学部紀要』第

4号
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･ 前 田悦子 (2005) ｢女性 のライ フスタイル の変化 と年金制度｣『駿河 台経済論

集』第 14巻第 2号

･ 薮長千乃 (2004)｢2004年年金制度改正 にお ける女性 の年金 の問題 について

一女性 のライ フコー スの変化 に着 冒して-｣『文京学院大学研 究紀 要』第 16

巻第 1号

(高齢者編)

･ 田中 敏 (2006)｢無年金 ･低年金者 と高齢者 の所得保 障｣『調査 と情報』第

528号

･ 堀江奈保子 (2009)｢増加 が見込まれ る低年金者 一早急 な実施 が求 め られ る

低年金対策 -｣『みず ほ政策イ ンサイ ト』2009年 5月 18日号

･ 堀江奈保子 (2008a)｢高齢期 の所得格差 を ど う考 えるか 一求 め られ る所得

のセー フテ ィネ ッ トの再構築-｣『みず ほ総研論集』2008年第Ⅲ号

･ 堀江奈保子 (2008b)｢公的年金 の世代 ない格差 の実態 一低年金対策 は ど う

すべ きか-｣『みず ほ政策イ ンサイ ト』2008年 6月 27日号

･ 山重慎 二/高畑純一郎 (2009)｢年金制度 と生活保護制度｣『一橋大 学経済学

研究科 DiscussionPaper』#200916

(3)近 年 実 施 され た 先 進 諸 外 国 の公 的年 制 度 改 革 に つ い て解 説 し､ 日本 - の

提 言 を述 べ て い る報 告 も数 多 い｡

(イギ リス編)

･ 青木慎太郎 (2003) ｢英国年金改革 の動 向｣

･ 有森美木 (2006)｢国家 の老後所得保 障 と個 人 の 自助努力 (1)英 国年金 白書

2006｣『年金 レビュー』2006年 10月号

･ 井 上恒男 (2004)｢ブ レア労働 党政権 下の英 国年金 改革 の動 向｣『同志社政策

科学研 究』第 5号

･ 樫原 朗 (2001) ｢イ ギ リス社会保 障の動 向 と現在｣ 『大原社会 問題研 究所

雑誌』第 517号

･ 坂 口正之 (2009)｢イ ギ リスの公 的年金制度 の改革 と高齢者 の所得保 障制度 の

再構築｣『大阪商業大学論集』第 5巻第 1号

･ 武 内和久 (2006)｢イ ギ リスの年金事情 (1)｣『企 業年金』第 25巻第 8号
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･ 武川正吾/塩野谷祐一編 (1999)『イ ギ リス 先進諸国の社会保 障 (1)』東京

大学 出版会

･ 丸谷浩介 (2009)｢イ ギ リスの公 的 ･私的年金制度改革｣『海外社会保 障研究』

No.1692009WinteI･

(ス ウェーデ ン編)

･ 石橋一雄 (2010) ｢ス ウェーデ ンの公 的年金制度改革｣ 『新潟 産業大学経済

学部紀要』第 38号

･ 大島 悟 (2005) ｢欧州 にお ける年金制度 改革 の動 向 -ス ウェーデ ン､ ド

イ ツ､イ タ リアにお ける年金制度改革 -｣ 『RESEARCHBUREAU論究』

創 刊号

･ 小谷宗秋 (2006) ｢ス ウェーデ ン と日本 の年金制度比較研 究｣ 『経 済政策研

究』第 2号

･ 三上竜也 (2010) ｢日本 の公 的年金制度 の課題 -ス ウェーデ ンに学ぶ年金

改革 -｣ 『香川大学経済政策研 究』第 6号

(全体 ･その他)

･ 新川敏光/ ジュ リア- ノ･ボ ノー リ編著､新川敏 光監訳 (2004)『年金 改革 の

比較政治学 一経路依存症 と非難 回路 -』 ミネル ヴァ書房

･ 岩 間大和子 (2004) ｢諸外 国 の二階建て年金制度 の構 造 と改革 の動 向 -ス

ウェーデ ン､イ ギ リスの改革 を中心に-｣ 『レファ レンス』 2004年 1月

【コ
75-

･ 江 口隆裕 (2010) ｢ドイ ツ､ フランスお よび ス ウェーデ ンの高齢者 所得保 障

制度 と新年金構想｣ 『年金 と経済』第 29巻第 3号

･ 江 口隆裕 (2008) 『変貌す る世界 と日本 の年金 一年金 の基本原理 か ら考 え

る-』法律文化社

･ 加藤柴- (2006) 『現代資本 主義 と福祉 国家』 ミネル ヴァ書房

･ 加藤柴- (2007) 『福祉 国家 システム』 ミネル ヴァ書房

･ 清家 篤/府川哲夫編 著 (2005) 『先進 5か国の年金 改革 と日本』

･ 嵩 さや か (2006)『年金制度 と国家 の役割 』東京大学 出版会

･ 田中健 司 (1999)｢EU諸国の公 的年金制度 とわが国にお ける課題 ｣『安 田総研

クオー タ リ』第 29号
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(3)年金を含 めた社会保障給付費に関す る国際比較 を述べた研究には次のよ

うなものがある｡

･ 片山信子 (2008) ｢社会保障財政の国際比較 一給付水準 と財源構造 -｣ 『レ

ファレンス』平成 20年 10月号

･ 勝又幸子 (2003) ｢年金制度 と給付の国際比較｣ 『家計経済研究』AUTUMN

No.60

･ 野村亜紀子 (2007) ｢民間の 自助努力が強調 された OECD年金報告 ｣ 『資本

市場 クオー タ リ』2007Summer

これまでの 日本の公的年金制度 に関す る研究では､制度面での分析 に重点が

置かれ､現行の年金制度下で発生 している様々な問題 に対 しては､その原因の

所在 が どこにあるのかについて､客観的に証明 している研究はあま り多 くない

よ うに思われる｡

本論文では､まず現代 日本で大きな社会問題 となっている公的年金の現状 を

分析す る｡ つぎに､近年諸外国で実施 されている公的年金制度改革について概

観 し､その特徴 と課題 について明 らかにす る｡さらに､年金給付費を含 めた社

会保障給付に関す る国際的な統計を利用 して､社会保障分野における公的年金

制度 の潮流を分析 し､日本の公的年金制度の今後の発展方向について考察す る｡

なお本論文では､老齢 ･遺族 ･障害 と､3種類 ある公的年金の給付 の うち､

老齢年金 について､分析 と考察を行 うこととす る｡

2. 本論文の分析課題

本論文では､以下の分析 を課題 としている｡

第 1 に､バブル経済崩壊以降長 く続 く経済不況のなかで､ とくに経済的に

厳 しい状況に置かれていると推測 され､現行の年金制度の仕組みの中では､老

後 の生活保障を十分に受 け取 ることができない状況 にある人々を中心 に分析

す る｡ 被用者であ りなが ら被用者年金 に加入 出来ない非正規労働者 (とくに若
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者を中心に)や､相対的に賃金が低いことにより受 け取 る年金額が低 くなって し

ま う女性､高齢の低年金者や無年金者 について､就業事情や年収､さらに縦割

り年金制度 との関連を軸 に分析 し､得 られたデータか ら原因の所在 について考

察す る｡この点は､マスコミ等でもよく取 り上げ られているが､立ち入 った研

究はあま り進んでいない｡

第 2に､欧州の先進福祉各国において､近年実施 されている年金制度改革

を検証 し､今後の 日本の公的年金制度改革の方向性についての検討 を試みる｡

本論文では､イギ リス とス ウェーデンをその検証対象 として選んでい る｡ イギ

リス とス ウェーデンの両国は､日本 と同様の二階建ての公的年金制度 を採用 し

ていたが､1990年代以降にそれぞれ独 自の､特徴 ある公的年金制度改革を実

施 している｡すでに実施 されている年金制度改革 を検証 し､その有効性 と課題

を明 らかにすることは､大変意義深い と考える｡

第 3 に､イギ リス とス ウェーデンで実施 されている公的年金制度改革の内

容 を参考に しなが ら､社会保障給付費の国際的な動向を比較 し､先進各国にお

ける公的年金制度の潮流 を検証す る｡

第 4に､日本の 2004年公的年金制度改定の内容 と､イギ リス とス ウェーデ

ンの取 り組み とを比較 して､ 日本 との違いを明 らかにす る｡

3. 本論文の構成

本論文は 4つの章か ら構成 されている｡ 以下､簡単にその内容 を記 してお

く｡

｢は じめに｣では､先行研究の紹介 と､本研究の問題意識 と分析 の課題､そ

して本論文の構成 について述べる｡

第 1章では､正規雇用者 に比べ､経済的に厳 しい状態におかれてい ると予

想 され る非正規雇用者 の年金問題 について考察す る｡ まず 日本の公 的年金 に共

通す る国民年金の現状分析 を行 う｡ とくにこれか ら長い期間被保険者 として年

金保険料 を負担 しなければな らない若年層 (20-34歳)に焦点をあてて､彼 ら

の国民年金保険料の負担 と受給の観点か ら､考察す ることを試みてい る｡
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第 2章では､女性のライフスタイルの多様化にともなって発生 している年

金制度の問題点について分析を行 う｡ 現行の公的年金制度は､｢男性 は外で働

き､女性は家を守る (専業主婦)｣ とい う片働 き世帯を想定 して､老後の社会保

障が設計 されている｡しか し､女性の社会進出､家族や就業形態の多様化な ど

年金制度 をめぐる環境が大きく変化 し､現行の制度では対処 しきれない問題が

生 じている｡ そこで､社会の変化に柔軟に対応す る年金制度へ再構築す るため

の視点について考察す る｡その際､近年増加傾向にある母子世帯の母親 が抱 え

てい る問題 についても触れている｡

第 3章では､高齢の低年金者や無年金者 について考察す る｡ まず､世界に

類 をみない速 さで高齢化が進んでいる日本 にお ける公的年金制度 の現状 を整

理す る｡年金が老後の生活 を支える大きな役割を担っているとい う状況がある

一方で､低年金 ･無年金者 となってい_る者の割合 も少なくな く､今後 さらに増

加す ることが予測 されている｡ そのよ うな状況を反映 して､年金だけでは老後

の生活 を賄いきれずに生活保護に頼 る高齢者の数 も年々増 えている｡本章では､

満額の老齢基礎年金 よ りも高い生活保護費の問題や､老後の生活を送る うえで

の最低生活費 と老齢基礎年金の問題 を取 り上げて分析 を行 う｡

第 4章では､諸外国で実施 されている公的年金制度 における潮流 を分析 し､

日本 の公的年金制度の方向性 を考察す る｡最初に､イギ リス とス ウェーデ ンで

実施 された年金制度改革について概観 し､それぞれの特徴 と課題 を整理す る｡

次 に､OECD より公表 されている社会支出データをもとに､近年 にお ける先

進諸国の社会支出の動向を分析す る｡ 得 られた分析結果を参考にしなが ら､直

近の 日本 の公的年金制度改定で､検討が先送 りされている課題 に対 しての､イ

ギ リス とス ウェーデンでの取 り組みをま とめる｡

最後に､ ｢むすびにかえて｣では､本論文の特色､そ して不十分な点 と残 さ

れた課題 について述べている｡
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第 1章 非 正 規 雇 用 者 の 国 民 年 金 問 題 一 若年者 を中心に -

1990年代初めのバブル経済崩壊以降､ 日本の経済は長 く低成長基調が続い

ている｡ 企業による新規採用の抑制や リス トラが行われた一方で､経済のグロ

ーバル化や規制緩和な どが進展 し､その結果､企業はコス トを意識 しつつ､こ

れまでの 日本的雇用慣行 の特徴 とされ る終身雇用制や､年功的賃金制 といった

雇用のあ り方な どについても､見直す必要に迫 られた と考えられ る｡ そ こで､

一般的に正社員 と比べて人件費を抑 えることができ､雇用調整 もしやすいパー

トやアルバイ トを増やす動 きが進んだ｡『平成 19年版 労働経済 白書』は､｢若

年層 を中心に派遣や請負労働等の非正規雇用の割合が長期的に上昇 し､1992

年か らの 10年間で 3倍 になった｣と報告 している｡ パー トやアルバイ トとい

った被用者ではあって も正規雇用ではないために被用者年金制度 に加入でき

ない非正規雇用者が増加 し､ 日本の雇用者の 3分の 1を占めるよ うになって

いるとの報告 もある｡ 被用者 を加入対象 とす る厚生年金 (第 2号被保険者)と､

国民年金 (第 1号被保険者)との区分があいまい となったことで､様 々な深刻 な

問題が生 じている｡ 具体的には､非正規雇用者の うち､とくに 20-34歳の若

年層で国民年金の未納率が上昇 している｡ その原因はどこにあるのか｡

本章では､日本の公的年金 に共通す る国民年金の現状を概観 し､正規雇用者

に比べて経済的に厳 しい状態におかれていると予想 され る非正規雇用者 の う

ち､とくにこれか ら長い期 間被保険者 として年金保険料 を負担 しなけれ ばな ら

ない若年層 (20-34歳)に焦点をあてて､国民年金保険料の負担 と受給の問題

点を分析する｡

1. 変わる国民年金第 1号被保険者像

(1)第 1号被保険者の増加

国民年金は 20歳以上 60歳未満の全国民が加入す ることになってい るが､
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65歳未満の会社員や公務員等の被用者 1)は､それに上乗せ して報酬比例 の年金

を支給す る ｢厚生年金保険｣(民間会社員が対象)あるいは ｢共済年金｣(公務員が

対象)に加入す る仕組み となっている｡ そのため国民年金の被保険者は､加入

形態の違いによ り次のよ うに分類 されている｡

･第 1号被保険者 :公的年金の加入者で､下記の第 2号被保険者お よび第 3

号被保険者以外の者｡自営業者 (開業医･弁護士なども含む)や農業 ･漁

業に従事す るものお よびその家族､パー ト･アルバイ ト･内職 を行

っている者､学生､無職の者等が該 当す る｡ 加入義務 はないが希望

して国民年金に加入 している任意保険者 も含む｡

･第 2号被保険者 :民間サラリーマンを対象 とす る厚生年金保険の被保険

者お よび公務員等を対象 とす る共済組合 の組合員｡

･第 3号坂保険者 :第 2号被保険者 に扶養 されている配偶者 (被扶養配偶者)｡

2010年 3月末時点での国民年金の被保険者数は､第 1号被保険者 が 1985

万人 (任意加入被保険者を含む)､第 2号被保険者は 3425万人 (厚生年金保険のみ)､

第 3号被保険者は 1021万人で､これ らを合計す ると 6431万人である｡ この

ほか共済組合の加入者 (旧共済分を除く)は 447万人 (2008年度実績にした場合の暫

定値)である2)0

1)第 2号被保険者の減少

図 1-1は公的年金被保険者数の推移 (1995-2009年)を傍線 グラフで描いた

ものである｡ 国民年金被保険者の推移 を時系列的にみると､1996年までは増

加 していた第 2号被保険者の数が､1997年か ら 2003年 にかけて じょじょに

減少 しているが､その一方で第 1号被保険者はその期間増加 を示 している｡

この背景 には､バブル経済崩壊後の長期的な経済低迷のなかで､過剰 となった

雇用 を解消す るため､企業が新規採用 の抑制や リス トラを実施 した こ とが 1

つの要因 となっている｡ リス トラ等で職 を失ったサ ラ リーマ ンは被用者午金

(第 2号被保険者)か ら国民年金 (第 1号被保険者)- と年金制度 を変更 しなけれ

1) 職業の種類を問わず､事業又は事務所に使用される者であって､賃金を支払われる

もの (日々 雇用される者を除く)0

2) 『平成 21年度の国民年金の加入 ･納付状況 (平成22年 8月)』 (厚生労働局年金局)
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ばな らず ､従 って第 3号被保 険者 であったサ ラ リーマ ンの妻 も国民年 金 (第 1

号被保険者)へ移行せ ざるを得 なかったのである｡しか し､団塊世代 が退職 の時

期 を迎 えた ことで､企業 は大量退職 に備 えるため､2004年 頃か ら新規 学卒者

の採 用率 を回復 させ始 めた ことな どが反映 されて､被用者年金 に加 入す る第 2

号被保険者 の数 は､全体 としては じょじょに増加 の傾 向にある｡

図 1-1 公 的年金被保 険者数 の推移 (1995-2009年度)

(年)

1995

1996
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2000
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2009

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 (万人)

□第1号被保険者(任意加入含む) EZl第2号被保険者 曲第3号被保険者

注 : 2009年度の第 2号被保険者数の うち､共済年金組合の人数は 2008年度を実績

とした場合の暫定値である｡

資料 :『社会保険事業状況』(各年版)(平成 19年度分まで社会保険庁)､

『平成 20年度 厚生年金保険 ･国民年金事業の概況』(厚生労働省年金局)､

『平成 21年度の国民年金の加入 ･納付状況』(厚生労働省年金局)より作成｡

2)非加入者 の減少

日本 の公的年金制度 が抱 えてい る大 きな課題 の 1つ に､年金制度 に加入 し

てい ない ｢非加入者 ｣の問題 がある｡ 社会保 険庁 が 3年毎 に実施 してい る 『公
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的年金加入状況等調査』では､非加入者 を次のよ うに分類 してい る｡

･ 第 1号未加入者 :第 1号被保険者 となる者であるが､加入の手続 きを行 っ

ていない者｡

･ 第 3号届出遅者 :第 3号被保険者 となる者 であるが､加入 の届 出を行 って

いない者｡

･ その他の非加入者 :上記以外の非加入者｡具体的には (1)経過的未届者 (公

的年金制度の加入者であったが､変更等のため一時的に非加入の状態にある者)､(2)

被用者年金保険の老齢 (退職)年金受給者 (すでに裁定され､年金の受給権を有し

ている者)､(3)住民票未登録の者 (調査時点で居住地に住民登録していない者)0

『平成 16年 公的年金加入状況等調査 結果の概要』の報告では､ 1992年

に 193万人であった第 1号未加入者数 は 2004年 には 36万人まで激減 し､2007

年 の非加入者数 は合 わせて 9万人 と推定 されてい る (図 1･2)0

図 1･2 公 的年金非加入者 の推移 (1992-2007年度)

1113431 田その他の非加入者□第3号届出遅者醜第1号未加入者1178

1928 111 1384 26 #922635

1992 1995 1998 2001 2004 2007 (午)

注 :1) 1995年は兵庫県を除 く｡

2)2007年は調査を実施 しなかったため､2004年度までの結果 に基づ き線形按

分 した 2007年度の数値 を使用 している｡

資料 :大石 (2007)｢公的年金加入における逆選択の分析｣､125ページよ り加筆作成｡

原資料 :『公的年金加入状況等調査』 (各年版)(社会保険庁)､

『平成 21年度における国民年金保険料の納付状況 と今後の取組等 について』(厚生

労働省年金局)
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図 1･3は年齢階級別の第 1号未加入者の推移 を示 したもので､20-29歳の

階級で未加入者数が大幅に減少 している｡ 1997年以降､住民基本台帳ネ ッ ト

ワー クを活用 して､20歳以上で第 2号被保険者でも第 3号被保険者でもない

者 は､強制的に第 1号被保険者 とす る ｢職権適用｣が行われ るようになった｡

さらに基礎年金番号制度 を利用 して､第 2号被保険者 あるいは第 3号被保険

者でなくなった者は 自動的に第 1号被保険者 とされ るよ うにな り､その結果､

第 1号未加入者 は原則 として発生 しないことになったのである(植村2008:20)0

図 1-3 年齢階級別第 1号未加入者の推移 (1992-2004年度)

l l l
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資料 :図 1-2に同 じ｡

(2)正規雇用の抑制

『平成 18年 国民生活基礎調査』報告のなかか ら､20歳か ら 59歳 までの

貧社 ･団体等の役員 を除いた公的年金加入者の就業形態別加入状況 を示 したも

のが図 1-4である｡ ｢自営業主｣(『国民生活基礎調査』では､商店主､工場主､農業主､

開業医､弁護士､著述家など一定の店舗､工場､事務所などにおいて事業を行っている者を

いう)や ｢家族従業者｣(自営業者の家族であって､その経営する事業を手伝っている者

をいう)では､ どち らも全体のおよそ 8割が第 1号被保険者で､加入 していな

い者 も自営業者 と家族従業者 の 1割弱を占めている｡ 役員以外の雇用者の う

ちで､いわゆる非正規雇用者の公的年金加入状況は､｢アルバイ ト｣では約 52%
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が第 1号被保険者であるが､約 15%は公的年金に加入 してお らず､｢パー ト｣

の約 4%も非加入者 となっていたQ

図 1-4 就業形態別公的年金加入状況 (2010年)

自営業主 家族従業者 パート アルバイト 派遣社員 契約社員･嘱託

注 : 20歳以上 59歳までを集計対象 とす る｡

資料 :『平成 21年 国民生活基礎調査』(厚生労働省)より作成｡

公的年金に加入 していないことは､老齢年金の支給が受けられないだけでな

く障害年金を受け取ることもできなくなることか ら､将来だけでなく現在の リ

スクをも抱えていることになる｡ さらにアルバイ ト等非正規雇用者の うち､公

的年金-加入 していない者の割合は 2割を超えている｡このような状況か ら､

将来において無年金あるいは低年金 となる世帯が増加することが予測 される｡

『平成 20年 国民年金被保険者実態調査』(社会保険庁)の就業状況によれば､

国民年金第 1号被保険者の うち､｢常用雇用｣ と ｢臨時 ･パー ト｣ の割合はじ

ょじょに増加 して､2005年には ｢常用雇用｣(12.1%)と ｢臨時 ･パー ト｣(24.9%)

で全体の 4割弱を占めている (図1-5)｡

｢常用雇用｣とい うのは､勤務実態は正規雇用 と同じであっても､派遣 とか

社内請負 とい う形にされて､被用者保険の適用か ら排除されている人たちであ

る｡｢臨時 ･パー ト｣には､いわゆるフリーターで､｢常用雇用｣の就職先を得

られなくてやむを得ず ｢臨時 ･パー ト｣で生活費を得ているとい う人たちも多
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い｡彼 らは､誰かに雇われて給料をもらい､それによって生活をしている労働

者であ り､本来は被用者年金が適用 されるべき人たちである (植村2008:26)0

図 1-5 国民年金第 1号被保険者の就業状況の推移 (1999-2008年)

⊂二二二二二二二二二二二Ⅰ二二二二二二二二二二二二二亡二二:二二二二二二二二二二二]

→ 【 一･ 磯 ･; I E ■ ･ …川["llllll

等 墨 書書-_-:-SE _--tIi= -; - _ ~~≡-

恒.Tl

15.9

』』l■『l『■■■■}■■}- ■■■■■■■l■■- 1{l- ■■■■■■lllllllllllllllllllll- 』

0%

四日営業主 国家族従業者 ESI常用雇用 □臨時･パート 田無職 田不詳

注 :2005年以前については､調査年の 4月又は 5月に資格喪失 をした者が含 まれて

いないが､2008年では含 まれるため､推移をみる場合には注意が必要である0

資料 :西村 (2007)｢非正規雇用労働者の年金加入 をめ ぐる問題｣､36ペー ジより加

筆作成｡

原資料 :『国民年金被保険者実態調査』(各年版)(平成 17年までは社会保険庁､平成 20

年以降は厚生労働省年金局)

1990年代初めのバブル経済の崩壊以降､ 日本経済は長 く低成長基調が続い

た｡企業による新規採用の抑制や リス トラが行われた一方で､経済のグローバ

ル化や規制緩和などが進展 し､その結果､企業はコス トを意識 しつつ､これま

での 日本的雇用慣行の特徴 とされる終身雇用制や年功的賃金制 といった､雇用

のあ り方などについても見直す必要に迫 られた と考えられる｡ そこで､一般的

に正社員 と比べて人件費を抑えることができ､雇用調整 もしやすいパー ト･ア

ルバイ トを増やす動きが進んだのである｡『平成 19年版 労働経済 白書』は､

｢若年層を中心に派遣や請負労働等の非正規雇用の割合が長期的に上昇 し､

1992年からの 10年間で 3倍になった｣ と報告 している｡
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図 1-6は雇用形態別の雇用者数 と雇用者全体に占める非正規雇用者の割合

の推移を示 したグラフである｡ 『労働力調査 (詳細結果)』(総務省統計局)によれ

ば､2009年には役員を除 く雇用者 (4,989万人 〔在学 中を除 く〕)の うち､｢正規の

職員 ･従業員｣が 3376万人 (67.7%)であったのに対 し､パー ト･アルバイ ト､

契約社員 ･嘱託､労働者派遣事業所の派遣社員等の ｢非正規の職員 ･従業員｣

は 1610万人(32.3%)で､じつに 3人に 1人が非正規雇用者 とい う計算になる｡

図 1-6 雇用形態別雇用者数 ･割合の推移 (2001-2009年)

(%)

36.0

34.0

32.0

30.0

28.0

26.0

24.0

22.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (午)

⊂:=コ正規の職員･従業員 周囲閤正規以外の職員･従業員 -A- 非正規比率

注 :1) 正規以外の職員 ･従業員は､パー ト･アルバイ ト､労働者派遣事業所の派遣

社員､契約社員 ･嘱託お よび ｢その他｣の合計｡

2)在学中を除 く｡

資料 :『労働力調査 (詳細結果)』 (各年版)(総務省統計局)より作成｡

2005年を過 ぎたころより､1947-1949年の第 1次ベ ビーブームの頃に生

まれた団塊の世代が大量退職時代を迎えることに備 えて､企業もこれまで控え

てきた正規採用の数を新規学卒者に限っては拡大する傾向にあった｡しか し日

本経済は､2008年の リーマンショックに端を発 した金融不況の影響を受けた｡

その後は､1980年代を超える超就職氷河期が続いている｡2011年の春に4年
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制大学を卒業す る予定になっている大学生の就職内定率は､2010年 10月 1

日時点で 57.6%と過去最低になってお り､およそ 17万人の就職が決まってい

ない とみ られている3)｡ 日本経済の低調傾向が続 くなか､非正規雇用者の割合

はまだまだ高止ま りの状況が続いていくことが予想 される｡

このように､バブル経済崩壊後の長期経済低迷のなかで､企業がコス ト削減

のために正規雇用を抑制 して非正規雇用に切 り換 えを進めた結果､被用者年金

制度-の加入者が じょじょに減少 していき､その結果 として第 1号被保険者

の数が増加 してきたのである｡設立時には職業別に分立 していたはずの 日本の

公的年金制度であるが､雇用の多様化 ･流動化のなかで､第 2号被保険者で

あるべき人たちが､第 1号被保険者 として ｢自営業主｣ と同様に扱われる状

況にな り､国民年金 (第 1号被保険者)と厚生年金 (第 2号被保険者)の区分は､

じょじょにあいまいになってきている｡

2. 非正規雇用者の拡大

(1) 国民年金保険料納付率の低下

1)1号期間滞納者の増加

｢職権適応｣などの対応により､公的年金に加入 していない非加入者 の数は

激減 した｡ しか しその一方で､加入の手続きは取 られているが保険料を納めて

いない未納者が増え続けてお り､第 1号被保険者の保険料納付状況は年々悪

化傾向にある｡

『平成 20年 国民年金被保険者実態調査』(厚生労働省年金局)の調査対象 とな

った国民年金第 1号被保険者 1831万 5000人の保険料納付状況を見ると､調

査対象の納付対象月すべての保険料を納付 している完納者は 794万 5000人

(総数 の 43.4%)､完納以外の一部納付者が 192万人 (同10.5%)､納付対象月の

保険料をひ と月も納付 していない 1号期間滞納者は 433万人 (同23.6%)､申請

全額免除者 (保険料の納付が困難であるとき等､申請に基づき保険料の全額が免除された

3) NHEONLINENEWS:

http://www.nhk.or.jp/news/html/20101214/tlOO15846201000.html(2010.1,15)
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者)が 204万 4000人 (同 11.2%)､学 生納付特例 者 が 170万 4000人 (同9.3%)

とな って い る｡ また若 年者 納付猶 予制 度 (30歳未満)の導入 4) (2005年 4月)に

よ り､若 年 者納 付猶 予 の者 が 37万 4000人 (同 2.0%) とな って い る (図 1･7)｡

図 1-7 保 険料納 付状 況 の推移 (2002-2008年)

‥震17,2..護巌 37.4

:_=121∴壬:~':-} }J′~::;::181.1:.::;: ;=}溌 湖 を.4';-:l=,祭

<>{><‥1日=>日{:::::247.i:::;:>>l▼ 一事 495.7 >>};i.;:;2 0 4 .4 骨

326.7 433.0

雛 詰責暮

1135.1 wy'i',I,91/妻,I/::9y/JAm

平成14年 平成17年 平成20年

殴若年者納付猶予

口学生納付特例者

田申請全額免除者

口1号期間滞納者

図-部納付者

醍完納者

注 :1)平成 14年調査の数値は調査年の 4月又は 5月に資格喪失を した者 を含まな

い ｡

2)平成 17年は ｢完納者｣と ｢一部納付者｣の合計数 となっている｡

3)若年者納付猶予は平成 20年 より｡

資料 :『平成 20年 国民年金被保険者実態調査 結果 の概要』(厚生労働省年金局)

平 成 20年 の保 険料 納付状 況 を平成 17年調 査 と比較 す る と､納 付者 につ い

て は 148万 6000人 の減 少 (うち完納者 134万 3000人､一部納付者 14万 3000人)と

な ってお り､ 1号期 間滞 納者 につ いて は 62万 7000人 の減 少 とな って い る一

方 で ､ 申請 全額 免 除者 が 23万 3000人増加 して い る｡ 1号期 間滞 納者 の減 少

4) 若年者納付猶予制度 :他の年齢層に比べて所得が少ない若年層 (20歳台)が､保険料

免除制度を利用することができず､将来､年金を受け取ることができなくなることを

防止するため､申請により保険料の納付が猶予され､保険料の後払いができる制度｡

本人 と配偶者の所得のみで所得要件を審査 し､障害 ･遺族基礎年金の受給が可能であ

るが､猶予 された期間は年金額には反映されない｡
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分は､申請全額免除者の増加分 と若年者納付猶予者数- と移動 しているのでは

ないかと推測 される｡調査対象者全体における 1号期間滞納者の割合は 23.6%

と､前回調査 (前回25.4%)か ら若干改善 しているが､それでも 4人に 1人が 1

号期間滞納者 とい うことになる｡

公的年金制度に共通する基礎年金の給付対象は､65歳か ら終身受け取る老

齢基礎年金､障害を負った ときの障害基礎年金､加入者が死亡したときに遺族

が受 け取る遺族基礎年金の 3つである｡老齢基礎年金の受給資格を得るには､

原則 として 25年以上の加入期間が必要で､満額の老齢基礎年金 (一律年額 79

万 2100円:月額6滴 6008円5)､2010年度)を受けるには 40年間の加入が必要にな

る｡ 40年に満たない場合はその期間に応 じて減額 される仕組み となっている｡

上記の調査結果でみると､満額の老齢基礎年金が得 られるのは 4割程度の

完納者のみで､それ以外の第 1号被保険者は満額 を受け取ることができない｡

一部納付者 と 1号期間滞納者､申請全額免除者 (免除期間は年金受給資格期間に参

入されるが､年金額の算定では免除の期間に応じて年金額が減額される)は､調査対象の

時点ですでに減額対象者になっている｡

1号期間滞納者の割合を年齢階級別で示 しているのが図 1-8である｡2008

年の調査では､25-29歳が 32.1%ともっとも高い｡2005年 と比較すると､年

齢が 20-29歳の階級において､1号期間滞納者数および割合が大幅に減少 し

ている｡ これは､若年者猶予制度の導入によりこれまで 1号期間滞納者であ

った 20歳代の若者が､制度を利用することで 1号期間滞納者か らはずれたこ

とが大きく影響 していると考えられる｡ それでも､20歳～34歳の年齢階級全

体ではじつに 4人に 1人が 1号期間滞納者 とい う状況 となっている｡

第 1号被保険者の保険料納付状況を就業状況別 に表す と図 1-9のようになっ

ている｡ 被用者であ りなが ら被用者年金 (第2号被保険者)に入っていない ｢常

用雇用｣と ｢臨時 ･パー ト｣に区分けされる非正規雇用者では､それぞれ全体

の約 3割が 1号期間滞納者 とい う状況で､その割合は ｢自営業者｣や ｢家族

従業員｣ よりも高い｡

5) 厚生労働省 :http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003zh7.html(2010.12.15)
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図 1-8 年齢階級別 1号期間滞納状況の変化 (2002-2008年)
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資料 :『国民年金被保険者実態調査』 (各年版)(平成 17年までは社会保険庁､平成 20年

以降は厚生労働省年金局) よ り作成 ｡

図 1･9 第 1号被保険者の保険料納付状況 (2008年)
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資料 :『平成 20年 国民年金被保険者実態調査』 (厚生労働省年金局) よ り加 筆 作成 ｡20



年齢階級別の就業状況では､｢常用雇用｣ と ｢臨時 ･パー ト｣を合計 した割

合は､20-24歳で 54.8%､25-29歳は 51.1%､30-34歳では 41.1% と､4

割以上が非正規雇用者 となってお り､35歳以上の年齢階級に比べてその割合

は高 くなっている (図1-10)0

図 1-10 年齢階級別就業状況 (2008年)
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題目営業主 国家族従業者 斑常用雇用 □臨時･パート 田無職 白不詳

資料 :『平成 20年 国民年金被保険者実態調査』 (厚生労働省年金局) よ り作成｡

また､第 1号被保険者の うちの就業者について､事業内容別納付状況をみ

ると､農林水産業は､従事者の割合では全体の 5.1%と低いなが らも､完納者

と一部納付者を合わせた納付者の割合は 82.1%と一番高い結果 となっていた0

1号期間滞納者の割合が高い非正規雇用者 と､反対に納付率の高い農林水産業

従事者の納付状況の推移を比較 してみると､どちらも過去 2回の調査よ りも､

1号期間滞納者の割合は増大傾向となっていた (図1･11)0

しか しなが ら農林水産従事者は､た とえ 60歳に達 しても体力が続 く限 りは

そのまま働き続けて収入を得 る道が残 されている｡ 一方で､働いて賃金を得る

被用者の場合は､定年の歳を迎えて退職するとたちまち収入が絶たたれて しま

うため､定年後の生活は年金が頼 りとなる｡ それは非正規雇用者の場合であっ
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ても同様で､もし国民年金保険料を払わずに未納の期間が長 く続 き､老齢基礎

年金の受給要件 を満たす ことができなければ､年金を受け取 ることができる年

齢になっても年金を受 け取 ることはできない｡

図 1-11 非正規雇用者 (常用･臨時･パート)と農林水産業従事者の納付状況の推移

(2002-2008年)
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殴1号期間滞納者 囚申請全額免除者 田学生納付特例者 団若年者納付猶予 口約付着

資料 :図 1-8と同 じ｡

日本では働 く被用者 の うちの 3人に 1人が非正規雇用者 とい う時代 にな り､

さらに国民年金第 1号被保険者である非正規雇用者の うち 3人に 1人が 1号

期間滞納者 とい う状況になっている｡ 今後､非正規雇用の拡大に ともなって第

1号未加入者や 1号期間滞納者が一層増加す ると､将来において無年金 の貧困

老人が増大す るとい う極めて深刻な事態が訪れ ることが予想 され る｡

2)重い年金保険料負担

1号期間滞納者に､国民年金保険料を納付 しない理 由を尋ねた結果 を示 した

グラフが図 1-12である｡未納の理 由として ｢保険料が高 く､経済的に支払 う

のが困難｣と答 えた者 の割合は､どの年齢層でももっ とも高い｡次 に ｢年金制

度の将来が不安 ･信用できない｣ と答 えている割合が高 く､とくに 20-34歳
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では､その他の年齢階級よりもその割合が高 く､｢年金の保険料を支払っても､

将来本当に年金を受け取ることができるかどうか分か らない｣とい う若者の年

金制度-の不信感を反映 していると思われる｡

図 1-12 年齢階級別保険料を納付 しない理由 (1号期間滞納者､主要回答)

(2008年)

0 50 100(%)

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

44-49

50-54

55-59

注 :回答不詳以外の者 に対す る割合である｡

資料 :図 1-10と同 じ｡

□保険料が高く､経済的に支払うのが困
難

E3受け取れる年金額が分からない･保険
料に比べて少ない

fZlこれから保険料を納めても加入機関
が少なく､年金がもらえない

国すでに年金を受ける要件を満たしてい
る

□年金制度の将来が不安･信用できない

囚社会保険庁が信用できない

軌その他

さらに､｢保険料が高 く､経済的に困難｣ と回答 した者の詳細な状況 を表 し

ているのが図 1-13である｡ この図をみると､｢元々所得が少ないか ら｣とい う

回答が､｢失業､事故等により所得が低下 したから｣｢保険料 より優先度の高い

支出が多いか ら｣を抑えてすべての年齢層でもっとも高 く､4-7割を占めて

いる0 20-29歳ではその割合が非常に高 く6割を超えているO

保険料を納付 しないことについての意識をみると､｢国民年金はあてにして

いないので収める考えはない｣ と答えている者の割合は少なくない (図 1-14)0

しか し､すべての年齢階級で ｢もう少 し生活にゆとりが出来れば保険料を納め

たい｣ と回答 した割合が 6割近 くあることは､｢出来れば老後は年金に頼 りた

い｣ とい う気持ちの表れではないかとも考えられ る｡
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図 1-13 年齢階級別保険料を納付 しない理由 (1号期間滞納者 ､主要回答)

(2008年)

0 50 100(%)

20-24
25-29

30-34

35-39

40-44

44-49

50-54

55-59

□元々所得が少ないから

囚失業､軍政等により所得が低下したか
ら

□保険料より優先度の高い支出が多い

から

帝その他

注 :1)回答不詳以外の者に対する割合である｡

2)｢保険料が高 く､経済的に支払 うのが困難｣と回答 した者 を総数

として集計 している｡

資料 :図 1-10と同 じ｡

図 1-14年齢階級別保険料を納めていないことについての意識 (1号期間滞納者)

(2008年)

0 50 100(%)

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

44-49

50-54

55-59

注 :回答不詳以外の者 に対する割合である｡

資料 :図 1-10と同 じ｡
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田制度の意義や有利な点が理解できれ
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□年金制度や社会保険庁は信用できな

いので治める考えはない
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次 に､未納理由の 1番である ｢保険料が高 く､経済的に支払 うのが困難｣

について､第 1号被保険者本人の所得状況をみてみ よ う｡『国民年金被保険者

実態調査』報告によると､保険料納付状況別 にみた第 1号被保険者本人の平

均総所得金額は､完納者が 188万 1000円､一部納付者は 134万 1000円､1

号期間滞納者 113万 1000円､申請全額免除者 42万 1000円､若年者納付猶

予 31万 2000円､学生納付特例者 15万 3000円 となっていた｡完納者 と 1号

期間滞納者では平均総所得金額にお よそ 75万円の開きがみ られ る｡

年齢階級別で平均総所得金額をみ ると､1号期間滞納者では､20-24歳で

56万 7000円､25-29歳は 103万 4000円､30-34歳では 112万 9000円と

なっている｡ この調査では､納付者 も 1号期間滞納者 も､年齢階級の上昇 と

ともに所得 も少 しずつ増 えてはいるが､1号期間滞納者ではすべての年齢階級

で､平均総所得金額が 150万円未満であった (図1-15)｡

図 1･15 第 1号被保険者の年齢階級別本人の平均総所得金額 (2008年)

(万円)

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 44-49 50-54 55-59 (歳)

注 :本人の総所得金額が不詳の者 を除 く｡

資料 :図 1-10と同 じ｡
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(2)若年非正規雇用者の年金問題

1) 非正規雇用者 の所得問題

『平成 18年版 労働経済 白書』は､｢若年層を中心に､派遣や請負労働 など

非正規雇用の比率が急速に拡大 したことにともなって､所得 についても低所得

層が拡大 してお り､非正規雇用の多い 20歳代では､1992年か ら 2002年の

10年間に､年収 150万円未満の低所得層が 15.3%か ら21.8%に増加 した｣ と

報告 している｡ これまでの調査結果か らも､若年非正規雇用者が厳 しい経済状

況に置かれていることが裏付 けられた｡

『平成 19年 賃金構造基本統計調査 (全国)結果の概況』6)による雇用形態

別賃金 (2007年6月分の所定内給与額7))をみると､｢正社員 ･正職員｣は 31万 8200

円 (平均40.7歳)､｢正社員 ･正職員以外｣は 19万 2900円 (平均43.5歳)と報告

されている｡

年齢階級別 に貸金 をみてみ ると､｢正社員 ･正職員｣は年功序列的に賃金が

上昇カーブを描いているが､｢正社員 ･正職員以外｣は年齢階級が高 くなって

も賃金の上昇はあま り見 られず､ほぼ横ばい状態である (図 1-16)｡

雇用形態別 に若年層 (20-34歳)の所得 (主な仕事からの年間収入)階級別割合

をみ ると､｢正規の職員 ･従業員｣では､年収は ｢300-399万円｣が 26.9%

と一番高 く､年収が ｢300万円以上｣ とい う割合 は 5割を超 えているO

-方､｢正規の職員 ･従業員以外｣ のパー ト､アルバイ ト､労働者派遣事業

所の派遣社員､契約社員の合計では､｢50-99万円｣が 24.4%､｢100-149

万円｣で 22.0%と､全体の 6割近 くが年収 ｢150万円未満｣であ り､正規雇用

でない人の年収 は正規雇用 の人 に比べて約半分 とい う結果 になっていた (図

卜17)｡

6) 貸金構造基本統計調査 :

http://www.e-stat.go.jp/SGl/estat/NewList.do?tid=000001011429(2010.10.2)

7) 所定内給与額とは､労働契約であらかじめ定められている支給条件､算定方法によ

り 6月分として支給された現金給与額のうち超過労働給与額を差し引いた額で､所得

税等を控除する前の額をいう｡
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図 1-16 雇用形態､年齢階級別貸金 (2009年)

(千円)

18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64(歳)

資料 :『平成 21年 賃金 構 造基 本 統計調 査』(厚生労働省大臣官房統計情報部)よ り作 成｡

図 1･17 雇用形態別 ･年齢 階級別 本人の平均総所得金額 (20-34歳)(2007年)

(単位 :%)

(万円)

500-

400-499

300-399

250-299

200-249

150-199

100-149
50-99

-50

ロ正規の職員･従業員

曙正規以外

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0(%)

資料 : 『平成 19年 就 業構 造基本 調 査』 (総務省統計局) よ り作成 ｡
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2)年金の ｢負担｣と ｢受給｣

これまでの統計調査の結果か らは､正規雇用者 と非正規雇用者の間には､明

らかに大きな所得格差が生 じていた｡先に述べたように､現在の 日本の年金制

度は､大きくは雇用形態の違いによって加入す る年金制度が異なってお り､制

度 ごとに年金保険料の負担の方法 も負担割合 も違 っている.一般的には正規雇

用者 は被用者年金制度-､非正規雇用者の多 くは国民年金制度 に加入す ること

になっている｡ しか し､被用者年金制度 に加入す る第 2 号被保険者 と､国民

年金制度に加入す る第 1号被保険者 との間には､加入す る年金制度の違いに

よって､｢負担｣ と ｢受給｣の間に次のよ うな大きな違いがある｡

(∋国民年金加入者 (第 1号被保険者)の場合

第 1号被保険者が負担す る国民年金保険料は､定額で月額 1万 5100円(2010

年度)の個人年金 となっている｡ 国民年金の第 1号被保険者 となる人は､第 2

号被保険者や第 3号被保険者以外の ｢その他｣の立場の人が含まれ るが､第 1

号被保険者 を説明す るときには ｢農業従事者や 自営業者等｣と説明され ること

が多い｡国民年金制度が創設 され る際に､｢農業従事者や 自営業者等｣は所得

の把握が難 しい と考 えられたため､国民年金保険料は定額保険料 ･定額給付の

仕組みで始め られ､現在 もその考えのまま続いているのである｡

その保険料 に対応 して､老後に第 1号被保険者が受 け取る老齢基礎年金の

額は､40年納付 した場合 に満額で 79万 2100円 (月額約6万 6008円) (2010年

皮)である｡ しか し､国民年金の支給要件 となっている 25年では月額で 4万

1000円である｡ 夫 と妻が 2人 とも第 1号被保険者 である場合､ どち らも満額

であった としても老齢基礎年金は 2人合わせてお よそ 13万 2000円である｡

②厚生年金加入者 (第2号被保険者)の場合

一方､厚生年金 に加入す る国民年金第 2号被保険者である被用者 が負担す

る年金保険料は､2003年 4月か ら総報酬制 (保険料付加の対象を月収だけでなくボ

ーナスまで拡大)に よって算 出 され ､2010年 9 月時点では標 準報酬 月額 の
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16.058%8)となっている｡ しか し､その保険料は労使折半 されるので､実際に

第 2号被保険者が負担するのは､標準報酬月額の 8.029%である｡

また､厚生労働省が公表 している第 2号被保険者が受け取る厚生老齢年金

額 (2010年度)は､標準モデル (夫が平均的収入 〔平均標準報酬月額 36,0万 円〕 で 40

年間就業し､妻がその期間全て専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準)で 23万 2592

円である｡

この金額は､夫婦 2人分の老齢基礎年金 (13万2000円)と夫の厚生年金の報

酬比例部分 (10万 576円)の合計である｡国民年金が個人単位であるのに対 し､

厚生年金は世帯を単位 とした考え方に立っている｡そのため､第 2号被保険

者の妻 (第3号被保険者)の保険料は､配偶者である夫が加入する被用者年金が

肩代わ りして負担 しているので､妻 自身は保険料を納めることなく老齢基礎年

金を受け取ることが出来る｡また､厚生年金は世帯単位 と説明されるが､老齢

基礎年金給付の部分は個人単位 となってお り､非常に複雑な制度 といわざるを

得ない｡

3) 重い負担 と老後の不安

国民年金は定額保険料 ･定額給付 となっているため､第 1号被保険者 にと

っては､低所得者ほど保険料の負担感は重 くなる制度である｡

前述の 『平成 19年 就業構造基本調査』では､20-34歳の若年非正規雇用

労働者の うち､全体の 6割近 くが年収 ｢150万円未満｣であった｡ 仮に､年収

150万円の第 1号被保険者で考えた場合､1年間の国民年金保険料は18万 1200

円9)(月額 1万 5100円×12ケ月)で､かつ全額負担であるため､国民年金保険料

は年収の 12.08%と 1割を超えてお り､『国民年金被保険者実態調査』での ｢保

険料を納めない理由｣に､ ｢保険料が高 く､経済的に支払 うのが困難｣とい う

回答の割合が高いことを裏付ける結果 となっている｡

これまで見てきたように､非正規雇用者の所得は正規雇用者に比べて相対的

に低 く抑えられてお り､年齢階級別の貸金上昇率 も低い｡2005年以降､団塊

8) 日本年金機構 :http://www.nenkin.go.jp/index.html(2010.12.17)

9) 口座振替で 1年前納 した場合は 17万 7400円 (3800円安 くなる)(日本年金機構)0
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の世代の大量退職 ともあいまって､企業の新卒採用者数は確実に増加傾向を示

しているが､企業側の正規採用が､より若い人を優先するとい う傾向にあるた

め､非正規雇用者の正規雇用-の道は非常に厳 しい状況である｡

さらには､日本の老齢基礎年金の支給要件である 25年は､欧州の福祉先進

国と比べても非常に長 く10)､満額を受け取るためには 40年支払い続けなけれ

ばな らないのである｡夫婦がともに第 1号被保険者である場合には､年金を

受給できる年齢になっても､受け取ることができる老齢基礎年金の額は､満額

でもおよそ 13万 2000円である｡ 老齢基礎年金の給付額は､国民年金を公的

年金に共通する部分 として基礎年金制度を導入する際に､国民年金設立当時の

性格をそのまま引き継いだために低 く設定されている｡ そもそも国民年金は､

｢引退のない農業従事者や 自営業者のための補足的な老後所得｣と想定された

こと､さらには当時 ｢同居の子供による家族内扶養｣がまだまだ一般的であっ

たことなどから､国民年金の給付額は低 く設定 されていた｡老齢基礎年金の給

付水準が低いのはこのような経緯によるのである｡

しか し､老齢 基礎 年 金 の役 割 が ｢老廃 の最 低 生 計 費 の確 保 (national

minimum):高齢者の基礎的な消費支出を賄 う｣ とい う考え方に立って設定 さ

れているとい うことであれば､月額 7万円に満たない老齢基礎年金の給付水

準は再考 されるべきであろうと考える｡

参考のために 『平成 21年 全国消費実態調査』 (総務省統計局)の高齢着帯類

型別の 1か月当た りの消費支出額を示 したのが表 1-1である｡夫婦のみの世帯

では ｢生活するために必要な基礎的消費支出額｣は 15万 8000円になってい

るが､満額の老齢基礎年金を 2人合わせた 13万 2000円でも､基礎的消費支

出の 83.5%にしかならず､単身世帯の男女平均では 7割を満たすに過ぎない0

足 りない生活費を補 うためには､貴重な預貯金の取 り崩 しや､子等か らの仕送

り等に頼 らなければならないのが現状なのである｡

10) 清家 篤/府川哲夫編著 (2005)を参照のこと｡
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表 1-1 高齢者世帯の世帯類型別 1か月当た り消費支 出 と内訳 (2009年)

(単位 :円)

支出項目 主な年間収入が公的年金 .恩給である夫婦のみの世帯

食料

住居

高熱 ･水道

家具･家事用品

被服および履物

保健医療

交通･通信

教育

61,396

16,253

16,463

9,273

8,401

16,363

29,981

10

33,257

16,092

10,540

5,618

5,622

8,229

13,759

37,276

20,428

10,178

5,366

2,557

6,855

15,691

31,650

14,357

10,685

5,719

6,847

8,779

12,986

小計 (基礎的消費支出)教養娯楽 158,14033,427 93,11720,784 98,35121,748 91,02320,398

注 :1)千円未満四捨五入のため､小支出合計金額は表の合計 と一致 しない｡

2)男女平均の 1か月の支出が 1000円以上の費 目を対象 としたため､｢教育｣

は掲載 していない｡

3)単身世帯は 60歳以上､夫婦世帯は男性 65歳以上で算出｡

資料 :『平成 21年 全国消費実態調査』(総務省統計局)より作成O

現行 の公的年金制度 の仕組 みでは､同 じ被用者 であって も､正規雇 用 (厚生

年金加入者)と非正規雇用 (国民年金加入者)の間には､負担 と給付 の関係 に､非

常に大 きな格差が存在 してい る｡ 国民年金 の定額負担 ･定額給付 の仕組みが､

未納者 を多 く発生 させ てい る大 きな要因 となってお り､収入 の少 ない若年非正

規雇用者 にとって､国民年金が非常に厳 しい制度であることを､明 らかにするこ

とが出来た｡国民年金 は ｢公 的年金制度 に共通の基礎年金｣ といわれ るが､ し

か し負担 の方法 は別 々であって､そ こに共通性 はみ られ ない (植村 2008:28)0

現在 の体 系は､実際 には国民年金 (自営業者など被用者以外の者)と厚 生年金 (被

用者)の分立 とい う従来 の体系をなお引きず ってお り､前者 は定額負担 の定額
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給付､後者は報酬比例負担の報酬比例給付 と､異なった負担 と給付の仕組みの

まま､財政的にも区分 されている (西村2007‥41)｡ このような国民年金 と厚生

年金の被保険者の区分は､雇用の多様化 ･流動化のなかで､非正規雇用労働者

が国民年金加入者の多 くを占めるようになるなど､実態に合わなくなってきて

いる｡
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第 2章 女性の年金問題

日本 の公 的年金制度 は､｢男性 は外 で働 き､女性 は家 を守 る (専業主婦)｣ と

い う片働 き世帯 を想定 して､老後の社会保障が設計 されてい る｡ しか し､女性

の社会進 出､家族や就業形態の多様化 な ど年金制度 をめ ぐる環境が大き く変化

し､現行 の制度 では対処 しきれない問題 が起 きてい る｡

そ こで本章では､女性 のライフスタイルの多様化 によ り発生 してい る年金制

度 の問題点を整理 し､社会 の変化に柔軟 に対応す る年金制度-の再構築 に必要

な視 点について考察す る｡

1. 女性のライフスタイルの多様化

日本では､1985年 の年金制度改定によ り基礎年金制度が導入 され､それ に

ともなって第 3号被保険者制度が創設 された11)｡この措置 によ り､主 に被用者

(第 2号被保険者)の被扶養配偶者である無業の妻 を国民年金 の第 3号被保 険者

とす ることで､年金 に加入 していなかった被用者 の妻 も自分名義 の基礎年金 を

受給 できるよ うにな り､｢女性の年金権 が確立｣ した と評価 された ｡

しか し､予想を超 える少子 ･高齢化の進行や雇用の流動化､個人のライ フスタ

イル等が大きく変化 している｡ なかでもとくに女性 のライフスタイルの多様化は

いち じるしく､年金制度がその変化に対応できなくなっていると指摘 されている｡

ll) 国民年金の被保険者の資格を定めた国民年金法第 7条に､第 1項第 2号として､被

用者年金各法の被保険者､組合員又は加入者 (以下｢第2号被保険者｣という)が位置づけ

られ､同項第 3号に､第 2号被保険者の被扶養配偶者であって主として第 2号被保険

者の収入により生計を維持するもののうち､20歳以上 60歳未満のもの (以下 ｢第3号

被保険者｣という)を国民年金の被保険者とする旨の規定が定められ､被用者の被扶養配

偶者も､第 3号被保険者として国民年金の強制加入者 となった｡なお､同項第 2号に

は､日本国内に住所を有する20歳以上 60歳未満の者であって､第 2号被保険者及び

第 3号非保険者のいずれにも該当しないものを ｢第 1号被保険者｣ という旨の規定が

ある｡
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(1)晩婚化 と未婚者 の増加

1989年､日本 は合計特殊出生率12)が戦後最低の 1.57人 を記録 し､このこと

をきっかけとして､｢少子化｣は社会問題 として認識 され るよ うになった13)0

『平成 4年版 国民生活 白書』は少子化の原因 として､｢有配偶女子 (結婚して

いる女性)の出生率の低下｣ とともに ｢非婚化 と晩婚化｣を挙げてい る｡ 合計

特殊 出生率は 1.26人 (2005年)まで下がったが､2008年 1.34人､2009年 1.37

人 とじょじょに回復傾 向にある14)｡しか し少子･高齢化が急速 に進む 日本では､

初婚年齢 の上昇や出産年齢の上昇､未婚者の増加 は深刻な問題である0

日本人の平均初婚年齢15)は､1950年は男性 25.9歳､女性 は 23.0歳 であっ

たが､1985年には男性 28.2歳､女性 25.5歳､2009年には男性 30.4歳､女

性 28.6歳- と上昇 してい る｡ 女性の平均初婚年齢が､1950年～1985年まで

の 35年 間で 2.5歳上昇 したのに対 し､1985年～2009年の 24年間ですでに

3.1歳 も上昇 してお り､晩婚化が一層進んでいることがわかるO

-方で未婚率の上昇 もいち じる しいこ 1985年 の 25-29歳までの女性 の未

婚率 (一度も結婚したことのない人の割合)は 30.6%と約 3人に 1人であったが､

2005年 には 59.0%と約 2倍 に上昇 し､3人の うち 2人が未婚であった｡30-

34歳 では､1985年 の 10.4%か ら 2005年 には 32.0%と 3倍以上に上昇す る結

果 となってお り､急速 に未婚化 ･晩婚化が進行 している16)｡さらに女性 の生涯

12) 15歳から49歳の出産可能とされる女性について､年齢毎に､出産した子供の数を

その年齢の女性の数で除し､それを 15-49歳まで足し上げることによって求められる｡

13) 日本の合計特殊出生率は､1989年には出産が少ないいわゆる丙午 (ひのえうま)の

1966年をついに下回り､戦後最低の 1.57となり ｢1.57ショック｣とよばれた｡人口

を維持するために必要な合計特殊出生率 (人口置換水準)は､2.08といわれている｡

http:/danjo.city.kashiwa.1g.jp/gakushuu/gender_terms/terms/shusseiritsu.htm

(2009.28,28)

14) 『平成 21年 人口動態統計の年間推計』 (厚生労働省)

(http:/www.mhlw.go.jp/toukei/saikin仙W/jinkou/suikeiO9/index.btml)(2010.12.18)

15) 『人口動態調査』(厚生労働省)

(http:/www.e-staも.go.jp/SGl/estat化ist.do?lid=000001066477)(2010.12.18)

16) 社会実情データ図録 ｢年齢別未婚率の推移｣

(http:/www2.ttcn.ne.jp/honkawa/1540.html)(2010.12.18)
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未婚率 (50歳時の未婚率)も､2005年 には 6.8%に達 している｡

このような女性 の未婚化や晩婚化､非婚化 (生涯結婚しない人の増加)の背景に､

女性 の高学歴化や社会進 出の影響が大きい と指摘 されている｡ 女子の大学 ･短

期大学進学率は年々上昇 し､2010年には 56.81% (前年度比0.6%増)に達 し､過

去最高 となった (文部科学省2010)｡ 大学を卒業 して就職､その後に結婚 となれ

ば､昔に比べて結婚年齢は遅 くなる｡ 女性の場合､昔は安定 した収入 を得る手

段 を持つことが難 しかったため､女性 にとっての ｢結婚｣は家族を形成す ると

ともに､安定 した所得 を確保す るとい う経済的な意味合いを持つものであった｡

しか し､専門知識 を身につけ､社会で活躍 し経済的に自立す る者が多 くな り､

結婚 は急 ぐ必要がない と考える女性が増加 していった｡そのことが､晩婚化 ･

未婚化-の進行-繋がった と考えられ る (前田 2005:188･189)O

(2)女性の労働参加

近年における労働力供給面での大きな変化の 1つに女性の社会進 出が挙げ

られ る｡ 1976年に 1203万人だった女性雇用者 は､2008年には 2311万人 と2

倍 となっている (図2･1) ｡ 女性の社会進出が進んだ要因には､女性労働需要の

構造的増加や､家電製品の普及等による家事労働負担の軽減が大きく影響 して

いるとみ られる (〔社〕くらしのリサーチセンター2001:64)｡

日本女性の年齢階級別労働力率はM字型の曲線を措いている(図2-2)｡これは､

女性が学業終了とともに一旦就職するが､結婚や出産を契機に退職 し､末子の小

学校入学に合わせて再就職するとい うパターンを示 している｡1975年か らの変化

をみると､2009年のカーブは 1975年に比べて M字型がかな り浅 くな り､M字

部分の底になっている年齢階級も変化 している｡ 1997年では 25-29歳 (42.6%)

と 30-34歳 (43.9%)の 2つの年齢階級が底 となっていた｡2009年では 30-34

歳 (63.0%)と35-39歳 (62,1%)が底にな り､25-29歳の労働力率が 72.1%とも

っとも高 くなっている｡

この変化は､女性の晩婚化や出生年齢の上昇､結婚後も就業を継続する女性の

増加 を反映 していると考えられる (前田 2005:190)｡ さらに未婚者 ･非婚者が増

加 し､職業継続意識 も高まるであろうと予想 されることから､女性の労働参加は

今後ますます進む と推測 される｡
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図 2-1 女性雇用者 と雇用 中女性 の割合 の推移 (1976-2009年)
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資料 :『くらしに役立っ情報 データ事典 2000/2001改訂版』(〔社〕 くらしの リ

サーチセンター2001)､64ページよ り加筆作成｡

原資料 :『労働力調査』 (各年版)(総務省統計局)

図 2-2 女性 の年齢 階級別労働力率の推移 (1975-2009年)(単位 ‥%)

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65～

-19 -24 -29 -34 -39 -44 -49 -54 -59 -64 (年齢)

資料 :『平成 20年版 男女共同参画 白書』 (内閣府)､70ページよ り加筆作成｡

原資料 :図 2･1と同 じ｡
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2. 女性の年金問題

(1)現行制度の問題点

現行の公的年金制度では片働き世帯が標準モデル とされている｡しか し､結

婚 ･出産後も仕事を続ける女性が増えていることか ら､実際には 40年間専業

主婦である者はほとんどお らず､期間の長短はあれ就業期間が存在 しているの

が一般的である｡ 核家族化により高齢期に単身で生活する人や､結婚をしない

選択をする人､また結婚 しても子 どもを生まない夫婦 も増加 している｡このよ

うに､標準モデルではない世帯形態が増加 したことで､現在の年金制度で対応

しきれないさまざまな問題が発生 している｡

日本では､20歳以上の成人にはいずれかの公的年金制度が適用 され る｡ し

か し､歴史的な経緯や所得補足率17)の違いなどを反映 して､職業によって異な

った制度が用意 され､加入する年金制度によって拠出と給付の内容に違いがあ

る｡ とくに女性は､結婚や出産､あるいは離婚など､人生の節 目節 目に年金制

度の変更を経験することが多い｡

女性の場合､一般的には学校卒菓後､企業に就職 して会社員になると第 2

号被保険者になる｡ 結婚や出産等で退職すると､配偶者がサラリーマ ン (第 2

号被保険者)ならば自身は第 3号被保険者に､あるいは配偶者が第 1号被保険

者であれば自身も第 1号被保険者- と自動的に決められている｡ 再就職する

と再び第 2号被保険者になる､とい うように､加入する年金制度の変更を何

度 も行わなければならない｡

そこで､2004年の年金制度改定にあたっては､｢女性のライフスタイルの変

化に対応 した年金の在 り方に関する検討会｣(以下､女性と年金検討会と表記)が設

けられた｡女性 と年金検討会は､｢家族形態の変化｣や ｢女性の就労の多様化｣

によって､｢女性の低年金が固定化｣ され､｢専業主婦の選択に有意｣に働き､

｢女性の間での不公平感 を増加｣させ るといった問題が発生 していると指摘 し

た (厚生労働省2001)｡その うえで､｢片働き世帯をモデル として生活保障を設計

す る年金制度では､そのような問題に対応できない との見解 を示 した｡さらに､

｢女性 自身の貢献が実る年金制度 (様々な形の就労が年金制度上評価され､老後の生

17) 給与等､所得をどれだけしっかり把握しているかの割合｡
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活を自らの年金で支える)が､今 後 目指す べ き方 向性 ｣で あ る､ と位 置 づ けてい

る (薮長 2004:31-33)｡この よ うな状 況 の なか､国民皆年金制度 を盲匝う日本 で は､

個人 ､と りわ け女性 の多様 な ライ フス タイル の選 択 に中立的 な年金制度 を構築

す る こ とが重要 な課題 となってい る (日下部2006:4)0

(2)モデル 世帯 の減少

1) 家族形 態 の変化

日本 の人 口は､2005年 にはす で に減少局面 に入 ってい る｡ 国立社会保 障 ･

人 口問題 研 究所 の 『日本 の将来推計 人 口 (平成 18年 12月推計)』 18)に よれ ば､今

後 は一層 少子 ･高齢 化 が進 行 して本格 的 な人 口減 少社会 にな る見通 しとなって

お り､そ の人 口構 造 の変化 は世帯 の状 況 に も大 きな影響 を与 えてい る (厚生労

働省 2008:48･49)0

① 世 帯 の小規模化

日本 の一般 世帯 19)の数 は 1960年 か ら2005年 の 45年 間 に､2223万 か ら4906

万世 帯- と 2倍 以上 に増加 してい る｡ これ は主 に単独 世帯数 の増加 と核 家族

世帯 (｢夫婦と未婚子｣｢ひとり親と未婚子｣｢夫婦のみ｣を加えた家族類型)の増加 に よ

る ところが大 きい (図 2･3)0 『平成 17年版 国民生活 白書』 は､｢これ ま で の 日

本 の標 準 的な家族形 態 は大 き く変化 して きてお り､そ の大 きな流れ は世 帯規模

の縮 小 で ある｣ と報 告 してい る (日本年金学会編 2006:24)0

18) 将来推計人口は､国立社会保障 ･人口問題研究所が､『国勢調査』､『人 口動態統計』

等の実績統計データに基づき､将来の男女 ･年齢別人 口を推計したもので､5年毎に実

施 している｡その前提となる将来の出生 ･死亡 ･国際人口移動の推移は､過去の実績

推移 と趨勢を将来に投影 して算出したもので､以下の点に留意する必要がある｡①政

策効果を織 り込んだ政策 目標 とは異なる点､②実績の人口統計データで捕捉できない

将来の社会 ･経済状況の変動を織 り込んだものではない点､③国民の結婚や出産の希

望を反映 したものではない｡

19) ｢一般世帯｣ とは､｢住居 と生計をともにしている人の集まり又は一戸を構えて住

んでいる単身者｣､｢上記の世帯と住居を共にし､別に生計を維持 している間借 りの単

身者又は下宿やなどに下宿 している単身者｣､｢会社 ･団体 ･商店 ･官公庁などの寄宿

舎､独身寮などに居住 している単身者｣を言 う (『国勢調査』総務省)0
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図 2-3 家族類型別世帯構成比の推移 (1960-2005年)
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核家族

注 :1960年は 1%抽 出による｡

資料 :『平成 19年版 国民生活 白書』(内閣府)よ り作成｡

原資料 :『国勢調査』 (各年版) (総務省 統計局)

②共稼 ぎ世帯の増加

サラリーマン世帯の専業主婦は 1980年代初め頃まで増え続け､その後は縮

小に転 じている (図2･4)｡ その一方で､雇用者数の推移をみると､1980年代以

降雇用者総数に占める女性の割合は増え続けている (薮長2004:33)0

その結果､2009年の共働き世帯は 1001万世帯 (図 2･5) と､標準モデル と

され る片働き世帯数 822万世帯を大幅に追い越 してお り､片働 き世帯数は､

今後 さらに減少 していくと推測 される｡

39



(万人)
2500

2000

1500

1000

500

0

1955 1960 1965 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2005(年)

l tサラリーマン世帯の専業主婦の数(左目盛)

『- 専業主婦の数(左目盛)

･+ 全有配偶女性に占めるサラリーマン世帯の専業主婦の割合(右目盛)

注 : 1)サラリーマン世帯の専業主婦の数､専業主婦の数は､1955-70年は国勢調査､1980-2005

年は労働力特別調査ならびに労働力調査による｡ 全有配偶女性は国勢調査による｡

2)サラリーマン世帯専業主婦の数は､夫が雇用者 (非農林業)で妻が非労働力 (無業)の人 口､

専業主婦の数は､全有配偶女性で非労働力の人 口

資料 :『平成 13年版 国民生活白書』(内閣府)､5ページより加筆作成｡

原資料 :『国勢調査』『労働力調査特別調査』て総務省)(平成 14年より『労働力調査』)

図 2-5 共働 き等世帯数の推移 (1980-2009年)
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注 :1) 1980-2001年は 『労働力調査特別調査』 (総務省統計局)(各年 2月､但し1680-1982年は各年

3月)､2002年以降は 『労働力調査 (詳細結果)』(年平均)より作成｡

2)｢男性雇用者 と無業の妻か らなる世帯｣とは､夫が非農林業雇用者で､妻が非就業者 (非労

働力人 口および完全失業者)の世帯｡

3)｢雇用者の共働き世帯｣ とは､夫婦 ともに非農林業雇用者の世帯｡

資料 :『平成 20年版 男女共同参画 白書』(各辛版)(内閣府)､78ページより加筆作成｡

原資料 :『労働力調査』(各年版)(総務省統計局)
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2)第 3号被保険者問題

女性の年金問題のなかでも､とくに第 3号被保険者制度については､負担

と給付の内容が大きく違 うことや､就労調整の問題等が指摘 されている｡第 3

号被保険者制度は､被用者の妻 (専業主婦)を第 3号被保険者 として､保険料

の負担な しに (第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が加入する厚生年金や共済

年金の加入者全体でカバーする)基礎年金を受給することが可能になった制度であ

る｡

しか し､保険料を負担 している自営業者の妻 (第 1号被保険者)や共働 きの妻

(第 2号被保険者)か ら､｢保険料を負担 しないのは不公平｣で ｢第 3号被保険

者が優遇 されている｣ とい う不満の声があがっている (前田 2005:196･197).

負担 と給付の関係では 2つの問題が指摘 されている｡ ①片働 き世帯 と共働

き世帯 との間の世帯間の問題 と､②第 1号被保険者である自営業者等の妻 と

第 3号被保険者であるサラリーマンの妻の間に発生する問題である｡

①片働 き世帯 と共働き世帯

厚生労働省は､負担 と給付の関係 について､｢片働 きか共働 きかにかかわら

ず､夫婦世帯で標準報酬額の合計が同じであれば､保険料負担は同額で､老齢

年金給付 も同額 となるよう制度設計 されている｣ と説明 している｡

この説明は､｢夫婦世帯間 (片働き世帯と共働き世帯)の負担 と給付を比較 し､

その間に差がないことを強調 しているに過ぎない｣とい う見方 もある｡ 世帯で

はなく個人に着 目した場合には､単身世帯 と夫婦世帯 との間､夫婦世帯でも片

働きと共働 き世帯では､負担 と給付の関係が公平になっていないとす る考 え方

で､その根拠は次の通 りである (日下部2006:5)0

･単身世帯か らみた場合

単身世帯 :｢1人分の保険料｣負担で ｢基礎年金 1人分 + 報酬比例年金｣

受給

片働 き世帯 :｢1人分の保険料｣負担で ｢基礎年金 2人分 + 報酬比例年金｣

受給

･共働 き世帯か らみた場合

共働き世帯 :｢夫 と妻それぞれの保険料｣負担で ｢基礎年金 2人分 +夫

41



と妻それぞれの報酬比例年金｣受給

片働き世帯 :｢1人分の保険料｣負担で ｢基礎年金 2人分 +報酬比例年金｣

受給

このように､個人単位で比較 した場合には､片働 き世帯は､単身世帯や共働

き世帯に比べて相対的に少ない負担で大きい給付を受けているとい う関係に

なっている｡

② 自営業者等の妻 とサラリーマンの妻

第 3号被保険者制度が導入 されたことにより､サラリーマンの妻は個別の

年金保険料を拠出しなくても国民年金の受給権を得ることができる (｢専業主婦

には年金保険料 を負担する能力がない｣とした制度導入時の考え方に基づ く)｡そ れ に 対 し

て第 1号被保険者の妻の場合は､自身 も第 1号被保険者 として､た とえ無業

であっても保険料の負担が求められている｡

しか しなが ら､専業主婦ではあってもパー ト労働によって金銭的収入を得る

女性が多 くな り､必ず しも年金保険料を負担する能力がないとは言い切れない｡

実際に第 3号被保険者の適用を受けるために就業調整20)をしている女性が多

いとい う調査報告もあり､専業主婦にとって ｢130万円の壁｣は労働のインセ

ンティブに大きな影響を与えているといえる｡

また､豊かな世帯ほど第 3号被保険者が多いとい う調査報告もあ り､｢経済

的に恵まれた高所得世帯の専業主婦に対 して優遇 している制度を放置 してお

くことは問題だ｣との批判 もある｡第 3号被保険者 自身やその配偶者か ら保

険料 を徴収すべきとの意見も多いが､既得権を奪われる第 3号被保険者の抵

抗 も強 く､解決するには難 しい問題である (前田2005:197･199)0

(3)低い年金水準

社会保険方式で運営 されている公的年金制度では､賃金水準が低ければ年金

20) 第 3号被保険者であるサラリーマンの妻が働いて､年収 130万円以上稼いだ場合に

は､税や年金保険料を含めた社会保険料がかかってくるため､その負担を回避す るた

めに､第 3号被保険者の適用基準内の賃金になるよう労働時間を減 らすな どして就業

調整 を行 うこと｡
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水準 も低 くなる｡

1)広がる賃金格差

女性 の場合は､結婚 ･出産による退職や､再就職後の就労も被用者年金適用

外のパー トタイム等が多い ことか ら､被用者年金 の加入期間が相対的に短い｡

さらに終身雇用制が根強い 日本では､男性労働者 中心の社会で女性の地位 は低

く扱われ､男女間で賃金格差が存在 している｡ そのため､女性は男性 に比べて

賃金が低 く抑えられ､年金水準が低 くなるとい う問題がある(前田 2005:195-196)0

一般労働者21)の男女間の賃金格差指数(男性の賃金を100とした時の女性の賃金割合)

は､1980年代は 50%台､1990年台の後半に 60%代- とじょじょに上昇 した｡

しか し2008年 にいたっても 65.7%と依然低いままである｡さらに､女性労

働者 について雇用形態別 (一般労働者とパート労働者)の貸金 を比較す るために､

1時間あた りの所定内給与 (2009年)をみると､一般労働者が 1366円である

のに対 し､パー ト労働者は 962円と一般労働者の 69.9%である｡ 雇用形態間

での格差は縮小傾向にあるとはいえ､まだまだその差は大きい (図216)O

賃金が少な く､子育てや介護で働 けない期間が多い女性は､相対的に年金水

準が低 くなって しま う｡女性 のなかでもとくに賃金水準が相対的に低い とみ ら

れ る母子世帯の母親 (以下､シングルマザーと表記)にとって､現役時代の生活ば

か りでなく､老後の生活 も苦 しいままであることを意味す ることになる (前田

2005:2)0

21) 一般労働者とは､一般的な所定労働時間が適用されている常用労働者であって､パ

ー ト労働者を含まない (『貸金構造基本統計調査』〔厚生労働省〕)0
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図2-6 女性の一般労働者とパー トタイム労働者所定内給与額 (1時間あたり)の推移

(1989-2009年)

198 9 '90 '91 '92 '93 '94 '9 5 '96 197 '98 '99 2000 ' 0 1 '0 2 '03 '04 '0 5 '06 '0 7 '08 2009
(年)

注 :1)一般労働者 の 1時間あた り所定内給与は､月間所定内給与額 を月間所 定内

実労働時間数で除 した値である｡

2)｢短時間労働者｣とい う名称は 2005年から使われた｡それ以前は ｢パー トタ

イム労働者｣であった｡しかしその定義は ｢一般労働者 より労働時間が短い者｣

のままで変わっていない｡

資料 :『男女共同参画 一統計データブ ック 2006-』 (〔独〕国立女性教育会館)､ 51ペ

ー ジよ り加筆作成｡

原資料 :『貸金構造基本統計調査』 (各辛版)(厚生労働省)

2)非正規短時間労働者の増加

就労状況の雇用形態別推移を示 しているのが図 2-7のグラフである｡ 男女共

に正規の職員 ･従業員 (いわゆる正規雇用者)の割合が減少 し､対照的にパー ト･

アルバイ ト､派遣社員 と嘱託等 (契約社員を含む)を合計 した非正規雇用者の割

合が増加 している｡ とくに女性では､非正規雇用者のなかでも派遣 ･契約 ･嘱

託等の増加がいちじるしく､正規雇用者である割合は 3割前後に留まってい

る (図2-7)(〔独〕国立女性教育会館 2006:43)0

さらに､2009年の女性非農林業雇用者 (休業者を除く)2232万人の うち､週

間就業時間が 35時間未満の短時間雇用者数は 961万人で､全女性雇用者に占

める短時間雇用者割合は 43.1%であった (図2･8)｡ 女性雇用者数は増加 してい

るのに､正規雇用者が減少 していることか ら､増加分の女性雇用者の多 くは非

正規雇用者になっていると推測 される｡
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図 2-7 男女 ･雇用形態別にみた役員を除く雇用者 (非農林業)の構成割合推移

(1987-2007年)(単位 :%)

女性

0% 50% 100%

男性

4.1 1987

4.1 1992

4.7 1997
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2007

0% 50% 100%

幽正規の職員･従業員 ロバートアルバイト 囚その他(派遣･契約.嘱託･その他)

資料 :『男 女共 同参画 一統 計デ ー タブ ック 2006- 』 (〔独〕国立女性教育会館)､ 43

ページより加筆作成｡

原資料 :『就業構造基本調査』 (各年版)(総務省統計局)より作成｡

図 2･8 女性の短時間雇用者数 と雇用者数に占める割合の推移 (非農林業)

(1985- 2009年)

(万人) ⊂:ここコ 女性雇用者数 (左 目盛)

1985'86'87'88 '89 '90 '91'92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '992000'01'02 '03104 '05 '06 707 '08200g(*)

注 :1)短時間雇用者 とは､調査対象週において就業時間が 35時間未満であったも

のをい う (季節的､不規則的雇用者を含む)

2)雇用者数は休業者 を除 く｡

資料 :『平成 21年版 働 く女性 の実情』(厚生労働省)､付表 78 よ り加筆作成｡

原資料 :『労働力調査』 (各年版) (総務省統計局)
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短時間労働者や フ リーターの増加等､厚生年金 の適用 を受 けない働 き方が増

えるに従い､全雇用者 に占める第 2号被保険者の割合は減少 してお り､ とく

に女性の減少は大きい｡2004年の年金制度改定では､第 3号被保険者 を減 ら

し第 2号被保険者 を増やす ことを目的 とした ｢厚生年金適用基準拡大案｣が

提案 されたが見送 られている｡働 き方が多様化 した現状 を踏 まえつつ女性 の年

金水準を上昇 させ るとい う点で､短時間労働者-の厚生年金適用の基準 は拡大

すべ きであろ う｡ 第 3号被保険者制度 の設立当初の 目的は､離婚な どによっ

て無年金 になる被用者 の妻 をなくす ことであった ｡ しか し現在では､将来の無

年金 ･低年金が心配 され る対象はフ リーターや､パー ト等で生計 を立てている

シングルマザーに変わっている (前田2005:204-205)｡

3. シングルマザーの年金問題

近年､ひ とり親世帯 (父子世帯と母子世帯)が増 えている｡ 母子世帯の方が父

子世帯に比べて圧倒的に多 く､経済的に厳 しい状態にある母子世帯が少 な くな

いことは､厚生労働省 をは じめ､多 くの地方 自治体の実態調査 によって明 らか

にされている｡ 片働 き世帯 をモデル として設計 された公的年金制度 は､モデル

世帯以外の世帯には十分に対応出来ていない｡今後 も現在の制度が維持 され る

とすれ ば､所得水準が低い とされ るシングルマザーは老後の年金水準 も低 くな

り､ひいては生活保護受給者の増加- と繋がるのではないか と懸念 され ている｡

(1)母子世帯の増加

『平成17年版 国民生活 白書』 は､ 日本 の母子世帯22)数 は2003年 11月 には

22) 母子世帯調査では ｢20歳未満の未婚の子､その子の未婚 ･離婚 ･死別の母親､その

他の世帯員を含む世帯｣を母子世帯として定義している｡母子世帯調査は､祖父母な

ど親族と同居しているケース (いわゆる ｢同居母子世帯｣)も対象に含まれている02003

年の母子世帯調査によると､同居母子世帯が母子世帯全体の 37.3% (そのうち､66.5%が

親との同居)も占めており､2003年の児童扶養手当の受給者数が 87.1万人であること

を踏まえて考えると､母子世帯調査の推計値はより実態に沿った数値と思われる (〔独)
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122.5万世帯 に達 した と報告 してい る05年毎 に実施 されてい る 『全 国母子世

帯等調査』(以下､『母子世帯調査』と表記)に基づいた推計 による と､2003年 の母

子世帯数 (122.5万世帯)は､1998年 (95.5万世帯)に比べて28.3%増加 してい る｡

子 どもを持つ世帯全体 に占める母子世帯 の割合 は､2003年 では9.49%でお よそ

10世 帯 に1世 帯が母 子世 帯 とい う計算 にな る｡母 子世 帯数 の増加 は､ とくに

1990年代以降いち じる しく､その一番大 きな理 由は離婚件数 の増加 にある｡

1)離婚件数 の増加

日本 の母子世帯の数 は､離婚件数 の増加 に ともなって急速 に増加 してい る｡

子 どもがい る夫婦の離婚 によってひ とり親世帯数 が増加 してい るのであ る (小

川 2000:ll)｡ 離婚件数 の うち､子 どものいる夫婦 の離婚件数 は2002年 の17万

件 を頂点 に して じょじょに減少 していたが2009年 は前年 よ り3000件増 えて､

離婚件数全体 の6割 を占めてい る (図2-9)｡ その さい､妻が全部 の子 どもの親権

を持 つ割合 は8割 を超 してお り､母子世帯の増加- と結びついてい る｡

図2-9 離婚件数 と母親が親権 を持っ割合 の推移 (1950-2009年)

(万件) ⊂ここコ 全離婚件数 (左 目盛) (%)
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資料 :『人 口動態調査』 (各年版)(厚生労働省)より作成｡

労働政策研究･研修機構 2008:26)0 『国勢調査』では､｢未婚､死別または離別の女親と､

その未婚の20歳未満の子どものみで構成されている一般世帯｣を母子世帯としているO

一方､『国民生活基礎調査』における母子世帯の定義は､｢死別 ･離別 ･その他の理由

(未婚の場合を含む)で､現に配偶者のいない 65歳未満の女 (配偶者が長期間生死不明の場

合を含む)と20歳未満のその子 (養子を含む)のみで構成している世帯｣であるO
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2)離婚容認の広ま りと婚外子の増加

総理府が 1992年 と 1997年に実施 した 『全国世論調査』では､20歳以上の

未婚女性のほぼ 3分の 2が､｢結婚 しても幸福感 ･満足感が得 られない場合に

は離婚 したほ うが良い｣ とい う考え方を支持 してお り､1992年のアメ リカ と

ス ウェーデンの同調査における 69%と肩を並べ る水準に達 していると報告 し

ている｡『平成 17年版 国民生活 白書』では､伝統的な法律婚 を重視す る意識

はいまだ高い とみ られると報告 しているが､このよ うな離婚容認の広ま りは､

現実的に離婚率の顕著な増加 となって表れている (図2-10)(小川 2000:ll)0

図 2-10 母子世帯 となった理由別､母子世帯割合の推移 (1983-2008年)

(単位 :%)

(午)0% 50%

1983

1988

1993

1998

2003

2008

田死別 □離婚 滑未婚の母 E3その他+不詳

資料 :『全国母子世帯等調査結果報告』 (各辛版)(厚生労働省) よ り作成 ｡

また､非婚による出産 によって母子世帯になるケースも増加 している｡ 婚外

子の出生数は年々増加 し､2003年全出生数における婚外子の出生率は､24年

前 (1985年 0.99%)の約 2倍以上の 2.14%となっている23)0

少子化によ り18歳未満の子 どものいる世帯は減少24)しているにもかかわ ら

ず､母子世帯が増加 しているとい うことは､子 どものいる世帯に占める母子世

23) 『人 口動態調査』 (厚生労働省)

24) 18歳未満の児童のいる世帯数は､1986年の 1,736万世帯から約 20年間に約 504

万世帯減少 し､2009年では 1,232万世帯 となっている (『国民生活基礎調査』)0
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帯の比率が上昇 しているとい うことになる｡ 『母子世帯調査』の推計値 を使 っ

て ｢20歳未満の子 どものいる世帯全体に占める母子世帯の割合 (母子世帯率)｣

を試算 してみると､1988年は 5.2%であったが､2003年には 9.5%と上昇 して

いる｡阿部/大石 (2005)による子 ども数 をベースに した計算でも､4.2%(1989

午)か ら 5.8% (2001年)に上昇 してお り､子 ども 17人につ き 1人が母子世帯

で育っていることになる｡このよ うに､母子世帯はいまや特殊な世帯形態 とは

言 えなくなっている｡

(2)高い就業率 と低い所得

1)非常に高い就業率

日本のシングルマザーの就業率は高い｡ 『母子世帯調査』 (2007)によると､

シングルマザーの84.5%が就業 してお り､これまでの調査年 (1998年 :73.1%､

2003年 :83.0%)と比べて就業者の割合が さらに増 えている｡ 2003年以降は80%

以上の就業率を維持 してお り､非母子世帯の母親の就業率 (51.3%:『国民生活

基礎調査』2001年)よ り30%以上高い (阿部/大石2005:148)｡ また経済協力開発

機構 (organizationforEconomi cCooperationandDevelopment:OECD)の統計資料

では､ 日本のシングルマザーの就業率は､24か国中ル クセ ンブル クに次いで2

番 目に高い と報告 されている (〔独〕労働政策研究 ･研修機構 2008:33)0

しか し､多 くの調査結果や既存の研究 (神原2006等)が示 しているよ うに､日

本のシングルマザーの就業率は非常に高いにもかかわ らず､母子世帯全体は厳

しい経済状況に置かれている (〔独〕労働政策研究 ･研修機構 2008:33)0

2)低い所得水準

『母子世帯調査』 (2007)によれば､母子世帯の2005年の平均年 間収入25)(平

均世帯人員3.30人)は213万円 (前回調査212万円)で､その うち平均年 間就 労収入

は171万円 (同162万円)となってい る｡ 一般世帯を100(全世帯の平均.･563.8万円26))

25) ｢平均収入｣とは生活保護法に基づく給付､児童扶養手当等の社会保障給付金､就

労収入､分かれた配偶者からの養育費､親からの仕送り､家賃 ･地代などを加えた全

ての収入の額である｡

26) 全世帯については 『国民生活基礎調査』の平均所得の数値｡
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とした場合の母子世帯の平均収入 は37.8であった｡ 母子世帯の世帯人員 1人あ

た りの平均所得金額では64万5000円 となる｡ これ は､全世帯 の世帯人員 1人あ

た り平均所得金額205万9000円や､高齢者世帯の1世帯 あた り平均所得金額

301万9000円に比べてはるかに低 い水準 となってい る (厚生労働省2007:3)｡

就業 してい るシングルマザーの就労収入の構成割合 を見 る と､｢常用雇用者｣

では､ ｢100-200万 円未満｣が33.8%､次いで ｢200-300万円未満｣が32.3%

で､平均年間就労収入 は257万円 となっている (図2-ll)｡ 一方 ｢臨時 ･パー ト｣

では､｢100-200万 円未満｣が49.2%､次いで ｢100万円未満｣が42.9%で､｢臨

時 ･パー ト｣の約9割が ｢200万円未満｣ となってお り､ ｢臨時 ･パー ト｣の母子

世帯 のお よそ9割が年収200万円未満 のワーキングプアである｡

図2-11 母子世帯の就業 している母の地位別年 間就労収入 の構成割合

(2006年度)

400万円以上

300-400万円未潤

200-300万円未満

100-200万円未満

100万円未満

0 10 20 30 40 50 60(%)

資料 :『平成18年度 全国母子世帯等調査報告』(厚生労働省)より作成｡

『ひ とり親就労実態調査 ･就労支援事業報告書』(NPO法人 ｢しんぐるまぎーず ･

ふお-らむ｣2003)では､調査対象の うち25%のシ ングルマザーが副業 を持 って

お り､4人に1人が二重就労を していると報告 してい る｡ 副業 を持 ってい る人

は全員､暮 らしに対 して ｢苦 しい｣ ｢やや苦 しい｣と感 じてい る｡

シングルマザーの就業率 は非常に高いが､非正規就労である割合が高いため

に年 間収入が一般世帯 よ り低 く､収入 を増やすた めに二重就 労す るシングルマ
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ザ-が少なくないのであるO

3)非正規就労の増加

シングルマザーの従業上の地位についてみると､近年は非正規就労の割合が

拡大 している (図2-12)｡ 非正規就労の増加は､シングルマザーに限 らず女性

全体に観察 されることではあるが､母子世帯の場合､2003年の調査以降､｢臨

時 ･パー ト｣の割合が ｢常用雇用者｣を上回ってお り､所得水準が低い母子世

帯が多くなっている大きな要因であるといえる｡

さらに非正規雇用者の場合には､雇用期間が長 くなっても､年齢が高 くなっ

ても賃金水準が上が らない｡年齢階級別の賃金をみると､｢正社員 ･正職員｣

の賃金は年功序列的に上昇するが､｢正社員 ･正職員以外｣は年齢階級が高 く

なっても賃金の上昇はあま り見 られず､ほぼ横ばい状態である (図1･16参照)0

そのため､シングルマザーの就労形態が非正規雇用であり続 けるな らば､将来

的にも賃金水準は改善 しないことは容易に予想 される｡

0%

女性全体

(2007年)

2008年

2003年

1998年

1993年

図2-12 母子世帯の母親の就業状況 (1983-2008年)(単位 :%)

50%

酔 自営業 EZl常用雇用 口臨時･パート E3その他 田不就業

注 :｢女性全体｣の数値算定には､『平成19年 就業構造基本調査』の ｢全国編 :第 1

表｣と主要統計表の ｢全国編 :第2表｣を利用 した｡｢正規の職員｣を ｢常用雇用｣､

｢パー ト･アルバイ ト｣を ｢臨時 ･パー ト｣､｢家族従業員｣｢労働者派遣事業その

派遣社員｣｢契約社員｣｢嘱託｣｢その他｣を ｢その他｣に含ませてい る｡

資料 :『全国母子世帯等調査』 (各年版)『平成19年 就業構造基本調査』 (厚生労働省)

より作成｡
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(3) シングルマザーの公的年金

シングルマザーの就労形態は ｢臨時 ･パー ト｣などの非正規雇用の場合が多

いため､被用者年金保険-の加入状況は高い とはいえない｡

1)社会保険加入状況

ひ とり親世帯の社会保険の加入状況を示 しているのが図 2-13である｡ 社会

保険に加入 していると回答 した母子世帯の割合は､ ｢雇用保険｣56.3%､ ｢健康

保険｣93.6%､｢公的年金｣82.6%となってお り､父子世帯の父親の加入率に比べ

て低いo さらに､加入 している｢健康保険｣｢公的年金｣の種類をみると､ ｢被用

者保険｣｢被用者年金｣に加入 しているのは､どちらも約半数に留まっている｡

これは､シングルマザーの多 くが正規の雇用でない｢臨時 ･パー ト｣等非正規就

労に就いていることを反映 してお り､未加入である者の割合 も少なくない｡｢雇

用保険｣43.7%､｢健康保険｣6.5%､｢公的年金｣では 17.5%が未加入 となってい

た (厚生労働省 2007)｡

図 2-13 ひ とり親世帯の社会保険の加入状況 (2006年度)(単位 :%)

女性

0% 50% 100%
J J

未加入17.5%

｢雇用保険｣

｢健康保険｣

未加入
6.5%

｢公的年金｣

男性

0% 50% 100%
一 l

niEbZ 未加入
YIJI;. 29.3%

縮巌養㌍.悠∴雄 義勝i-.W wl""J3,9J.,9,a",

胡加入している 囚加入している 口加入していない

資料 :『平成 18年度 全国母子世帯等調査』 (厚生労働省) よ り作成｡
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2)低い公的年金加入率 と高い国民年金免除率

NPO法人 ｢しんぐるまぎーず ･ふお- らむ｣の 『シングルマザーの年金加

入状況調査報告』(2001)によると､加入 している年金は被用者年金 53.1% (厚

生年金46.3%､共済年金6.8%)､国民年金 16.7%､国民年金免除 24.7%､未 (無)

加入 3.1%､無回答が 2.5%であった｡回答者の仕事の形態は､被用者 43.8%(公

務員 6.8%､民間常勤37.0%)､｢パー ト･派遣｣22.9%､自営業 11.1%､その他 (無

職 ･無回答含む)22.3%である｡

｢パー ト･派遣｣と回答 した人の加入年金を尋ねると､厚生年金 35.1%､国

民年金 21.6%､国民年金免除 40.5%､未 (無)加入 2.7%であった (図2･14)0｢パ

ー ト･派遣｣では､国民年金免除が 40.5%でもっとも高 く､国民年金を納付 し

ている人の 21.6%の約 2倍 となっている｡

図 2-14 シングルマザーの公的年金加入状況 (2001年)(単位 :%)

0% 50% 100%

シングルマザー全体

パート派遣

l 3.1

∴ ∵ ∴■ 十 一∵ . ∴ ｣ <<>>16.7 戟耶 酢 4.7配 硬 置 ;;;;<<>>

2.7

技 #常在++ Frulir".;1m/詔方宜字詰+〟+坊1 rI>>21.6 40.5 ;:;■I>i

EZ)被用者年金 口国民年金 題国民年金免除 田未(無)加入 口その他

資料 :『シングルマザーの年金加入状況調査報告』(〔NPO法人〕｢しん ぐるまぎーず ･ふ

お- らむ｣2001)よ り作成｡

｢パー ト･派遣｣の年収は､｢100万円未満｣が 15.1%､｢100万円以上 200

万円未満｣が 54.5%､｢200万円以上 300万円未満｣27.3%､｢300万円以上｣

は 3.0% (無回答を除く)とい う回答であった｡全体の 7割近 くが年収 ｢200万

円以下｣であるとい う状況か ら､国民年金免除が 40.5%と非常に高いのは､｢低

収入で国民年金保険料を支払 う余裕がない｣ためと推測 され る｡
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3)負担 と受給の問題

現行の年金制度では､第 1号被保険者同士の離婚や､もともと妻が第 2号

被保険者であった離婚の場合には年金制度を変更する必要がないため､保険料

の負担はそれまでと変わることはない｡ しか し第 3号被保険者であった妻が

離婚 して第 2号あるいは第 1号被保険者になった場合､高齢になった ときに

年金を受け取るためには､それまで支払 う必要のなかった年金保険料を納めな

ければな らなくなる｡

シングルマザーの場合には､貸金が低水準であることが多いため､た とえ公

的年金に加入 していても年金水準が低 くなってしま うとい う可能性や､年金の

受給要件である納付月数を満たす ことが出来なければ無年金 になって しま う

ことも懸念 される｡

｢しん ぐるまざあず ･ふお- らむ｣が独 自に行った老齢年金のシ ミュレーシ

ョン27)では､｢30歳で離婚後､30年間パー トで年金保険料は免除 していた場

合｣には ｢65歳で月額 38,000円になる｣と報告 している28)｡参考のために『全

国消費実態調査』(総務省統計局)の高齢者世帯類型別の 1か月あた りの基礎的

消費支出額29)は､女性の単身世帯では ｢生活するために必要な基礎的消費支出

額は約 9万 1000円｣(2009年)(表 1-1参照)になっているが､満額の老齢基礎

年金の約 6万 6000円でも基礎的消費支出の 74.7%にしかならない｡ま してや

月額 3万 8000円ではおよそ 4割 と､安心 した老後生活を送ることが出来る額

とは とてもいえない｡

女性の場合は､法律上の配偶者の有無により女性 自身の保険料負担が左右 さ

れている｡ 配偶者がある場合でも､その配偶者が加入する年金保険の違いによ

り加入する年金保険が決められ､それによって年金保険料の有無が左右 される

ことになっている｡

誰 と結婚 しても､どのように働 こうとも､どんなライフスタイルを選択 しよ

27) NPO法人 ｢しん ぐるまぎーず ･ふお- らむ｣(2001)

28) ｢母子家庭の抱える現在の問題点｣(｢しん ぐるまざあず ･ふお- らむ｣):

http:/www7.big.or.jp/～single-m/kaishoukai/sangiinn.html#ank206(2009.4.4)

29) 支出項目のうち､食料､住居､高熱 ･水道､家具 ･家事用晶､被服及び履物､保健

医療､交通 ･通信､教育を合計 したもの｡
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うとも､1人 1人の人生の選択が不利な状況をつ くらない､中立な制度を設計

す る必要がある｡
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第 3章 高 齢 者 の 年 金 問 題 一 保護世帯を中心に -

近年､日本では高齢化が急速に進み､すでに 5人に 1人が 65歳以上の高齢

者である｡そんななか､年金が高齢者世帯所得の 6割を占めるよ うにな り､

公的年金制度は老後の生活を支える大きな役割を担っている｡高齢化の進行に

より､年金制度に対す る期待はますます高まっている｡

その一方で､制度-の未加入や保険料の未納等により受給資格要件が満たせ

ない｢無年金者｣や､た とえ受給資格が得 られても､加入期間が短い等の理由に

より受給年金額が低額 となる ｢低年金者｣が増加 してお り､それに比例す るよ

うに生活保護 を受ける高齢者の数 も増えている｡ 本章では､高齢者の現状を整

理 し､公的年金制度における問題点を分析す る｡

1. 本格的な高齢社会の到来

人 口の高齢化は先進諸国における共通の現象であるが､日本の高齢化の大き

な特徴は､世界に例をみない速度で高齢化が進行 していることにある｡

(1)進む高齢化

日本では ｢少子化の進行による若年人 口の減少｣と ｢平均寿命の延伸 による

65歳以上人 口の増加｣が同時に起きているために､高齢化が急速に進んでい

る｡ 2009年10月1日時点での 日本の総人 口は1億2751万人 と､前年に比べて約

18万人減少 し､ ｢本格的な人 口減少社会になった といえる｣と発表 された30)0

しか し､65歳以上の高齢者人 口は過去最高の2901万人 とな り､総人 口に占め

る割合 (高齢化率)は22.7%となった (図3-1)0

30) 『人 口推 計 (平成 21年 10月 1日現在)』 (総務省統計局)(平成 22年 4月 16日公表)0
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図 3･1 人 口と高齢化率の (推計)推移 (1950-2055年)

(万人)

20,000

1950 '60 '70 '80 '90 2000'05'09'10 '20 '30 '40 '50'55(年)

注 :2005年までは実績値｡2009年以降は推計値｡

資料 :『国勢調査』(2005年まで)､2009年は 『人口推計』(総務省統計局)､『日本

の将来推計人口 (平成 18年 12月推計)』(2010年以降は国立社会保障 ･人口問題研

究所の出生中位 ･死亡中位仮定による推計結果)より作成｡

日本の 65歳以上の高齢者人 口は､1950年 には総人 口の 5%に満たなかった

が､1970年 に 7% (国連の報告書において ｢高齢化社会｣と定義された水準)を超 え､

1994年 にはその倍化水準である 14% (｢高齢社会｣ と称された)を超 えた｡2009

年 には 22%を超 え､5人に 1人が高齢者､ さらに 10人に 1人が 75歳 以上人

口とい う ｢本格的な高齢社会｣ となっている｡

しか し､日本は今後､長期 の人 口減少過程に入 る見通 しである. 一方 で､高

齢者人 口は､いわゆる ｢団塊の世代｣(1947-1949年に生まれた者)が 65歳以上

となる 2015年 には 3000万人を超 え､75歳以上 となる 2025年 には 3500万

人 に達す ると見込まれている｡ 人 口が減少す るなか､高齢化率は さらに上昇を

続 け､2055年 には 40.5%に達 して､国民の 2.5人 に 1人が 65歳以上の高齢者

となると推計 されている｡

また､医療 のいち じるしい進歩 によ り日本人の平均寿命 も年 々伸び､2009

年 には男性 79.59年､女性 86.44年 と前年 と比較 して男性 0.30年､女性 は

0.39年上回 り､男女 ともに過去最高 になった｡65歳時の平均余命 は男性が

18.88年､女性は 23.97年である (図 3-2)｡ 平均余命 の伸びに ともなって､老
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後の生活期間も一層長 くなる傾向にあることか ら､長期になった老後生活 をゆ

とりあるもの として送 るために､生活資金の確保 は非常に重要な問題である｡

図 3-2 65歳平均余命の推移 (1955-2009年)

1955 '60 '65 '70 '75 '80 '85 '90 '9 5 2000 '0 5 2008 2009 (午 )

資料 :『平成 21年 簡易生命表の概況について』 (厚生労働省) よ り作成｡

(2)家族生活の変化

高齢化の進行による人 口構造の変化によ り､高齢期の家族生活 も急激 な社会

的変化 を遂げている｡ その変化の 1つに家族制度 と家族形態の変化がある｡

日本では､第 2次世界大戦前には ｢家｣制度による長子相続が義務であった｡

しか し近年では､欧米のよ うに夫婦家族制が増 え､家族形態 も小家族化､核家

族化 してきている31)0

2009年 には 65歳以上の ｢高齢者 のいる世帯｣は 2012万 5000世帯で､全

世帯 (4801万 3000世帯)の 41.92%を占めていた｡ そのなかで ｢単独世帯｣で

ある割合は､1980年の 10.7%か ら2002年には 20%を超 え､2009年には 23.0%

に増加 している｡ ｢夫婦のみの世帯｣についても､1988年 には 20%を超 えて

2009年には 29.8%となっている. 一方で､1980年 には 50.1%過半数 を超 えて

いた ｢三世代 (同居)世帯｣の割合は急速に低下 し､2009年には 17.5%にまで

下がっている (図3-3)｡

31) http://plaza.rakuten.co.jp/gururigururi7/diary/201003030019/(2010/3/10)
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(午)
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図 3-3 世帯類型別にみた 65歳以上の者のいる世帯数の構成割合の推移

(1980-2009年) (単位 :%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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::;:::::;:;:;:;:;::::::25 .5･'::::

:鷲 ::::::::::::2 1

観男の単独世帯 劇女の単独世帯 団夫婦のみの世帯 Eg親と未婚の子のみの世帯 E]三世代世帯 □その他の世帯

資料 :『国民生活基礎調査』 (各辛版)(厚生労働省)よ り作成｡

世帯数の将来推計によれば､世帯主が 65歳以上の世帯は､2005年の 1355

万世帯か ら 2030年には 39.0%- と上昇す ることが見込まれている｡ ｢単独世

帯｣については､2005年の 387万世帯か ら2030年の 717万世帯-約 2倍にな

ると推測 されている (図3･4)(内閣府2008b:17)0

『国勢調査』によると､65歳以上の一人暮 らし高齢者の増加は男女 ともに

顕著である｡ 1980年には男性約 19万人 (高齢者人口に占める割合は4.3%)､女性

約 69万人 (同11.2%)であったが､2005年には男性約 105万人 (同9.7%)､女

性約 281万人 (同 19.0%)と､25年間でその割合は約 2倍に伸びている｡ 今後､

高齢者人 口の増加が予測 されることか ら､一人暮 らし高齢者の割合は更に大き

く伸びると予想 される (内閣府2008b:21)0
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図 3･4 世帯主 65歳以上の世帯の家族類型別世帯数の推計 (2005-2030年度)

(万世帯)

□その他

国親と子

田夫婦のみ

四単独

2005 2010 2015 2020 2025 2030(年度)

資料 :『日本の世帯数の将来推計 (全国推計)-2008年 3月推計-』(国立社会保障 ･人口問題

研究所)より作成｡

2. 公的年金受給状況

現行の公的年金制度には､高齢期の基礎的生活を支えることを目的 とす る老

齢年金がある｡公的年金制度は､現役世代が納める保険料により現在の高齢者

の年金給付を賄 う世代間扶養の仕組みで成 り立っている｡ そのため､年金給付

額は賃金や物価に応 じて調整 され､実質的に価値ある水準の年金が終身にわた

り保障 されるので､老齢年金は高齢期の生活の主柱 となっている｡ 皆年金体制

がスター トしてから 50年が経過 し､加入年数の長い受給者が増加 しているこ

ともあ り､年金給付費は年々増加 してお り､2008年度の年金給付総額は 46

兆円と報告 されている32)0

(1)国民 4人に 1人が年金受給

『平成 21年 国民生活基礎調査の概況』(厚生労働省)によれば､｢公的年金 ･

32) 厚生労働省年金局年金財政 (2010):

http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/04/04･01-02-20.html(2010.12.28)
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恩給 の受給者 のい る世帯｣は全世帯 の 48.4%､｢65歳 以上 の高齢者 のい る世帯｣

では 96.6%が受給 してい る｡

公 的年金受給者数 (延べ人数)は 2008年度末現在 で 5743万人 となってお り､

前年度末 に比べ 264万人増加 してい る｡ 重複 のない公 的年金 の実受給権音数

は､3593万人 (福祉年金受給権者を含む)(2008年度末)で あ り､ じつ に国民全体

の 28.2%､お よそ 4人 に 1人が公 的年金 を受給 してい るこ とにな る33)｡ 国民

年金受給者数 は年金制度 の成熟 を反 映 して着 じつ に増加 してお り､前年 度末 に

比べ 102万人増加 して 2695万人 に､厚生年金保 険 の受給者数 は前年度 末 に比

べ 148万人増加 して 2599万人 となってい る (図 3-5) (厚生労働省年金局 2010d)0

図 3-5 公 的年金受給者数 の推移 (年度末現在)(2002-2008年度)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (年度)

資料 :『社会保険事業状況』(各年版)(平成 19年度分まで社会保険庁)､

『平成 20年度厚生年金保健 ･国民年金事業の概況』(厚生労働省年金局)より作成｡

(2) 高齢者 世帯 の所得

高齢者 世帯34)の年 間総所得 の平均値 は 297万 円 (月額 24万円 7500円)(2008

33) 分母 は 『人 口推 計 (平成 21年 10月 1日現在)』(総務省統計局)の総人 口｡

34) 『国民生活基礎調査』(厚生労働省)では､高齢者世帯を ｢65歳以上の者のみで構成

するか､またはこれに 18歳未満の未婚の者が加わった世帯｣ としている｡
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午)と報告 され てい る｡ その うち公 的年金 ･恩給 が 209万 8000円 (同 17万 5000

円)で ､総所得 のなか に公 的年金 ･恩給 が 占める割 合 は 70.6%と､所得 の約 7

割 を年金 が支 えてい るこ とにな る (図 3-6)｡ さ らに､高齢者 世帯 の うち､6割

以上 の世 帯 は公 的年 金 のみで生活 してい る とい う結果 で あ る (図 3･7)O

図 3-6 高齢者 一世帯 あた りの平均所得金額 (2009年)(単位 :万円)

仕送り･企業年金･個人年金
･その他の所得

3.2年金以外の社会保障給付金

得所動稼

資料 :『平成 21年 国民生活基礎調査』(厚生労働省)よ り作成｡

図 3･7 高齢者世 帯 の所得 に 占め る年金 の割 合 (2009年)(単位 :%)

資料 :図 3･6と同 じ｡
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高齢期の生活設計のなかで ｢公的年金をどのよ うに位置づ けているか｣と尋

ねた調査では､｢ほぼ全面的に公的年金に頼 る｣と答 えた者の割合が 29.0%､

｢公 的年金 を中心 とし､これに個人年金や貯蓄な どの 自助努力 を組み合わせ

る｣が 41.7%で､合わせて約 7割が年金を頼 りにす ると答えてお り､年金-

の期待の高 さが伺 える (内閣府2003)0

また高齢者世帯の年間所得の平均は約 297万円であるが､高齢者所得の分

布 を全世帯のそれ と比べると､その分散は小 さい｡100万円か ら 200万円に

集 中 してお り､それは月収 8.3万円～16.7万円に相当す る｡ しかも平均所得

以下に 66.1%が分布 してお り､平均値 (297.0万円)の 2分 1ない し 3分 1とい

った低所得世帯が多 く存在 している｡つま り､高齢者世帯の高い平均所得額は､

一部の富裕層によって押 し上げられたものと推測 され る (図3･8)0

図 3-8 高齢者世帯の所得分布 (2009年)

全世帯平均 547.5万円
高齢者世帯平均 297.0万円

100 200
100未満 ～200 -300

資料 :図 3･6と同じO

300 400 500 600 700 800
-400 -500 -600 -ノ700 -800 -900

900 1000以上
～1000 (万円)

1)低年金者 ･無年金者 の現状

2008年 3月末での国民年金受給者数35)は約 2695万人で､その うち基礎年

金のみ (旧国民年金を含む)の受給者の数は約 1151万人である｡ 老齢基礎年金の

35) ｢国民年金受給者｣ とは旧法国民年金の受給者 と新法基礎年金の受給者の合計であ

り､基礎年金受給者 には被用者年金を上乗せ して受給 している者を含む｡
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み(旧法の5年年金を除いた国民年金を含む)の受給権者数は 878万人であった｡2008

年度 の老齢基礎年金は､満額で月額 6万 6000円 (年額79万 2000円)であるが､

老齢基礎年金のみの受給権者の平均受給月額は 4万 8500円 (同58万 2000円)

である｡ 老齢基礎年金のみの受給権者 の月額分布 をみ ると､年金額が月額 5

万円以下の受給者が半数以上の 475万人を占めている (図3･9)｡

図 3-9 国民年金月額別受給権音数 (老齢基礎年金のみの受給権者)

(2008年度)

(万人)

300

3万円未満 ～4万円 ～5万円 ～6万円 6万円以上

資料 :『平成 20年度 厚生年金 ･国民年金事業の概況』(厚生労働省年金局)より作成｡

高齢者世 帯の所得状況に関 しては､女性単独世帯の所得が､他の高齢者世帯

よ りも低いことが報告 されている｡ ｢夫婦のみの世帯｣の平均所得 (2008年)

は約 404万円､｢男性単独世帯｣では約 234万円であるのに対 し､｢女性単独

世帯｣は 175万円弱である｡女性単独世帯の所得金額でみると､半数以上が

年収 150万円以下 となっている (図 3･10)｡女性は基礎年金のみの受給者が多

く､しかもその年金額が低いことが主な要因の 1つであると考 えられている｡

一方､社会保険庁による集計では､2007年 4月時点で､老齢基礎年金の受

給資格のない 65歳以上の者は約 45万人 と報告 されている (表3･1)｡国民年金

加入者 (第 1号および第 3号被保険者)で､年金の受給年齢には達 していないが､

今後納付できる 70歳までの期間に保険料 を納付 して も 25年 に満たず に年金

受給資格 を得 られない者 は全体で 118万人いるとい う｡ 現在は保険料納付済

期間が 25年に満たず に年金受給要件 を滞たさないが､今後保険料を納付すれ
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ば受給要件 を満 たせ る 60歳以上の者 は 37万人い る｡.逆 に､この 37万人は今

後保 険料 を支払 わなけれ ば無年金者 となるので､将来 の無年金者数 は最大で

155万人 に上 ると見 ることもできる｡

図 3-10 高齢者世帯の階級別所得分布 (2009年)

150 300 450 600 750 900以上
150未満 ～300 -450 -600 -750 -900 (万円)

資料 :『平成 21年 国民生活基礎調査』(厚生労働省)より作成｡

表 3-1 世代別 の無年金者数 (2007年 4月 1日現在)

今後納付できる70歳までの期間､ 現時点において保険料納付済

保険料を納付しても25年に満たない者 期間が25年に満たない者

60歳未満 45万人 -

60-64歳 31万人 65万人

65歳以上 42万人 45万人

合計 118万人 (155万人)

注 :1) ()内は現時点で受給用件を満た さない 60歳以上の者 と､60歳未満で

70歳まで保険料を納付 しても 25年に満たない者の合計｡

2)図表 中の人数は､①合算対象期間が含まれていない､②期間短縮特例は

考慮 されていない､③死亡者を含んでいる可能性がある､④共済組合期間

等は含まれていないため､実際の無年金者数 はこの数字 より少ない｡

資料 :堀江 (2008)丁高齢期の所得格差をどう考えるのか｣､44ページより作成｡

原資料 :『生活保護制度 との関係について』 (社会保障国民会議 2008)
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2)低年金者 ･無年金者 の生 じる要因

低年金者 ･無年金者が生 じる主な要因は次のよ うに考えられている｡

①国民年金保険料の未納

まず一番の要因 として､国民年金保険料の未納が考 えられ る｡ 日本の公的年

金制度では 20歳か ら60歳未満の全国民が､基礎給付 を行 う ｢国民年金 (基礎

年金)｣に加入す ることになっている｡ この うち､国民年金第 2号被保 険者 と

第 3号被保険者は､ 自ら保険料を納付す る必要はないが36)､第 1号被保険者

だけは､自ら国民年金保険料を納付す ることになっているために､未納が生 じ

やすい仕組みになっているといえる｡

2010年度の国民年金保険料は月額 1万 5100円で､20歳か ら 60歳 になる

まで 40年間保険料 を全額納付 した場合に､65歳以降に老齢基礎年金が月額 6

万 6000円支給 され る｡老齢基礎年金は､原則 として保険料納付済期間が 25

年以上あれば､納付期間に応 じた年金額が支給37)され るが､25年未満 であれ

ば無年金 となる｡

日本 は皆年金制度 と言われつつも､実際には加入 しないことが許容 されてい

るとい う状況がある｡ 実際､年金未加入者お よび未納者 の数は大きく､保険料

の納付率は減少傾 向にある (図3･11)｡ 未加入 ･未納が許容 され る背景には､｢日

本では年金 をもらえな くて も生活保護制度に依存す ることで最低限度 の生活

を送れ る｣ ことが一因 となっている､ とい う指摘 もある (山重/高畑 2009:1).

36) 65歳未満 の会社員や公務員等 (国民年金第2号被保険者)の保険料 (報酬比例負担 ･労

使折半)は給与か ら天 引き され､事業主が保 険料 を納付す る｡また､第 2号被保 険者 に

扶養 され る配偶者 (同 3号被保険者)は､第 2号被保険者全体で第 3号被保 険者 の保険

料 を負担す るため､個人 では保 険料 を納付す る必要がない｡

37) 国民年金保 険料納付済期 間が 25年 であれ ば月額 4万 1000円 (6万 6000円× 〔25年

/40年〕)とな る (2010年度)0
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図 3-11 国民年金保険料納付率および生活保護を受ける高齢者世帯の推移

(1975-2009年度)
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注 :高齢者被保護世帯数の数字は､各年 7月 1日現在 のものである｡

資料 :山重/高畑 (2009)｢年金制度 と生活保護制度｣､1ペー ジよ り作成｡

原資料 :『平成 21年度の国民年金 の加入 ･納付状況』(厚生労働省年金局)､『｢生活

保護｣に関す る公的統計データ』(国立社会保障 ･人口問題研究所)

②報酬比例部分のない国民年金

低年金者が生 じる理由に､報酬比例部分の適用のない被保険者の存在がある｡

国民年金-加入 している場合､受給できる老齢基礎年金は､満額でも月額 6

万 6000円であるが､満額受給する人は少ない｡基礎年金のみの受給者の平均

年金額 (2008年度)は､月額で男性約 5万 3500円 (年額64万 1778円)､女性で

約 4万 6500円 (同 56万 3214円)である (厚生労働省年金局2010d)｡厚生年金に加

入 している場合には､基礎年金に上乗せ して厚生年金の報酬比例部分が支給 さ

れるQ老齢厚生年金の平均受給額は､基礎年金込みで男性約 19万 3000円､

女性約 10万 9000円となっている38)｡基礎年金のみの受給者 と比較するとその

差は大きく､報酬比例部分の適用があれば低年金に陥 りにくいと考えられる｡

38) 『社会保険事業の概況』(社会保険庁)2008年度未のデータ｡ 男性は低額部分が支給

され る 63歳以上､女性は同 61歳以上の平均年金月額を算出した｡平均年金月額には､

基礎年金額を含むが､旧農林共済組合に係 る基礎年金額は含まない｡
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③免除制度 と繰上げ受給

低年金者が生 じる要因には､他に国民年金の｢保険料の免除制度｣の存在や､

｢老齢基礎年金の繰上げ受給による年金の減額｣があることも指摘 されている

(堀江2009:3･5)｡

保険料免除制度には､保険料の全額が免除され る ｢全額免除｣､保険料の一

部が免除 される ｢4分の 3免除｣､｢半額免除｣､｢4分の 1免除｣がある｡ 免除

制度が適用 されると､その免除段階 と免除期間に応 じて将来の年金額が減額 さ

れる｡ 仮に､40年間同じ免除制度が適用 された場合の老齢基礎年金の額は､

2010年度では全額免除が 2.2万円､4分の 3免除が 3.3万円､半額免除が 4.4

万円､4分の 1免除で 5.5万円となる｡

また､老齢基礎年金の受給開始年齢は 65歳であるが､60歳以降は繰上げ受

給が出来 る｡ただ し､繰上げ受給をした場合には年金額が減額 され､その減額

された年金額が生涯続 く｡ 2010年度の場合には､仮に満額受給できる人が 60

歳か ら繰 り上げ受給すると､1941年 4月 1日以前に生まれた人は月額約 3万

8000円に､同年の 4月 2日以後に生まれた人の受給額は約 4万 6000円とな

る39)｡繰上げ受給者の うち､60歳か ら受給を開始 した者が全体の約 6割を占

めてお り (2005年度)､低年金を招 く一因となっている (堀江2009:5)0

3. 高齢者保護世帯の年金問題

日本では､高齢による稼得能力の減退を補填 し､老後生活の安定を図ること

を目的 とする公的年金制度がある｡しか し､年金など他の社会保障制度か らの

給付 を含めた世帯全体の収入 と保有資産を充当しても最低生活資金に満たな

い場合に､それを補 う ｢最後の拠 りどころ｣として､世帯単位で適用 される生

活保護制度が設けられている｡生活保護を必要 とす る世帯､人員は近年増加傾

向にあ り､2010年 9月時点の生活保護受給世帯総数は 140万件を超え (厚生

労働省 2010a)､なかでも低所得の単身高齢者の生活保護受給世帯数が急増 して

39)社会保険庁 HP:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/index.htm
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いる｡

(1)生活保護 と公的年金

高齢期の生活を保障する制度 としては､主 として公的年金 と生活保護がある｡

公的年金は､老後の生活を支える重要な役割を担っている一方で､実際には無

年金者が､最大で 100万人を越えると予測 されていることか ら､高齢期の安

定 した生活を保障す る確実なセーフティネ ッ トになっているとは言いがたい｡

他方､生活保護は高齢期の所得保障に限定 されているものではないが､被保護

世帯の うち､高齢者世帯の割合が増加 していることか ら､高齢期の所得保障 と

しての役割は大きい (堀江2008:43)｡

生活保護制度は､年齢に関わらず､低所得者のセーフティネ ッ トとなる役 目

を担っている｡ 生活保護の役割は､資産､能力な どすべてを活用 しても､なお

生活に困窮す る者に対 して ｢最低生活の保障｣を行い､｢自立の助長｣ を促す

ことにある｡ その基準は､最低生活を保障する水準 として設定されている｡ま

た給付は､就労収入､年金収入等を差 し引いた不足分が ｢世帯を対象 として給

付｣される｡ そのため､資産､能力等を活用 しているかどうかについて､預貯

金等の調査が厳格に実施 されているO

-方､公的年金制度の役割は､高齢による稼得能力の減退を補填 し､老後生

活の安定を図るものとして位置づけられている｡ 老齢基礎年金は､現役時代の

収入の一定割合を保障するとともに､老後生活の基礎的な費用に対応 し､現役

時代に構築 した生活基盤や老後の備 えと合わせて､一定の水準の自立 した生活

を可能 とする考え方で水準が設定されている｡ また､受給時の個々の生活状況

に関わ りなく､現役時代の保険料納付実績に基づいた年金額が､｢納付者個人

に支給｣ される (社会保障国民会議2008:1)0

(2)増加する高齢者保護世帯数

2009年度に生活保護 を受けている世帯 (以下､保護世帯と表記)は 1か月平均

127万 4231世帯､保護を受けている人員は同 じく 176万 3572人 (厚生労働省

2009)と､それぞれ 日本の総世帯数 (4801万世帯 〔国民生活基礎調査〕)の 2.65%､

総人 口 (1億 2751万人 〔人口推計〕の 1.38%を占めている｡
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保護世帯を世帯類型別40)にみると､高齢者世帯の割合は 1993年度以降 4割

を超 え､2008年度には 45.7%と全体の約半数を占めるまでになってい る (図

3･12)0

図 3･12 世帯類型別被保護世帯数の構成比の推移 (1970-2008年度)

(単位 :%)
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注 :1)1か月 平均 で あ る｡

2)保 護 停 止 中の世 帯 を含 ま ない｡

3)2005年度 に高齢者世帯の割合 が減少 してい るのは､女性 の年齢 区分 を 60歳か ら

65歳 に変更 したため｡

資料 :『生活 保護 の動 向 平成 20年版 』(生活保護の動向編集委員会編集)よ り加 筆 作成 ｡

原資料 :『福祉行政報告例 (昭和 45年以前は被保護者全国一斉調査 〔個別調査〕)(厚生労

働省)､『｢生活保護 ｣に 関す る公 的デ ー ター 覧』(国立社会保障･人 口問題研究所)(2010

年 9月 28日更新分)

生活保護 を受けている高齢者世帯 (52万 5000世帯)の うち､単身世帯である

割合 は､2008年 には 89.1% (男性 19万 6000世帯､女性 27万 2000世帯)と､約 9

40) 世 帯分類 は､｢高齢者 世帯｣(男女ともに 65歳以上の者のみで構成されている世帯､もしく

はこれらに 18歳未満の者が加わった世帯 〔平成 17年度からの定義〕)､｢母子世帯｣(現に配偶者

がいない 〔死別､離別､静止不明および未婚等による〕65歳未満の女子と18歳未満のその子 〔養子

を含む〕のみで構成されている世帯〔平成 17年度からの定義〕)､｢傷病者世 帯｣､｢障害者 世帯｣､

｢そ の他 の世帯｣ に分 かれてい る｡
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割が単身世帯で､近年は横 ばい傾 向が続いている (図 3-13)｡今後､世帯主が

65歳以上の ｢単独世帯｣は､2030年度には 717万世帯- と､2005年度 の 387

万世帯の約 2倍 に増加す ると推測 されているので､高齢者世帯の生活保護受

給数 は増加 して くるもの と思われる｡

図 3-13 高齢者単身世帯数の推移 (1999-2008年度)

(万世帯) (%)
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閤 男性単身世帯 [::コ 女性単身世帯 ･･一旬ト･単身世帯数の割合(右 目盛)

資料 :『｢生活保護｣に関す るデー ター覧』(国立社会保障 ･人口問題研究所)よ り作成｡

原資料 :『被保護者全国一斉調査』 (各年版)(厚生労働省)

(3)高齢者世帯の収入 と支出

1)半数が無年金者

2006年度の時点で､生活保護 を受 けている 65歳以上の高齢者約 58万 8000

人の うち､31万 3000人が公的年金 を受け取れない ｢無年金者41)｣であると報

告 されている｡

生活保護 を受けている高齢者のなかで､年金を受給 しているのは､2006年

度には約 27万 5000人 (46.8%)､平均受給額は月額 4万 6000円であった｡ つ

41) 無年金者は､保険料の納付期間が最低基準の 25年に満たずに年金の受給権 のない

人､または､制度に一度 も入ったことがない人で､年金は全 く受け取ることが出来な

い｡
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ま り､彼 らは老後の生活を年金だけでは賄いきれない ｢低年金者｣で､残 りの

約 31万 3000人 (53.2%)は公的年金を受け取れない ｢無年金者｣ とい うこと

になる (社会保障国民会議2008:4)0 2007年 4月 1日現在の無年金の高齢者 の総

数は約 45万人であると報告 されている (表3･2) ことか ら､その うちの約 7割

が生活保護 に頼っていることにな り､この割合は年々増加 している｡

表 3･2 被保護高齢者 (65歳以上)の年金受給状況 (1998-2006年)

被保護人員 65歳以上 うち 年金受給率 年金受給者

被保護人員 年金受給者 (C)= 1人あたり

(A) (B) (B.A) 年金受給額(月額)

1998年 人 人 人 % 円946,994 319,820 172,940 54.1 44,212

1999年 1,004,472 350,450 178;470 50.9 44,885

2000年 1,072,241 372,340 186,770 50.2 45,601

2001年 1,148,088 411,200 201,380 49.1 45,521

2002年 1,242,723 449,250 216,380 48.2 45,672

2004年 1,423,388 527,310 248,920 47.2 45,758

2005年 1,475,838 556,380 262,320 47.1 45,918

2006年 1,513,892 588,130 275,140 46.8 46,144

注 :｢被保護人員｣と ｢年金受給者｣は､各年の 7月 1日時点の抽出調査 (10分の 1)

によるO

資料 :『生活保護制度との関係について』(社会保障国民会議)､4ページより作成｡

原資料 :『福祉行政報告例』､『被保護者全国一斉調査 (個別)』 (厚生労働省)

2)基礎年金の水準

老齢基礎年金の水準は､1986年の基礎年金制度導入時の月額 5万円か ら､

数度の改定を経て現在の額 となっている｡ 1986年 当時の 5万円は､高齢者の

平均的な生活費の うち､その基礎的な支出を保障す るもの として決定 された｡

その基準の 1つ として用い られたのが 『全国消費実態調査』における 65歳以

上の高齢者単身世帯における食料費､住居費､光熱費お よび被服費に対す る支
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出額 を合計 した もので､その額は 4万 7601円であった (駒村2006:103･105)｡

仮に､同調査に 2009年の数値を用いて計算を してみると､単身者世帯では

7万 1129円となる (表 3-3)｡現在の老齢基礎年金は満額 (月額6万 6000円)で

もこの水準を下回ってお り､納付期間等の理由により減額 となる場合には更に

下回ることになる｡現在の基礎年金は生活の基礎的部分を賄 うとい う性格では

なくなっている､ と指摘す る声 もある (田中2006:5)0

表 3-3 無職の高齢者世帯の世帯類型別平均消費支出 (月額) (2009年)

(単位 :円)

支出項目 主な年間収入が公的年金 .恩給である夫婦のみの世帯

食料 61,396 33,257 37,276 31,650

住居 16,253 16,092 20,428 14,357

高熱 .水道 16,463 10,540 10,178 10,685

家具 .家事用品 9,273 5,618 5,366 5,719

被服および履物 8,401 5,622 2,557 6,847

小計 (基礎的消費支出)

保健医療

交通 ･通信

教育

教養娯楽

その他の消費支出

158,140

16,363

29,981

10

33,427

57,807

71,129

8,229

13,759

20,784

35,242

75,805

6,855

15,691

21,748

26,918

69,258

8,779

12,986

20,398

38,571

注 :1)千 円未満 四捨五入 のた め､小支 出合 計金額 は表 の合計 と一致 しない｡

2)男女平均 の 1か月 の支 出が 1000円以上の費 目を対象 と したた め､｢教 育｣は

掲載 していない｡

3)単身世帯 は 60歳 以上､夫婦世 帯 は男性 65歳 以上で算 出｡

資料 :『平成 21年 全 国消費実態調査』 (総務省統計局) よ り作成｡

3)生活保護基準額

周知 のよ うに生活保護 は､基本的な生活費に充て られ る生活扶助の他 に､住
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宅扶助 ･医療扶助 ･教育扶助 ･介護扶助 ･医療扶助 ･出産扶助 ･生業扶助 ･葬

祭扶助の計 8種類の扶助か ら構成 されている｡この うち生活扶助の基準額 は､

一般世帯の消費水準 を勘案 して改定 されてお り､第 1類費 と第 2類費 の合計

によ り構成 されてい る｡第 1類費は､食費や衣類費等､個人単位 にかか る金

額であるため年齢別 に､第 2類費は光熱水費等の世帯全体 にかかる経費 とな

るため､世帯人員 によって算定 され る｡ これ ら5つの項 目 (食 ･衣 ･光 ･熱 ･水)

の金額は､年齢や住んでいる地域 (級地)によって､詳細 に規定 されてい る｡

例 えば､東京都 区部である 1級地･1地区に住む 65歳の単身世帯の最低生活

費は､生活扶助額が約 8万円､住宅扶助が 1万 3000円の､計お よそ 9.3万円

となる｡ また､県庁所在地である 2級地-1に住む 65歳の単身世帯の場合､生

活扶助が約 7万 2000円､住宅扶助が 1万 3000円の計､お よそ 8万 5000円

となっている (表 314) (堀江 2008:44･46)0

表 3-4 最低生活費の内訳 (60-69歳､月額)(2008年)

(単位 :円)

級地 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2

市町村 東京都 23区 札幌市 新潟市 長岡市 弘前市 結城市

の例 横浜市 千葉市 金沢市 三島市 福知山市 篠山市

大阪市 福岡市 静岡市 佐世保市 今治市 宇和島市

総数 58 50 121 79 575 923

生活扶助 塾 違丑 題』皇迫 王墓量坦 68.8〔叩 豊島墓坦 』 聖坦

第 1類費 36,100 34,480 32,850 31,230 29,600 27,980

第 2類費 43,430 41,480 39,520 37,570 35,610 33,660

住宅扶助 . 13,000以内 8,000以内

医療扶助 全額負担

介護扶助 全額負担

資料 :堀江 (2008) ｢高齢期の所得格差をどう考えるのか｣､46ページより作成｡

原資料 :『生活扶助基準の検証関係参考資料』 (2008年 1月 16日､東京都福祉保 険局)
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(4)現 状 で の問題 点

1)生活保 護 費 と年金 の逆転 現象

老齢 基礎年 金 と生活 保護 費 を比較 した場合 ､一番 物価 の低 い 3級地･2で さ

え も､生活扶 助 と住 宅扶 助 の合計 が約 7万 円で､老齢 基礎年 金 の満 額 6万 6000

円を上 回 ってい る (表 3･4)0

厚 生 労働省 は､老齢 基礎 年 金 の額 が生活保護 の額 よ りも低 い こ とにつ いて､

次 の よ うに説 明 してい る｡ ｢給付水 準 につ いて､基礎 年 金 と生活 保護 で は考 え

方 が異 な るた め､基礎年 金 だ けで全 く身 寄 りも生活 基盤 もない単 身 の高齢者 が

最低 限度 の生活 が出来 る生活保護 基 準 に相 当す る給付 を､誰 に対 して も行 わな

けれ ばな らない とい う.考 え方 は と り得 ない42)｣(厚生労働省年金局 2001)0

老齢 基礎 年 金 が､それ だ けで高齢 期 の基礎 的生活 費 を賄 う性 格 の もの で はな

い とす る と､そ の額 が必ず しも生活保 護 水 準 を上 回 ってい な けれ ばな らない と

い うわ けで は ない｡ しか し､生活保護 よ りも低 い給付水 準 の場合 は､年 金保 険

料 を払 う意欲 に影響 を与 え る可能性 が あ る､と指 摘 され てい る43)(田中 2006:6)0

2)長 い保護 期 間

高齢者 世帯 が生活保護 を受 け る期 間 は相 対 的 に長 い｡受 給期 間が 10年 以上

42) 『公的年金制度に関する考え方 第 2版』38･39ページ :｢基礎年金の水準は､老

後の基礎的な費用を保障することにより､現役時代に自立 した生活を営んで構築 した

生活基盤 と合わせて､一定の水準の自立 した生活を可能 とする考え方で設定されてお

り､基礎年金だけで生活保護の水準を上回らなければならないとい う考え方はとって

いないのに対 し､生活保護基準額は､自立 した生活に必要な生活基盤を全 く有 してい

ない者に対 しても最低限度の生活水準を保障できるように設定されているため､全く

身寄 りも生活基盤もない単身の高齢者などケースによっては､実際に受給する生活保

護費の額の方が基礎年金より高くなることも生じる｡給付水準について､基礎年金 と

生活保護では考え方が異なるため､基礎年金だけで全 く身寄 りも生活基盤 もない単身

の高齢者が最低限度の生活が出来る生活保護基準に相当する給付を､誰に対 しても行

わなければならないとい う考え方はとり得ない｣

43) 年金が低額で不足分を生活保護に頼 らざるを得ない人の場合､年金がゼ ロで全額を

生活保護に頼る人 と結果的に収入は同じになるので､十分な年金が見込めない場合に

は､年金保険料を納めようとする意欲がそがれることが考えられる｡また､年金保険

料を納めたがやむなく生活保護を受ける人 と､保険料を納めずに生活保護を受ける人

の間に不公平感も問題 となることが予想 される｡
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の割合は､2008年度では約 18万 2000世帯､高齢者世帯全体 (約52万 5000世

帯)の 34.6%となってお り､ じつに 3世帯に 1世帯が 10年以上受給 している

ことになる｡ ほとんどの受給期間の区分において､保護世帯が増えてお り､保

護世帯でいる状態が持続的に続いている (図 3-14)(斎藤/上村 2007:33).

図 3-14 高齢者世帯の受給期間の推移 (2002-2008年度)
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資料 :斎藤/上村 (2007) ｢生活保護制度 と所得税住民税 制 の限界実行税 率｣､33 ペ

ー ジ よ り加筆作成｡

原資料 :『被保護者全 国一斉調査 (個別調査)』 (各年版)(厚生労働省)

高齢者世帯の保護廃止理由では､2008年度の場合､廃止総数 3953世帯の

うち 2608世帯 (66.0%)44)が ｢死亡 ･失掠｣であ り､平均保護受給期間はおよ

そ 106か月であった｡ 生活保護制度では､収入や保有資産を利用 した上で最

低生活資金に不足することが支給要件であるために､就労 して収入を得 ること

がきわめて困難な高齢者世帯が､いったん制度の適用を受ければ､被保護状況

か ら脱することは容易ではないことは明らかである｡

生活保護制度では､自立支援を促すことが目的の 1つに掲げられているが､

44) 各年 9月調査分｡
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就労を考 えにくい高齢者 には別制度を創設す る､ とい う提案 もされている45)

(田中 2006:6)が､2010年現在､具体的な検討には至っていない｡

国民皆年金 を謳っている 日本では､基本的には国民全員が国民年金保険に加

入す ることになってお り､高齢になると年金を受 け取れる仕組みになっている｡

しか し現時点では､老齢基礎年金だけで老後の生活を賄 うことは非常に難 しい

状況である｡ 老齢基礎年金の給付額が低 く設定 された経緯については第 1章

で述べたように､｢引退のない農業従事者や 自営業者のための補足的な老後所

得｣と捉 えられたこと､また慣習 として ｢家族内扶養｣が一般的であったこと

な どか ら低 く設定 されていた｡

しか しなが ら現在では､国民年金第 1号被保険者 の約 4割が非正規の被用

者 となってお り､基礎年金制度導入時 とは状況が大きく異なっている｡ 非正規

被用者は 自営業者等 とは異な り､高齢期に年金以外に収入源 を持たないため､

基礎年金のみでの生活は困難 になるであろ うことが容易に推測できる0

今回の検証によ り､｢低年金者｣｢無年金者｣の生ず る要因は､基礎年金制度

の導入 された当時の第 1号被保険者 と､多 くの非正規の被用者 を多 く含むよ

うになっている現状の第 1号被保険者の内容が大きく異なっている状況を考

慮せずに､運用 し続 けてきたことにあることを明 らかにす ることが出来た｡

長 くなる高齢期に､誰 もが生活に窮す ることがないよ う､高齢期の低所得者

-の年金額を拡充 し､最低限必要な 日常生活費程度の年金を確保できるよ う､

求めてい くことは重要である｡

45) 政令指定都市市長会は､自立助長を目的 とする現役層向けの生活保護制度 とは別立

ての､低所得高齢者のための生活保障制度の創設を提言 している｡
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第 4章 福祉国家財政再編期の公的年金制度改革

一英 ･瑞 ｡日-

21世紀に入 り､先進諸国の多くは経済のグローバル化､人 口の少子 ･高齢

化等を抱 えて､福祉国家の再構築 とい う大きな課題に直面 している｡欧州各国

では､年金制度の持続可能性を高め､制度の効用を最大化す るために大きな改

革が実施 されている｡先進国の中でもっとも深刻な少子 ･高齢社会をむかえる

日本にとって､他の先進諸国の取 り組みは大変興味深いものである｡

本章では､1970年代末か ら 21世紀初頭にかけて実施 された年金制度改革

のなかか ら､イギリスとスウェーデンの取 り組みを選び概観する｡さらに先進

各国の社会保障費の動きを分析 し､公的年金制度における世界的な潮流を検証

する｡ 得 られた分析結果か ら､日本の公的年金制度に内在す る課題について検

討す る｡

1. 福祉 先進 国の取 り組 み -イギ リスとスウェーデンー

日本の公的年金は､ ｢基礎年金｣ と､被用者を対象 とした ｢所得比例年金｣

(厚生年金､共済年金)か らなる二階建ての年金制度体系を採用 している46)｡諸

外国においても､日本 と同様に ｢基礎年金+所得比例年金｣型 といった二階建

て制度を採用 している国は少なくない｡二階建て制度を採用 していた国の うち､

イギ リス (以下､英と表記)とスウェーデン (同､瑞)は､1990年代以降それぞ

れ特徴ある年金制度の改革を実施 してきた｡かつて 日本は､基礎年金制度を導

入す るにあた り､英や瑞の制度が参考事例 となっていたように､ある国の年金

改革において他国の制度が参考にされることはこれまでもしばしば見 られた｡

年金制度 とい う試行や実験が不可能な社会政策分野において､他国の事例は､

46) 厳密に言えば､共済年金は､厚生年金相当部分の上に職域年金相当分が加算されて

いる｡
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貴重 な実験 とその結果 を示 している (岩間2004‥13)0

それ までの二階建 て年金制度か ら脱却 した英 と瑞 の改革例 を対象 に検証 を

行い､今後の 日本の年金制度再構築 に向けての方 向性への検討 を試み る｡

(1)イ ギ リスの年金制度

英 は早 くか ら高齢化 問題 に注 目し､将来急増す る年金給付額 とその財源 問題

に対 して､世界 に先駆 けて公 的年金 をス リム化 (縮小化)す るための改革 を実

施 してきた｡

1)イ ギ リスの公 的年金制度の概要

1946年､べ ヴァ リッジ (Beveridge)がま とめた報告書47) (いわゆるべヴァリッ

ジ報告)を受 けて､英 の公的年金制度 の基礎 となる国民年金法 (Nationallnsurance

Act1946)が成立 し､｢均一拠 出 ･均一給付｣の老齢年金の支給が始 まった (加

藤 2006:322)0 1975 年 に付 加 年 金 と して ｢国 家 所 得 比 例 年 金 ｣ (state

Earnings-RelatedPensions:SERFS)が導入 された こ とによ り､すでにあった定額

の ｢基礎年金｣(BasicStatePension) と所得比例の ｢付加年金｣の二階建 て構造

にな り現行制度 の原型 となった (井上2004:4･5)0

2010年現在､イ ギ リスの公的年金制度の体系 は､ 日本 とよく似 た二階建て

構造 になってい る｡1階部分の ｢基礎年金｣は､ 自営業者 と被用者 に加 入が義

務付 け られてい る｡ 他方､2階部分 の ｢付加年金｣(報酬比例年金 〔SERPS]･国家

第 2年金 〔StateSecondPension:SSP〕)は公務員 を含む被用者 に加入 が義務付 け

られ てお り､いわば 日本 の厚生年金 ･共済年金に相 当す る｡ これ らの公 的年金

47) ｢べヴァリッジ報告｣:1942年､全国民を対象とした､社会保険方式による総合的

社会保障制度を構想した報告書 ｢社会保険および関連サービス (Sociallnsuranceand

AlliedServices)｣｡攻撃されるべき5つの巨悪 (窮乏､疾病､無知､不潔および無為)のうち

窮乏 (want)に対する攻撃のための所得保障の体系を構築するものとして､(a)基本

的なニーズに対する社会保険､(b)特別なケースに対する国民扶助､おはび (C)基本

的な措置に付加するものとしての任意保険が必要なことを説いた｡そして､社会保険

は次の 6つの原則に従 うべきこととされた｡(a)最低生活を保障 (ナショナル ･ミニ

マム)するための定額の給付､(b)定額の保険料拠出､(C)行政責任の統一､(d)過

正な給付額､(e)包括性､および (∫)被保険者の分類 (堀1999:131)0
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部分に加 え､私的年金 (企業年金･個人年金)があ り､3階部分を構成 している｡

ただ し､一定基準を満たす私的年金 (企業年金､個人年金､ステークホルダー年金)

に加入 している被用者には､2 階部分である付加年金-の加入が免除 される

｢適用除外制度 (contractingout)｣ がある (藤原2006)｡

2)イギリスの年金制度の特徴

①国民保険制度の中の公的年金制度

英において年金制度 とは､年金を中心 として失業､業務上災害等の給付を行

う総合的な保険制度である ｢国民保険制度｣(Nationallnsurance)のことを指す

(武内 2006‥34)｡ イギ リスの社会保険制度は､日本や大陸諸国とは異な り､職

域別に並立する制度ではなく､全国民を対象48)とした国民保険制度で運営され

ている49)｡したがって､日本のような ｢国民年金保険料｣といった年金制度独

自の保険料は存在せず､拠出と給付の関係は明確にはなっていない (丸谷2009:

15-16)0

(卦低い給付水準

年金制度の充実度を見る際の､代表的な指標の 1つに ｢所得代替率｣ があ

る｡ 所得代替率 とは､年金給付を退職前所得で除 した比率で､現役時代の所得

と比べて どの程度の年金給付を得 られ るかを示 している｡ 経済協力開発機構

(organizationforEconomicCooperationandDevelopment:OECD)が公表 している

"PeDSl'onsataGlance2009"50)と題する報告書によれば､税金および保険料

48) 低所得者 の非被用者 は任意加入で ｢国民皆保険｣ではない｡ さらに､国民保険に加

入 している非被用者 は､その拠 出と給付が原則的に定額拠出 ･定額給付である一方､

被用者 は報酬比例拠 出で定額給付 と報酬比例給付の折衷 で､両者 は同一の制度 を利用

しているとはいえ､異なる体系の下に制度構築 されている｡

49) 国民保険制度の管理運営は､雇用年金省が保険給付の役割を担い､保険料徴収は歳

入 関税庁が管轄 (1999年より)している (1999年より国税と保険料の一元的徴収化が実施O使

用者から徴収する国税と保険料の納付手続きの一元化という手続的要請に止まらず､国民保険料の滞

納処分の手続を効率的に行うことを目的に導入)(丸谷 2009:15･16)0

50) pensionsataGlance:この報告書は 8つの指標 に基づき､公的年金を中心 とす る

各 国の強制加入の制度が比較 されている｡ 強制加入年金 には公的年金以外 も含 まれ る
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を支 払 った後 の純所 得 代替 率 (男性)は､ フランス (以下､仏と表記)-65.7%､

棉 -64.1%､ ドイ ツ (同､独)-61.3%､英 -40.9%と､英 は欧州諸 国の 中で も

つ とも低 くなってい る (OECD2009:121)0

英 の公 的年 金 は高齢 者 を貧 困か ら救 済す るた めの制 度 と して創 設 され たた

め､そ の給付水準 は最低 限度 の生活 を支 えるナ シ ョナル ミニマ ムで よい と考 え

られ た｡これ に対 して､英 以外 の大 陸欧州諸 国で は､高齢者 の生活 が現 役 時代

か ら激変 しない ことを 目的 と してい るので､給付 水 準 は高 めに設 定 され てい る

と考 え られ る (藤森 2006)0

2008年度 の満額 の基礎年 金 は､単身 で 1週 90.70ポ ン ド (Telegraph 2010)

で あ り､ フル タイ ムの被用者 の時給 が 12.32ポ ン ド (過給で 492.8ポンド､1日8

時間週 5日)と発 表 され てい る (厚生労働省 2010も:付 15)｡ 単純計算 でい けば､

基 礎 年 金 のみ を受 給 して い る場 合 に は ､満 額 受 給 で も被 用 者 の平 均 週 給 の

18.4%の年金額 しか受 け とれ ない とい う計算 にな る｡

2010年度 ､英 にお け る満 額 の基礎年 金額 は､単身 で 1週 97.65ポ ン ド (午

額 5077.80ポンド=約 66万 114円､11ポンド=130円で換算)､夫婦 で週 156.15ポ ン ド

(同､8119.80ポンド-105万 5574円)となってい る (英国2010)0

3)年金 改革 の歴 史

英 の年金制度 改革 は政権 交代 との関わ りが非 常 に大 きい｡労働 党 (旧労働党)

51)政権 時代 には ｢大 きな政府 ｣の政 治理念 の下で､喫府 は公 的社会保 障 を充実

させ てい った｡ しか し､サ ッチ ャー保 守政権 に交代す る と､一転 して ｢小 さな

政府 十 の理念 の下､社会福祉 分野 にお いて も政府 は最小 限 の関わ りに終始 し､

出来 る限 り市場ベ ー スで問題 に取 り組 も うと した ｡ そ の後 ブ レア労働 党新 政権

が誕 生す る と､社 会保 障分 野 に も ｢第三 の道｣と呼 ばれ る これ まで にない新 た

な風 を巻 き起 こ した (青木 2003)0

など､多様性に富む年金制度を統一基準で表現しているため､数値の解釈には注意を

要す る (野村 2007:138)0

51) ブレア労働党は ｢新生労働党 (NewLabour)｣と呼ばれ､第二次世界大戦後か らサッ

チャー保守党政権誕生までの､旧来の労働党 (OldLabour)とは区別 されている｡
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①公的年金整備期 (旧労働党政権時代 ～1970年代)

1970年代以前の旧労働党政権は､｢市場-の積極的介入｣ と､｢高所得者層

-高率の税金｣を課す ことで､いわゆる ｢大きな政府｣による ｢高福祉 ･高負

担政策｣を推 し進め､｢揺 りかごか ら墓場まで｣の言葉で象徴 される手厚い福

祉国家の形成に積極的な役割を果た した｡ 年金分野でも､それまでの ｢基礎年

金｣に加 えて 1975年に ｢付加年金｣の SERPSが導入 される等､公的年金制

度の整備が進められた｡

しかし 1970年代後半に入ると､石油ショックによる影響等で､イギ リス経

済は危機的な状況に見舞われる｡ 1960年代に膨 らんだ福祉予算 とも重な り､

福祉国家財政の危機が深刻化 し､｢高福祉 ･高負担政策｣は次第に行き詰ま り

を見せるようになる｡

②公的年金縮小期 (保守党政権時代 1980-1990年代)

1979年､旧労働党か らサ ッチャーが率いる保守党-政権が交代 したことを

契機 に､1980年代には社会保障費削減に関する大々的な改革が推 し進 められ

た (嵩2006:123)｡その背景には､1970年代から 1980年代にかけて社会保障

給付費を急増 させたいくつかの社会的変化があった と考えられる｡その変化 と

して､以下に主だった点をあげる｡

人 口の高齢化が じょじょに進行 したことで､従属率 (労働年齢にある人に対する

高齢者の比率)が上昇 し､高齢者給付の費用が増加 しつつあったこと｡ 女性 (と

くに既婚女性)の労働市場-の進出が活発 とな り､ペ グァリッジが考えていた｢女

性は家にいるもの｣ (=専業主婦構想)とい う考えに基づ く社会保障の基礎が崩

壊 しつつあったこと｡ 離婚や別居の増加が一人親家庭の数を急速に増加 させ､

このような家族形態の変化が､社会保障給付を必要 とする家族の増加に繋がっ

た｡さらには石油ショック等による経済不況で失業者 (とくに若年)が増加 した

こと等が挙げられる｡ こういった社会状況を背景に､社会保障給付費が急速に

増加 していったのである (樫原2001:4-5)0

サ ッチャー保守党政権は､高齢化の進行や経済不況による社会保障給付費の

急増によって､危機的状況 となっていた福祉国家財政を建て直すため､第 2

次世界大戦後の高度経済成長を支えてきたケインズ政策を正面か ら否定 した｡
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代 わ りに ｢市場原理 の活用｣と ｢民営化｣を標樺 して､｢大 きな政府 ｣か ら ｢小

さな政府 ｣- と政策基調 を 180度転 換 させ ､｢低福 祉 ･低負 担 政策 ｣ に よ る福

祉支 出 の抑制 を強力 に推 し進 めたのであ る (樫原 2001:1-5)0

と りわ け､将 来深刻 な財政 問題 に直面す る こ とが危 慎 され た公 的年金制 度 は､

重要 な改革 の 1つ と位置 づ け られ た｡ 1986年 には､公 的年金 の給付水準 の引

き下 げ､所得比例年金 の適用 除外制度 を個人年金-拡 大 させ 52)､2階部分 の年

金 の民営化 を促進 す る53)等 ､公 的年金 の縮小化 に向 けた改革 がい ち早 く実施 さ

れ て い った (嵩 2006ニ123-126)0

公 的年金 - の取 り組 み に よ り､国家収入 関連年金 の実質水準 は約 3分 の 2

に縮 小 した (井上 2004:8)｡ そ の結果 ､将来的 な公 的年金財 政 上 の問題 を回避

す る こ とに成功 した とい う見方 もあ る一方 で､低所 得者や女性 等 ､年 金 が不十

分 な もの- の対応 が強 く求 め られ るよ うになってい く (有森 2006:22)0

③ ｢第 三 の道｣(労働党政権時代 1997年～2007年)

年金 制度 が大 きな争 点 となった 1997年 の総選 挙 で は労働 党 が勝利 した｡新

政権 の政策 は､市場 を積極 的 に活用す る一方 で､政府 が条件整備 を行 って市場

を間接 的 に調整 す る とい う ｢条件整備型 国家 (enablingstate)54)｣を 目指す ｢第

三 の道 55｣｣ と呼 ばれ る (青木 2003)｡

52) イギリスでは､公的年金制度創設時にすでに企業年金制度が普及 してお り､一定の

条件を満たす企業年金に加入 していれば､報酬比例年金-の加入を免除する､いわゆ

る適用除外の制度は存在 していたが､サッチャー政権下での年金改革は､この適用除

外制度を個人年金にも広げ､報酬比例年金から個人年金に移った人に対 しては保険料

を補助するとい う措置をとったため､被用者の約 6割が適用除外の対象 となった｡

53) 保守党政権は市場原理のもと､国家の関与を最小限にしようとい う政策を採 り､年

金政策においても､国家が関与する報酬比例年金を縮小 して､民間が運用する個人年

金に移行 してもらお うと働きかけたのである｡

54) NellGilbert,Transゐrmatl'onoftheWelfareState:TheSl'1eDtSuzTenderof

PubJ'cResponsl'bl'll'ty,OxfordNewYork,2002,PPA,16,44.

55) これまで議論されてきた ｢政府介入か､自由市場か｣とい う対立図式ではなく､両

者が補完関係にあり､時系列的にみて､旧労働党の政策を ｢第-の道｣､サッチャー政

権をはじめとする保守政権のや り方を ｢第二の道｣ とし､そのどちらとも異なるとい

う意味で ｢第三の道｣と呼ばれている｡
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年金制度全体の改革に当たっては､｢貯蓄することが出来る者には貯蓄を､

貯蓄が出来ない者には政府がより手厚い保護を｣与えることを前提条件 と位置

づけ､サ ッチャー保守党政権が推 し進めた公的年金の縮小により引き起こされ

た低年金者56)の救済に重点を置 くとともに､中高所得者には私的年金-の加入

を奨励するとい う､次のような一連の取 り組みが行われた｡

･最低所得保障制度の導入

年金受給額がいちじるしく低い高齢者 (60歳以上)のために､税を財源にし

た ｢最低所得保障｣(Minimum IncomeGuarantee)を導入 して給付の改善が図 ら

れた｡ これは日本の生活保護 に相当する公的扶助の一形態 といえる｡

2003年には､最低所得保障制度に代えて年金クレジッ ト (pensionCredit)刺

度 と貯蓄クレジッ ト (savingCredit)が導入 された｡ 年金クレジッ トは､最低

所得保障制度 と同様､60歳以上の者の収入が適正額57)に満たない場合､その

差額を支給する制度である｡ 貯蓄クレジッ トは､老後に備えた預貯金や私的年

金-の加入を促進す るため､65歳以上の者について､一定の収入以下58)の場

･国家第二年金の創設

給付水準が低 く､とりわけ低所得者にとっては所得保障機能を十分に果た し

ていないと不満の多かった国家所得比例年金 (SERPS)を､国家第二年金 (state

secondPension:S2P)- と改称 ･改変 したO 低所得者層には現状の 2倍以上の

給付水準を与え､中高所得者層には支給率を半分に して私的年金-誘導す るこ

とを 目的としているO

･ステークホルダー年金制度の創設

56) 当時イギリスでは､年金生活者の約 6人に 1人が公的扶助を受給 し､実質的には年

金生活者の 4分の 1以上が公的扶助を受けてもおか しくない と推計 されていた (井上

2004:9)0

57) 適正額 :単身世帯は週 132.60ポン ド､有配偶世帯は週 202.4ポン ド (2010年度)(英

国 2010)0

58) 一定の収入以下 .･単身世帯は週 183.9ポン ド､有配偶世帯は週 270.12ポン ド (2010

年度) (英 国 2010)0

59)一定額を上乗せ :単身世帯は週 20.52ポン ド､有配偶世帯は週 27.09ポン ド (2010

年度) (英国 2010)｡

84



確定拠出制の新たな枠組みを持つ新型私的年金 として､中所得以上の被用者

を私的年金に誘導することを目的に｢ステークホルダー年金60)｣が導入 された｡

これまでの私的年金は非常に使い勝手が悪いと人気がなかったため､政府 と民

間金融機関が協力 し､低コス トで安全性が高くて柔軟性 もある､使いがっての

良い新型私的年金を創設 したのである｡

4)残 された課題

英の公的年金制度の特徴は､低所得者向けに重点が絞 られてお り､一定の所

得のあるものは私的な領域 (私的年金等)で老後の生計費を賄わせ ようとい う考

えに立っている｡ 1980代初以降､英では危機的状況 となっていた福祉国家財

政を建て直すため､さらには将来的な公的年金財政上の問題を解決するために､

他国に先駆けて公的年金のス リム化が強力に推 し進 められた｡給付水準の引き

下げや､比較的所得の高い者に対する公的年金の支出を抑制す ることで､公的

年金支出の割合を低 く抑えることには成功 したが､その一方で､ス リム化 によ

って給付水準が引き下げられたために､いちじるしく低所得の高齢者が生ずる

とい う問題が発生 した｡

ブレア政権が実施 した一連の取 り組みにより､低所得高齢者の給付水準は向

上 したものの､依然 としていくつかの課題が顕在化 している｡私的年金の比重

を高めた多数の高齢者の生活が､2001年以降の株式市場の低迷等により不安

定になった61)ことや､中所得者層を中心 として自主的に私的年金に加入す る動

きがまだまだ弱い事等がある｡坂 口 (2009)は､低中所得者の公的年金給付水

準の改善には十分な効果が現れていないことや､彼 らの貯蓄や年金積立金が不

足 していることも指摘 している｡

超高齢化社会において年金財政の安定は必要であるが､それだけで個々の高

齢者が安心できる老後を送れるわけではない｡公的年金のス リム化から生 じる

60) ステークホルダー年金 :年金資産の運用成績によって給付水準が決定する確定拠出

型であるため､運用の失敗は加入者が負 うとい うリスクも持っている｡

61) 企業年金の給付水準の引き下げや､企業の倒産によって年金給付を受けられない と

い う事態 も生 じた｡個人年金や確定拠出企業年金では､運用利回 りの低下によって､

この時期に引退 した高齢者の給付水準が当初の予想を大幅に下回った (藤森2006)0
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課題 も視野に入れなが ら年金改革を進める必要があろう｡

(2)ス ウェーデンの年金制度

瑞の公的年金制度は､長い間二階建て年金制度のモデル と位置づけられてき

たが､1999年に制度体系を抜本的に見直 した改革が実施 されている｡ 従来の

基礎年金 と所得比例年金から構成 される二階建ての年金制度は､一階建ての所

得比例年金制度-改められ､新たに最低保障年金を組み合わせた体系に再編 さ

れた｡ さらに ｢確定給付方式｣を改め ｢確定拠出方式｣を採用するとい う､

180度の大転換が図 られた｡

1)ス ウェーデンの公的年金制度の概要

瑞の公的年金は､1962年に制定された国民保険法 (NationalInsuranceAct)､

1･998年制定の所得比例年金法 (ActonEarning･relatedoldAgePension)､保証年

金法 (GuaranteedPensionAct)がその土台 となっている｡ 改正前は ｢確定給付

の修正賦課方式62｣｣を採用 した､定額の国民基礎年金 と報酬比例の国民付加

年金か らなる二階建ての体系 となっていた｡また､三階部分の企業年金 として､

協 約 年 金 (職種別の企業を横断 した経営者団体 と労働団体 との協約による企業年金) と企

業 ごとの企業内年金があった｡

旧制度の特徴 としては､第 1に､基礎年金は被用者負担がなく普遍的な給

付で､付加年金 も受給用件が緩やか63)であったこと｡ 第 2は､給付水準が高い

64)こと｡ 第 3は､制度の構造がシンプルでかつ合理的であった点である｡これ

62) 給付 に必要な費用を､現役世代の保険料負担 と一定の積立金運用収入によって賄 う

ことを基本 とす る｡

63) 基礎年金は社会保険方式で､財源は､事業主 (支払い賃金の5.86%)及び 自営業者 (課

税対象所得の6.03%)が負担す る保険料のみで､保険料収入が給付費を下回る場合 に､国

庫負担 によ りその不足分を補填する｡付加年金の財源は､かつては基礎年金 と同様 (保

険料率は事業主･自営業者ともに13.0%)であったが､1995年か ら被用者本人にも保険料が

課 され るようになった (所得の 1%)｡ 基礎年金はすべての住民に適用 され､付加年金 も

被用者 のみでな く､基礎額以上の稼得所得 自営業者 にも適用 され る (1997年時点)0

64) 基礎年金の満額は､単身者の場合､政府が決定す る基礎額 (年金を含む社会保障給付日

の算定の基となる額で､政府が設定｡1997年の場合 36,300クローネ)か ら 2%減 じた減額基礎
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らの点か ら､旧制度はスウェーデンモデル として評価 されてきたのである (岩

間 2004:19) 0

しか し ｢確定給付の修正賦課方式｣では､高齢化の進行による給付増を賄 う

ためには､将来的に保険料率の引き上げが必要 となる｡ 経済成長が低下 し所得

の伸びが鈍化 した場合にも､保険料率の増加が免れない｡1990年代初めに､

年金の財政的な持続可能性が問題 となったさい､年金給付費を増大 させる給付

水準の高さや､旧制度に内在す る諸問題等が指摘 されたことを受けて､制度を

見直す ことが決定 した｡

1999年の改革では､それまでの二階建ての年金体系を､一階建ての所得比

例年金 と最低保証年金か ら構成 される体系に再編成する､とい う抜本的な構造

改革 となった｡修正賦課方式の確定給付型に代わって､新たに採用 されたのは､

賦課方式を選択 した確定拠出型65)の公的年金制度である｡新制度は拠出と給付

の結びつきが非常に強 く､年金給付が経済成長率や寿命に連動 して調整 される

仕組みが組み込まれている等､世代間格差や年金財政の健全化に対 して示唆に

富む制度であると評価 されている (宮里20'05:85)｡

2)スウェーデンの年金制度の特徴

①社会保険料 と税の一括徴収

瑞の年金制度は社会保険方式ではあるものの､保険料の徴収は税務担当部署

が､税 と一括 して徴収 してお り､基本的には保険料の未納問題は発生 していな

い (大島2005:214) ｡ また､夫婦であっても個人に注 目した保険料負担の仕組

み となっているため､ 日本の第 3号被保険者問題などがない｡ このことは､

女性の就労率が非常に高 く､生涯を通 じて専業主婦が極めて少ないことが影響

していると考えられる (小谷2006:69) 0

さらに､間接的な効果 として小谷 (2006)は次の点を挙げている｡所得比例

制度は､自営業者などにおける所得隠 しを減少 させている｡ 国民総番号制 によ

額の 96%､夫婦の場合は-人当た り78.5%. さらに､生活の基礎的部分を保障す るた

めの補 足 給 付 が あ る (岩間 2004:19)0

65) 掛 金 とそ の運 用 益 に よ り将 来 の年金 給付 額 が事 後 的 に決 ま る制度 (⇔確定給付型 :将

来の年金給付額が報酬や勤続年数を基に一定の計算式によりあらかじめ決められる制度)O
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りきちんと管理 されている所得比例制度では､年金受給額が低いことはある種

のステータスが低いのと同等で､む しろ自らが所得のあることを示すインセン

ティブになっている｡ 同時に､将来の年金額がしっか りと示 されている点にお

いても意欲に繋がる｡

② ｢高負担 ･高福祉｣政策

瑞は ｢高負担 ･高福祉｣の国として有名である｡ 瑞の国民負担率 (国民所得

に対する税･社会保険料の割合)が 50%を超えたのは 1975年以降で､その後ずっ

と高い水準を維持 している｡生活全般の質を向上 させることを大半の国民が希

望 し､安全 と安心､そ して良好な生活環境を手に入れるためには､大きな政府が

必要だと考えたか らであった (三上2010:95)0

負担の度合いを国民負担率 (財務省2010)でみると､各国の 2007年の国民負

担率は､アメ リカ(以下､米と表記)-34.9%､英-48.3%､独-52.4%､仏=61.2%､

棉-64.8%と､欧米諸国のなかで瑞がもっとも高い｡また､福祉の度合いを年

金給付額の純所得代替率 (OECD2009)で比較 してみると､瑞は 64.1%と仏の

65.7%に及ばないが､それでも世界で最高のグループに属 しているといえる｡

以上のことからも､スウェーデンは世界有数の ｢高負担 ･高福祉｣の国なので

ある｡

3)年金制度改革の背景

瑞において年金改革が実施 されるに至った背景 として､とくに以下の点が重

要である｡

①年金給付費の拡大 と負担の増大

瑞では､すでに 1950年時点で 65歳以上人 口の割合が 10%を超 えるなど､

他の先進諸国と比較 して早い時期から高齢化が進行 し､それに比例 して年金給

付費 もじ'よじょに増加 していった｡1990年代に入ると､予想を上回る出生率

の低下等によって高齢化のスピー ドが速まるとの予測か ら､年金給付費のさら

なる拡大が見込まれた｡

一方で､年金生活者 1人を支える勤労者数は､2002年の 3.3人か ら 2025
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年には 2.4人-減少す ると予測され､1人あた りに掛かる負担がより増加 して

しま うことが危倶 されたのである (小谷2006:62･63)｡

②経済の低迷

瑞経済は 1991年か ら3年連続 してマイナス成長を経験 した｡ 急激な国内の

経済悪化は退職者を増加 させ､大幅な税収の落ち込み と社会保障支出の増加を

もた らした｡ この二重の打撃が年金システムを直撃 した｡ このまま低成長が続

くと年金の給付水準を維持するために保険料の大幅な上昇が必要 となるが､す

でに国民負担率が世界最高水準 となっている瑞において､国民に更なる負担増

を求めることは極めて困難な状況 となっていた｡瑞経済の先行きに対す る不安

が高まると同時に､年金制度の将来に対する危機意識 も相当に高まっていった

のである (小谷2006:62･63)0

③年金額計算上の不公平

瑞国民の間には､旧制度の仕組みである ｢15年ルール｣や ｢30年ルール｣

に対する不満が煩っていた (石橋 2010:2)0 ｢15年ルール｣ とは､付加年金

制度において､生涯の うちでもっとも所得の大きかった 15年間を年金受給額

算定のベースとするとい うルールで､生涯における所得の上昇率が大きい人ほ

ど退職世代に受け取る年金額が大きくなる｡ このため､生涯に獲得 した所得総

額が同一の場合でも､個々人によって年金額に大きな開きが生 じていたo

｢30年ルール｣は､30年の加入で年金を満額受給できるとい うルールであ

る｡ 勤労世代の労働者が 30年を超 えて働いて､その期間分､追加の年金保険

料を拠出 したとしても､その分は受給する老齢年金額には反映 されない ことか

ら､ ｢早期退職促進的｣な仕組みとなっていた｡そのため､ルールを廃止 して

公的年金制度の改革を求める声が国民多数派の声 となっていた｡

4)スウェーデンの新年金制度

新制度は､次のような特徴を持っている｡

①確定給付制度か ら確定拠出制度-
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従来の ｢確定給付の修正賦課方式｣を改め､新制度では保険料率を将来にわ

た り固定することを前提に､その範囲内で給付を行 う ｢確定拠出制度｣- と転

換 されたO新制度は所得比例年金 (Earning-RelatedPension) と､低年金 ･無年

金者 に対する最低保証年金 (GuaranteedPension) とを組み合わせた体系に再編

された｡所得比例部分は拠出 した額 と完全に リンク (1対 1対応)する形で給付

が行 われ るのに対 し､最低保証年金は所得比例部分だけでは年金額が少 ない人

のための補填的年金で､その財源は税で賄われ るOその水準は ｢最低｣とは言

うものの､適切な生活水準を保証す るものである｡ 2007年時点で､単身者の

場合 には物価基礎額66) (4万300クローネ :SI'V2010)の 2.13倍 (年額 8万 5839ク

ローネ､約 123万円)であ り､所得比例年金の受給額に応 じて逓減 され るものの､

受け取 る年金の総額 は増 える仕組み となっている (江口2010:20)0

2008年の瑞の賃金労働者の時給は 145.20クローネ67) (週給で5808クローネ､

1日8時間×週 5日)と発表 されている (厚生労働省 2010b:付 15)0 2008年 の物価

基礎額 は 4万 1000クローネ (spv 2010) と設定 されていたので､最低保証年

金額はその 2.13倍 の 8万 7330クローネ (週約 1680クローネ)とな り､被用者

の週給の約 30%とい う計算になる｡

②二階建てか ら一階建て-

従来の基礎年金 と所得比例年金か ら構成 され る二階建ての体系は､一階建て

の所得比例年金- と､原則 として一元化 された｡年金額の不公平を生 じさせて

いた ｢15年ルール｣ と ｢30年ルール｣は廃止 され､保険料の納付実績 に応 じ

た年金給付が行われ るよ うに改められ､現役時代を通 じて保険料の拠出総額が

多いほ ど年金総額が多 くなる仕組みになった｡

③賦課方式 と積立方式の併用

66) ｢基礎額｣:瑞には基礎額が 3種類あ り (spv2010)(f6rh6jdaprisbasbelopp〔所得基礎

額〕､ prisbasbelopp〔物価基礎額〕､F6rhbjtprisbasbelopp〔消費者物価調整後基礎額〕)､そ れ ぞ

れ年金その他の社会保険給付の額を算定するさいの算定基礎 として､毎年政府が設定

す る額である (石橋2010:12)0

67) 民間部門の賃金労働者で､休暇 ･病気 ･時間外手当を除いた 9月の数値｡
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新 たな所得比例年金 は､賦課方式で運営 され る概念上 の確 定拠 出年 金制度

(NotionalDefinedContribution:NDC)部分 と､積 立方式 で運営 され るプ レミア

ム年金68)(prelniumPension)部分の 2つ の部分で構成 されてい るo保 険料率 は

将来 にわた り 18.5%69)(総所得に対する保険料率ではなく､総所得から本人負担分年金

保険料を控除した額に対する保険料率)で固定す るこ とに決 め られ た｡老後 の年金

額 は､実際に積み立て られ た保険料総額 と運用利 回 りの合計額 に基づ き､保険

数理 的に算定 され ることになるため､現役世代 は 自分が引退す るまでの間に収

める年金保険料 の水準 について予見す ることが可能 となった｡

④ 自動均衡機能の導入

NDCには､少子化等 の社会経済 の変動 に応 じて､年金財政 が債務超過 に陥

った場合 に､政治的決定 を待 たず に調整 が行 えるよ う､給付が 自動的に調整 さ

れ る 自動均衡機能70)(AutomaticBalanceMechanism)が導入 された｡

⑤就 労促進 的な支給 開始制度

新制度 では一般 的な支給 開始年齢 は設 け られてお らず､61歳以降いつ か ら

で も受給 開始 できることとされた｡ 確 定拠 出制度 の も とでは､支給開始年齢 に

関わ らず本人 の年金支給総額 は同 じ (高い年齢で開始するほど ｢除数71｣)が小さくな

り､年金月額が大きくなる)である｡また開始年齢 を遅 らせ て､その間就 労 して保

険料 を納付すれ ば､その実績 が年金総額 に反映 され るため､高齢者 に対 して就

労促進 的 になってい る (瑞大蔵省 ･社会省 2001:12) 0

68) プレミアム年金部分の保険料については､個人ごとに実際に保険料が積み立てられ､

市場で運営される｡保険料の積立 ･運用については､個人の選択により､民間の運営

機関または国の年金基金において行 う｡そのため､制度運営上のリスクは基本的に年

金受給者側が負 う｡

69) NDC制度-の保険料は 16%､プレミアム年金-の保険料は2.5%､トータルで 18.5%｡

70) 出生率低下による被保険者数の減､積立金の利回りの実質的減などにより年金財政

が悪化した場合に給付額が調整される仕組み｡

71) NDC部分の給付額を計算するために用いる変数で､平均余命 (過去5年間の実績に基

づき同一生年グループごとに算定)を基本として､これに仮想上の実質賃金上昇率 (1.6%)

を先取りして一定額を積み増すように調整された変数 (瑞大蔵省･社会省2001:12)0
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大幅な変更をともな う新制度-の移行にあたっては､混乱を回避するために､

20年をかけて段階的に旧制度から新制度-切 り替える､長い移行期間を設定

している (財務総合政策研究所2006:820)0

5)残 された課題

瑞の新制度は､理想の年金制度 として世界的な評価を受けているが､問題点

もある｡ 年金の支給額は生まれた年 ごとに算定 される引退時の平均余命が反映

され るため､平均寿命が延びる若い世代ほど受給できる年金額は低下す る｡ し

たがって､将来の受給者が現在 と同じレベルの給付を受けるためには､より長

い期間労働に従事 しなければならない｡

2. OECD社会支出か らの考察

日本の公的年金制度を考察するには､現在の状況を客観的に判断す ることも

非常に重要である｡

(1)社会保障給付費 と社会支出

日本を含めた多 くの国々では､高齢化の進行にともな う財政上の支出の内訳

のなかで､とくに社会保障に関連する支出の増加が見込まれている｡ 日本では､

社会保障の全体的な財政の姿を表す概念 として ｢社会保障給付費｣を用いてお

り (片山2008:74･75)､2007年度の社会保障給付費は､対国民所得比で 38.9%

と報告 されている (国立社会保障･人口問題研究所2010も)｡ 日本の社会保障給付費

は､その範囲が国際労働機関 (InternationalLabourOrganization:ILO)の基準72)

72) ILOの ｢社会保障給付費｣(coBtOfSocialSecurity)の定義 :①制度の 目的が､治療 も

しくは予防医療の保障､非 自発的な原因いんよる所得損失-の所得保障又は扶養家族

を有するものに対 して補足的な所得を保障するものであること｡②法律によって定め

られている制度であって､その法律が､個人の特定の権利 を公的､準公的若 しくは独

立の機関に帰属 させていること､又は特定の責務を公的､準公的又は独立の機 関に課

していること｡③その制度が公的､準公的又は独立の機関によって管理 されているこ
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に基づいてお り､その具体的な給付の対象 としているのは､老齢､遺族､障害､

労働災害､保健医療､家族､失業､住宅､生活保護その他､である｡

社会保障分野に特化 した国際的な統計 としては､ILO の ｢社会保障給付費

統計 (costofSocialSecurity‥COSS)｣の他に､OECDの ｢社会支出統計73)(social

Expenditure:SOCX)｣､欧州連合統計局 (EUROSTAT)の ｢社会保護統計 (The

EuropianSystem oflntegratedSocialProtectionStatistics:ESSPROS)｣がある (国

立社会保障 ･人 口問題研究所 2008も:96)0

ILOの社会保障給付費は 1949年から調査 ･公表 されてお り､社会保障を給

付 と財源の両面から国際比較をする うえで､長年にわたって基本資料 となって

いた｡しか し､1996年分以降のデータが更新 されていないため､2010年現在､

ILOの統計を用いての最新の国際比較は出来ない状況になっている｡

ILOの基準 とは範囲が異なるが､OECDも ｢社会支出74｣｣ とい う概念に基

づいて､社会保障に関する統計を継続 して公表 している｡OECD の社会支出

は､ILO の社会保障給付費に比べて範囲が広い事などから､その規模は ILO

の社会保障給付費よりも大きくなる傾向にあること､また OECDの社会支出

には財源に関するデータがないこと等の違いはあるが､給付面においては幅広

い先進諸国間での比較が可能 となっている (片山2008:76･77)0

欧州連合 (EuropeanUnion:EU)は､ ｢社会保護費75｣｣とい う概念を用いて､

と (ただし､労働災害保障制度については､③の条件を満たさなくても､法的に雇用者に対して課

された責務の実行であるので､対象に含めること)(片山2008:76)0

73) 詳細 については､｢社会保障費の国際比較統計 -SOCX2008ed.の解説 と国際基準の

動 向-｣(国立社会保障 ･人口問題研究所 企画部)(海外社会保障研究No.165 2008)を参照の

こと｡

74) OECDの ｢社会支 出 (socialExpenditure)｣の定義 :①制度 の 目的が､次 の社 会性作

文や のいずれかに対す る給付 を提供す るものであるこ と (老齢､遺族､障害 ･労災 ･傷病､

保健医療､家族､積極的労働市場政策､失業､住宅､その他の社会給付)｡②上記 の社会政策の

ための公 的機 関又は民間機 関による､世帯及び個人に対す る､公的支 出 と義務化 され

た私的支 出の リスクまたはニーズの負担 を世帯お よび個人か ら取 り除 くた めの公 的機

関また民間機 関か 2種類 の費用 を計上す るこ と｡③施設整備費な どもそれぞれ の給付

に含 まれ るこ と (片山2008:77)0

75) EU の ｢社会保護費 (socialProtectionExpenditure)｣の定義 :①制度 の 目的が､次の

リス クやニーズのいずれ かに対す る給付 を提供す るもの (保健医療､障害､老齢､遺族､

家族 ･育児､失業､住宅､他の分類に入りない社会的疎外)0②上記 リスクまたはニーズの負担
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加盟諸国のデータを集めて公表 している｡EUの社会保護費は財源面のデータ

も提供 してお り､給付 ･財源の両面での比較が可能であるが､日本や北米諸国

を含まないため､国際的な比較には利用 しにくい とい う欠点がある｡

近年 日本で報告 されている社会保障給付費に関す る国際比較の統計 には､

OECDの SOCXを使用 しているものが多い76)｡また､元データである OECD

SocialExpenditureDatabaseの 2010年版が公開され､2007年時点での国際

比較が可能である｡ 以上のことから､今回は OECDの社会支出を用いて国際

比較 を行 うこととする｡

(2)OECDの社会支出統計による国際比較

日本 と先進 5か国 (米､英､独､仏､瑞)について､社会支出の国際比較を行

う｡

1)高齢者人 口比率 と社会支出の推移

まず､65歳以上人 口比率 (図4･1) と各国の社会支出 (対GDP比)の推移 (図

4-2) をみる｡65歳以上人 口比率では 2000年以降､緩急の差はあれ､ どの国

も上昇傾向を示 してお り､高齢化が進んでいることを示 している｡ なかでも日

本の 65歳以上人 口比率の上昇率はいちじるしく､2050年には 39.6%まで上

昇す ると予測 されている (OECD2010a:17)0

英では､1980年以降に社会支出 (対GDP比)の上昇がみ られたが､1985年

から 1990年までほ じょじょに減少 している｡ 前述のとお り､英では早 くか ら

社会保障関連-の支出抑制が強力に推 し進められたこと､さらに当時､英の経

済成長率が順調な伸びを示 していたこと (IMF2010)が反映 されて､社会支出

(対GDP比)の減少に結びついたと考えられる｡

を世帯お よび個人か ら取 り除 くための公的機関また民間機関か らのすべての介入 を含

む こと｡③給付 として施設設備費や借入金の返済金な どは含まないこと(片山2008‥77)0

76) 具体的には､国立社会保障 ･人 口問題研究所では平成 16(2004)年度公表資料 (｢社

会保障給付費｣等)よ りOECD基準による国際比較を 【付録】 として公表 してい る｡
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図 4-1 65歳以上人 口比率の推移 (1980-2007年)
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資料 :以下の資料を基に作成｡

OECD(2010a),"Socl'alExpendl'ture/Aggregateddata,"inOECD:Social

ExpenditureStatistics (database)

図 4-2 0ECDの社会支出 (対GD‡'比)の推移 (1980-2007年)
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1990年代以降になると深刻な経済不況の影響を受けて､各国の社会支出 (対

GDP比)は急速な上昇傾向に転 じている｡この頃より､高齢化の進行による年

金給付費の増大が､将来において各国の財政支出に大きな影響を与えることが

危倶 されるようにな り､公的年金制度の見直 しが進められるようになっていっ

たものと推測 される｡

2000年以降でみると､日本､米､英の 3国では､老齢人 口比率の上昇に対

応す る形で社会支出 (対GDP比)も上昇傾向を示 しているが､日本を除 く米 と

英では､その上昇は極めて緩やかである｡残 りの仏､独､瑞は 2003年頃を境

に､社会支出はじょじょに下降傾向を示 している｡

日本の場合には､高齢化の速度が世界に類を見ないほど速 く､今後急速に社

会保障費が拡大することが予測 され ることか ら､将来にわたって持続可能な公

的年金制度-の再構築が喫緊の課題 となっている｡

2)社会支出の政策分野別構成比の比較

2007年の各国の社会支出(対GDP比)について示 しているのが表 4-1である｡

日本 (19.26%)は米 (16.50%)より大きいが､ヨーロッパ諸国 (英 :21.32%､独 :

26.24%､仏:28.75%､瑞:27.70%)に比べると小 さい｡この表か らわかることは､

いずれの国でも社会支出 (対 GDP比)の約 30-50%を年金が占めていること､

社会支出総額の対 GDP比が大きい国が必ず しも年金給付の割合が大きいわけ

ではない とい うことである (勝又2003:40)｡ 社会支出 (対GDP比)を政策分野

別でみると､ ｢高齢｣の値は､社会支出 (対GDI'比)の値が大きい仏は大きく､

値の小 さい米は小 さい｡ 65歳以上人 口の比率が一番高い 日本は､社会支出 (対

GDP比)の内の約半分が ｢高齢｣で占められてお り､約 3割が ｢保健｣､残 り

の約 2割がそれ以外の内容 となっている｡ 日本を除いた他の国では､ ｢高齢｣

と ｢保健｣ と ｢高齢 と保健以外｣が 3割程度ずつの割合 となっている｡ どの

国も日本ほど急速ではないが､高齢化が進行する傾向にあるにもかかわ らず､

社会支出 (対GDP比)に占める ｢高齢｣の割合が 3割程度に抑 えられていると

い う点が､ 日本 とは大きく異なっている｡
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表 4･1 政策分野別社会支出 (対GDP比)の国際比較 (2007年)

(単位 :%)

65歳以上人口比率 高齢 遺族 障害業務災害傷病 保健 家族 積極的労働政策 失業 住宅 生活保護その他 社会支出合計

日本 21.5 9.17 1.30 0.96 6.30 0.79 0.16 0.31 0.26 19.26

(47.6) (6.7) (5.0) (32.7) (4.1) (0.8) (1.6) (1.4) (100.0)

アメリカ 12.6 5.30 0.70 1.47 7.38 0.66 0.ll 0.33 0.55 16.50

(32.1) (4.2) (8.9) (44.7) (4.0) (0.7) (2.0) (3.3) (100.0)

イギリス 16.0 6.34 0.14 2.47 6.84 3.24 0.32 0.39 1.43 0.17 21.32

(29.7) (0.7) (ll.6) (32.1) (15.2) (1.5) (1.8) (6.7) (0.8) (100.0)

フランス 16.5 ll.16 1.85 1.90 7.49 3.00 0.90 1.36 0.76 0.35 28.75

(38.8) (6.4) (6.6) (26.0) (10.4) (3.1) (4.7) (2.6) (1.2) (100.0)

ドイツ 19.9 8.65 2.06 2.92 7.85 1.88 0.72 1.38 0.61 0.17 26.24

(33.0) (7.9) (ll .1) (29.9) (7.2) (2.8) (5.3) (2.3) (0.6) (100.0)

スウェーデ､ 17.4 8.98 0.54 5.41 6.58 3.35 1.10 0.67 0.47 0.59 27.70

(32.4) (1.9) (19.5) (23.7) (12.1) (4.0) (2.4) (1.7) (2.1) (100.0)

注 : ()内は構成割合｡

資料 :以下の資料を基に筆者作成｡

OECD (2010a) "SocialExpenditure:Aggregateddata,f-inOECD:Socl'al

Expendl'tureStatL'stl'cs (database).

OECD (2010b)"OECDFACTBOOK2010",p17.

(3)OECDの社会支出統計 による年金の比較

社会支出 (対 GDP比)の中の公的年金給付 について比較 してみる｡OECDの

社会支出 (対 GDP比)の内訳の詳細については､2005年が直近のデータ となっ

ているので今回はそのデータを用いている｡

1)老齢年金の割合

まず社会支出 (対 GDP比)の中で年金の給付水準 をみるために､｢高齢｣に属

す る ｢年金｣ と ｢早期退職年金｣ ､ ｢遺族｣に属す る ｢遺族年金｣､ ｢障害 ･業

務災害 ･傷病｣に属す る ｢障害年金｣ ､ ｢積極的労働政策｣に属す る ｢労働市

場の原因による早期退職給付｣を抜 き出 して合算 したものが ｢年金合計｣である

(表 4･2)｡ 日本の ｢老齢年金｣にあたる｢高齢｣に属す る年金の割合 を示 したもの

が ｢年金 (高齢)｣である｡
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表 4･2 社会支出に占める年金 (対GDP比)の国際比較 (2005年)

(単位 :%)

2000 2001 2002 2003 2004 2005

日本 社会支出合計 17.24 18.21 18.70 18.84 18.81 19.12 (100.0%)

年金合計 8.18 8.60 9.00 9.18 9.21 9.41 (49.2%)

高齢 (社会支出) 7.45 8.00 8.55 8.72 8.79 8.97 (46.9%)

年金 (高齢) 6.62 6.99 7.35 7.51 7.54 7.72 (40.4%)

く高齢の年金/年金) く88.9%> く87.4%〉 く88.9%〉 く86.2%〉 く85.8%〉 く86.1%〉

アメリカ 社会支出合計 14.85 15.67 16.26 16.35 16.25 16.17 (100.0%)

年金合計 6.49 6.69 6.77 6.75 6.72 6.70 (41.4%)

高齢 (社会支出) 5.08 5.14 5.28 5.31 5.27 5.25 (32.5%)

年金 (高齢) 4.98 5.05 5.18 5.21 5.18 5.16 (31.9%)

く高齢の年金/年金〉 く98.1%〉 く98.3%〉 く98.2%〉 く98.2%> く98.2%〉 く98.3%〉

イギリス 社会支出合計 19.30 20.06 20.13 20.60 21.25 21.38 (100.0%)

年金合計 6.59 6.70 6.69 6.59 6.58 6.54 (30.6%)

高齢 (社会支出) 5.90 6.10 6.17 6.21 6.40 6.48 (30.3%)

年金 (高齢) 4.44 4.60 4.64 4.62 4.63 4.65 (21.7%)

く高齢の年金/年金〉 く75.1%〉 く75.4%〉 く75.2%〉 く74.4%〉 く72.3%〉 く71.7%〉

フランス 社会支出合計 28.00 28.05 28.73 畠9.29 29.40 29.32 (100.0%)

年金合計 13.68 13.68 13.85 14.09 14.17 14.26 (48.6%)

年金 (高齢) 10.17 10.22 9.98 10.09 10.18 10.32 (35.2%)

く高齢の年金/年金〉 く96.2%〉 く96.1%> く95.0%〉 く94.6%> く94.1%〉 く94.1%〉

ドイツ 社会支出合計 27.86 28.02 28.60 28.94 28.30 28.36 (100.0%)

年金合計 ll.88 12.01 12.24 12.38 12.34 12.30 (43.4%)

高齢 (社会支出) 8.78 8.92 9.12 9.28 9.25 9.23 (32.5%)

年金 (高齢) 7.80 7.95 8.15 8.34 8.34 8.37 (29.5%)

く高齢の年金/年金〉 く88.9%〉 く89.2%〉 く89.4%〉 く89.8%> 〈90.3%〉 く90.7%〉

スウェー一心7~ン 社会支出合計 28.97 29.27 29.90 30.67 30.05 30.67 (100.0%)

年金合計 9.35 9.29 9.42 10.05 10.02 10.28 (34.8%)

高齢 (社会支出) 9.08 9.10 9.24 9.79 9.61 9.44 (32.0%)

年金 (高齢) 6.56 6.50 6.57 7.02 6.92 6.80 (23.0%)

注 :1)年金合計は､ ｢高齢｣に属す る年金 と早期退職年金､ ｢遺族｣に属する遺族

年金､ ｢障害 ･業務災害 ･傷病｣に属する障害年金､ ｢積極的労働政策｣に属

す る ｢労働市場の原因による早期退職給付｣を合算 したもの (対 GDP比)0

2)高齢 (社会支出)は､社会支出の政策部門別での高齢 (対 GDP比)0

3) () 内は社会支出全体に占める構成割合 (単位 :%) 0

4)<>内は年金全体に占める高齢 (政策分野別)の年金の割合 (単位 :%)0

資料 :以下の資料を基に作成｡

OECD(2010a)了-SocialExpenditure:Aggregateddata,'linOECD:Socl'al

Expend1'turestatl'stl'cs (database).
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日本 と独は急速な高齢化の進行を反映 して､2000年以降も年々その割合が

増加 している｡米 と仏は､社会支出 (対GDI,比)全体における｢高齢｣の割合は

3割か ら4割であるが､｢高齢｣における｢老齢年金｣の割合が非常に大きいこと

が特徴で､今後も社会支出全体の推移 とともに じょじょに増加すると思われる｡

他国に先駆けて公的年金制度の縮小化に取 り組んできた英は 4.6%前後 と､

他の国々に比べて低い値で緩やかに推移 してお り､今後もこの傾向は維持 され

ていくと予想 される｡ 瑞は 2003年に 7%を超 えたものの､その後は じょじょ

に減少 してお り､社会支出全体も低下傾向にあることか ら､高齢分野における

年金の割合は今後 さらに低下 してい くことと推測 される｡

2)公的年金の縮小 と私的年金の拡大

瑞の新制度には､経済成長率や寿命に連動 して､年金給付額が調整 される仕

組みが組み込まれているなど､世代間格差や年金財政の健全化に対 して示唆に

富む制度であると評 され､老齢人 口の急速な増加などの問題を抱えている多 く

の国々から注 目された｡瑞以外の先進各国もまた､少子 ･高齢化や経済成長の

鈍化による影響を受けても､税や社会保障負担をこれ以上増や さずに年金制度

の持続を確保するための方法を模索 している｡

各国が取 り組んでいる年金制度改革に共通 しているのは､公的年金 を縮小化

し､合わせ て私的年金-の加入 を促進 させ る動 きがみ られ ることである｡

OECDが発表 した ｢2005年の公的および私的年金支出の割合 (対GDP比)77)｣

を参考資料 として紹介す る (表4-3､図 4-3)0

他の国々に比べ公的年金の規模が小 さい英では､早 くか ら私的年金-の加入

を促す適用除外制度が導入 されていたが､よりいっそ うの公的年金支出抑制策

として､公的年金の範囲をより小 さくして私的年金-誘導する方向で年金制度

改革が進められている｡ 2005年には年金給付額の約 4割が私的年金で､年金

の民営化が進んでいることを示 している｡

77) OECD世界年金統計 (GPS)データベースか ら私的年金への年金支出データを､

OECD社会支出 (socx)データベースか らは公的年金支出のデータを得 ることができ

る｡ しか し､SOCXデータベースには､この資料作成時点において､2005年 までのデ

ータしか含まれていなかった｡
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表 4-3 公的お よび私的年金支出 (対GDP比) (1990-2005年)

(単位 :%)

公的年金

日本

アメリカ

イギリス

フランス

ドイツ

4.0 5.1 6.2 6.9 7.1 7.2 7.4

5.1 5.3 5.1 5.3 5.3 5.3 5.3

4.6 5.1 5.2 5.3 5.3 5.4 5.5

9.0 10.4 10.3 10.2 10.3 10.4 10.6

9.4 10.0 10.5 10.9 11.0 11.0 11.0

7.0 7.4 6.7 6.7 7.2 7.2 7.0

私的年金

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

3.0 2.8 2.9 2.9 3.1 3.3

3.0 2.9 2.8 3.0 3.1 2.8 2.9

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

- 1.0 1.1 1.3 1.2

資料 :OECD (2010b)OECDFACTBOOK2010,p205.

原資料 :OECD (2010a),"SocialExpenditure:Aggregateddata,HinOECD:Social

Expendl'tureStatl'stl'cs (database).

OECD (2010C)"OECDPeDS)'onStatjst)'cs"

図 4-3 公的お よび私的年金支出 (対GDP比) (2005年)
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資料 :表 4-3と同 じ.

スウェーデン アメリカ イギリス ドイツ

本研究では取 り上げていないが､仏では 2003年 の年金制度改革において､

積立型 の新 しい 2つの私的年金制度 (個人年金貯蓄制度 〔PERP〕､団体年金貯蓄制

度 〔PERCO〕)が導入 され､公的年金 の後退 と､同時に民営化 の方 向性 が鮮 明

に示 された (岡 2005:21)が､残念 なが ら今回の資料ではデータが存在 してい

ない｡独で も 2001年 の改革では公的年金の役割が縮小化 され､企業年金 ･個
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人年金のウェイ トを高めてい くことを 目指 して リースター年金78)が導入 され

ている｡

各国の政策分野別社会支出の構成割合は､2005-2007年のデータにおいて

は､際立って大きな変動 もないことか ら､2008-2009年までは同 じ傾 向が続

くと考えられ る｡ したがって､政策別社会支出の ｢高齢｣に占める年金 (｢老

齢年金｣)の割合 も減少す るが､その減少分について､私的年金 を利用 して補

填 しているとい う状況が これ らの結果か ら明 らかである｡

(4)GDPの減少 と社会支出の動 き

6か国の GDPの推移 (図4･4)を見 ると､1990年以降 2008年までは､ とも

に緩やかな増大傾 向を示 している｡ しか し､2008年 に起きた米の リーマンシ

ョックに端 を発 した金融不況の影響 を受 けて､2009年には各国 ともに減少に

転 じている｡ GDPの推移 と OECD の社会支出 (対 GDP比)の推移か らは次の

ことが導き出せ る｡

図 4･4 各国の GDP推移 (1990-2009年)

(億米ドル)
150,000

100,000

(億米ドル)
10,000

1990 1995 2000 2005 2009

-〇一日本 一O-アメリカ -好一イギリス ☆ フランス ｣コードイツ ーA-スウェーデン(右目盛)

注 :ス ウェーデ ンのみが右 目盛｡

資料 :OECD(2010d)"OECDNatl'oDalAcountStatl'ctl'cs"(database).

78) 公的年金の給付削減 を 自助努力で補 うことを 目的 とす る企業年金 と個人年金 に任

意加入の拠 出立て年金｡
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瑞､独､仏の社会支出 (対GDP比)はすでに 2003年頃か ら減少- と転 じて

お り､2008年以降の社会支出 (対GDP比)は､さらに減少することが予測 され

る｡ また､ 日本､英､米では､社会支出 (対GDP比)は 2007年までは極めて

緩やかな上昇傾向を示 しているが､GDPの減少の影響を受けて､2008年 以降

はやは り減少に向か うのではないか と思われる｡

以上のことより､世界でもっとも高齢化が進展 し､年金給付費を含む高齢者

-の支出が拡大することがすると予測 される日本を除いた､残 りの 5か国(米､

英､独､仏､瑞)の社会支出 (対 GDPbヒ)は今後 じょじょに縮小傾向-向か うこ

とが推測 される｡

3. 1980年代以 降の 日本 の公 的年金制度

日本では皆年金制度がスター トしてから50年が経過 した｡ この間､社会や

経済の構造変化や時代の流れにともなって､制度の改定がたびたび実施 されて

きた｡公的年金制度をめぐる環境の変化は､近年 とくにいちじるしい｡予想 を

上回る速 さで進む少子 ･高齢化､バブル経済崩壊後の厳 しい経済情勢や雇用の

流動化 といった社会構造の変化､さらにはライフスタイルの変化等の影響を受

けて､現行の制度では対処 しきれないさまざまな問題が生 じている｡ 現行制度

が抱 える課題を検討するためには､これまでの公的年金制度の展開過程を検証

することは重要である｡

日本は 1950年代後半か ら 70年代前半にかけて高度経済成長期を迎える｡

経済成長によってもた らされた潤沢な税収を財源 として､国民福祉 を充実 させ

るために社会保障制度全般にわたる大幅な給付改善が行われ､年金制度におい

ても大幅な拡充が図 られた｡ しか し､1973年秋の石油ショックをきっかけと

す る世界的な経済不況の訪れ とともに､ 日本経済も高度成長の終蔦を迎える｡

それまでの給付拡大を基調 としてきた社会保障政策は､給付水準切 り下げ- と

その方向を 180度転 じることとなる｡
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(1) 公的年金制度縮減再編期

1960年代から 1970年代を ｢公的年金制度拡充期｣とするならば､1980年

代以降は ｢公的年金制度縮減再編期｣として時期区分することができるであろ

う ｡

1)年金制度縮減の背景

年金保険制度が縮減再編- と転換 した背景には､｢財政政策の転換｣､｢社会

的背景｣､｢制度的背景｣等様々な要因が複雑に絡み合っている｡

①行財政政策の転換

1973年の石油ショック等の影響を受けて､それまでの毎年 10%を超 える高

度経済成長から一転 してマイナス成長- と落ち込み､戦後の 日本経済を支えた

高度成長は完全に破綻 した (柴田 1990:443)｡景気停滞の影響を受けて税収が

伸び悩み､深刻な歳出歳入ギャップが生 じたことで､それまでの社会保障制度

拡大傾向に疑問を投げかける ｢福祉見直 し論｣が登場する｡

税収不足を補 うために発行 された国債の累積額は､1981年度末には約 38

兆円 (建設国債と赤字国債)にまで膨 らんだ (室井/中山/丸山1982:42)｡ 赤字の国

家財政建て直 し策 として､政府は ｢新経済社会 7か年計画｣79)を発表 し､｢増

税なき財政再建｣を目指すこととなる｡ 日本の財政政策は ｢大きな政府｣か ら

｢小 さな政府｣- と大きく方向転換 され､社会保障政策においても歳出の削

減 ･合理化が進められた｡財政の硬直化の主要な要因 として社会保障制度が指

摘 され､中でも医療保険を抜いて社会保障給付中最大の費 目となっていた年金

79) ｢新経済社会 7か年計画｣は､｢欧米諸国-キャッチア ップ した我が国経済社会の

今後の方向 としては､先進国に範を求め続けるのではな く､---個人の 自助努力 と

家庭や近隣 ･地域社会等の連帯を基礎 としつつ､効率のよい政府が適正な公的福祉 を

重点的に保証す るとい う自由経済社会のもつ創造的活力を原動力 とした我が国独 自の

道 を選択的に創造する､いわば 日本型 とも言 うべき新 しい福祉社会の実現を 目指す｣

とい うものであ り､個人の責任を強調 して 自助 と家族や地域 さらには企業による相互

扶助が中心 となった 日本型福祉社会の実現を謳い､国庫負担に頼 る安易な財政依存を

戒 め､財政支出は効率的になされるべきで､社会保障は真に必要な領域への重点化 を

図 り､｢小 さな政府｣を志向すべきであるとしている (田多 1994:91)0

103



制度 に対 しては､国庫負担の大幅削減の必要性が強調 され､公的年金制度改革

-の動 きが活発になってい くのである｡

②社会的背景

1980年代に入 ると､予想を上回って伸展 した長寿化 と出生率の低下が､ 日

本 の人 口構造に急速 な高齢化をもた らす ことが明 らか とな り､将来推計に基づ

く年金財政 の予測に大幅な誤差 を生 じさせ ることになった80)｡このため､給付

費用の削減 (給付水準の引き下げ)と拠出収入の増加 (保険料の引き上げ)の必要が

生 じた｡と りわけ 1989年の ｢1.57シ ョック81)｣以降､合計特殊 出生率は低下

の一途 をた どり､｢少子 ･高齢化｣は社会問題 として緊急の対応 を求 め られる

よ うになってい く｡

③制度的背景

第 2 次世界大戦後の高度経済成長は､産業構造や就業構造にいち じるしい

変化 をもた らした｡1950年代か ら 1960年代 にかけては第 1次産業か ら第 2

次産業-､1970年代以降は第 3次産業- とその比重が急速 に移 っていった (横

山/田多 1991:302)｡ また､石油シ ョックやその後の円高による国際競争力の低

下､さらには高速道路の整備や航空輸送の発展等の ｢交通革命｣は､特定の産

業に打撃を与 えて衰退をもた らした｡

産業構造 と就業構造の変化は､特定の産業の被保険者数の減少 を生 じ､年金

制度 の成熟化 (被保険者に対して受給者の割合が高まること)な どによる受給者数の

増加 とあいまって､産業別 ･職業別 に分立 している日本の年金制度の財政基盤

を脅か し､従来の制度分立型年金制度の維持 を次第に困難 に していった (横山

/田多1991:300･311)0

80) 5年毎に行なわれる年金制度の財政再計算は過去のデータをもとに予測されている

ため､推計と実績との間に大きな帝離が起きた｡ 厚生年金保険では､1980年の財政再

計算時に2025年の受給者比率を36.6%と推計していたが､1984年の財政再計算では

44.9%に修正されている (横山/田多1991:305)0

81) 丙午の 1966年の合計特殊出生率 1.58を割り込んだことで､少子社会の進行が進ん

でいること､それに対応する施策が必要であることを再認識させた現象｡
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2)年金制度改定 (1980-1990年代)

1980年代から 1990年代にかけての年金制度は､1970年代に膨 らんだ国庫

負担の軽減対策や､危機 に陥った国民年金の財政対策など､財政悪化-の対応

策 として見直 しを余儀なくされ､年金制度の一元化 ･統合化を目指す改定が考

えられた｡同時に､産業 ･就業構造の変化あるいは人 口構造の変化に強い年金

制度-再構築するために､制度全体を一元化する方向での改定が行われた｡

1985年には ｢公的年金制度の統一 (一元化)｣ と､｢世代内および世代間の公

平を確保｣することを目標 として掲げた､国民皆年金制度発足以来の大改定が

行われた｡ もっとも大きな柱は ｢基礎年金制度の導入82｣｣ である0｢給付 と負

担の適正化 (〔給付水準の引き下げ〕 と 〔保険料の引上げ〕)｣ が図 られ､｢第 3号被保

険者制度｣ が創設 されて女性の年金権が確立 した｡1989年の改定では､財政

危機 に陥っていた共済年金を､その他の被用者年金各制度全体で救済すること

を 目的 とした 2つの法律が制定 された83)0 1980年代に実施 された年金制度改

定は､国民年金の財政対策であるとともに国庫負担の軽減対策でもあった｡同

時に産業･就業構造の変化あるいは人 口構造の変化に強い年金制度全体の一元

化-向けての改定が進められたのである (現代日本経済研究会 1992:273)｡

1994年の改定では､厚生年金の支給開始年齢が引上げられた (60歳 から 65

歳-)0 1996年には､｢基礎年金番号制の導入｣と ｢3つの共済組合の厚生年金

-の統合｣が決められ る等､年金制度の一元化に向けての動きがいっそ う強ま

っていく (坂口/岡田2009:90)0

(2)21世紀初頭の公的年金制度 -2004年改定 と今後の課題 一

現在の日本の公的年金制度は､｢すべての国民に､老後生活の経済的基盤を､

終身にわた り､確実に､社会全体 として保障する｣ことを目的 として国が運営

82) 財政的な危機に陥ろ うとしている国民年金に､財政的に豊かな厚生年金保険などの

被保険者を加入 させ ることで援助す るとい う救済措置の性格が極めて強 く､財政調整

としての年金制度の統合化であった といえる (横山/田多1991:319)0

83) ｢国家公務員等共済組合法等の一部を改定す る法律｣と ｢被用者年金制度 間の費用

負担の調整に関する特別処置法｣｡
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す る制度である｡ 自営業者や無業者 を含めた 20歳以上 60歳未満の 日本に住

所 を有する人すべてが､基礎給付を受ける ｢国民年金制度｣に加入 し､保険料

を拠出することによって､老齢 ･障害 ･死亡に備 える ｢国民皆年金体制｣をと

っている｡

しか し ｢国民皆年金｣がスター トしてから50年が経過 し､公的年金制度を

取 り巻 く環境は大きく変化 した｡ とくに 20世紀末以降､少子高齢化の進行､

厳 しい経済情勢､雇用の流動化､女性のライフスタイルの変化等の影響を受け

て急速に変化 してお り､現行の制度では対処 しきれないさまざまな問題が起き

ている｡

1)現状の問題点

近年､パー トやアルバイ トといった､被用者ではあっても正規雇用ではない

ために､被用者年金制度に加入できない非正規雇用者が増加 している0『平成

20年版 労働経済 白書』は､日本の雇用者の 3分の 1が非正規雇用者であると

報告 している｡ 被用者を加入対象 とする厚生年金 (第2号被保険者)と国民年金

(第 1号被保険者)との区分が暖味にな り､このことが国民年金保険料の納付状

況にも影響を与えている｡

また､ 日本の場合には ｢男性は外で働 き､女性は家を守る (専業主婦)｣とい

う片働 き世帯を想定 して老後の社会保障が設計 されている｡しか し近年､年金

制度をめぐる環境は大きく変化 している｡ とくに女性のライフスタイルの多様

化はいちじるしい｡社会進出や家族 ･就業形態の多様化などに対応 し､かつ現

代女性の多様なライフスタイルの選択にも中立な年金制度の構築が求められ

ている｡

さらには高齢者の問題 もある｡ 日本では欧米諸国に比較 して高齢化が急速に

進んでいる｡高齢化が進む 日本では､年金が高齢者世帯所得の 6割 を占め､

公的年金制度は老後の生活を支える大きな役割 を担っている｡ 一方で､制度-

の未加入や保険料の未納等により､老齢年金の受給資格要件を満たせない ｢無

年金者｣や､たとえ受給資格が得 られても､加入期間等が短い等の理 由により

受給金額が低額 となる ｢低年金者｣が増え､それに比例するように生活保護 を

受給する高齢者の数が急増 している｡
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2)2004年年金改定

2004年､急速な少子 ･高齢化の進行を受けて､ 日本でも給付 と負担の両面

を見直 し､持続可能で安心の年金制度-再構築するための年金制度改定が行わ

れた｡

前述の問題点等を踏まえ､2004年には ｢給付 と負担の見直 し｣ と ｢多様な

生き方､働 き方に対応 した制度の導入｣とい う 2つの項 目を柱 として､次の

よ うな内容について改定が検討 された｡

(i)年金制度の体系

(近)給付 と負担の見直 し

(in)多様な生き方､働 き方に対応 した制度の改革

(iv)国民年金保険料の徴収対策の強化 等

(i)の ｢年金制度の体系｣については､｢現行の社会保険方式を基本｣ と

す ることが確認 された｡ しかし､職業によって制度が分かれ､負担や給付が異

なる従来の年金制度体系に全 く手が付けられなかった｡ そのため､衆議院にお

いて､改定後の年金法の附則に ｢今後､年金制度の一元化を展望 し､体系の在

り方について検討を行 う｣との内容を加える修正が行われてお り､長期的な制

度の在 り方については､議論を継続することになっている｡

(並)の ｢給付 と負担の見直 し｣では､これまでの ｢確定給付型｣か ら ｢確

定拠出型｣- と､基本的な考え方が 180度大転換 された｡そのための道筋 と

して､まず拠出については保険料の上昇を極力押 さえて将来水準を固定す る

｢①保険料水準固定方式を導入｣する｡ 次に､｢②基礎年金-の国庫負担割合

をこれまでの 3分の 1か ら2分の 1-引上げる｣ ことが法律上明記 された｡

給付水準については負担 と給付のバ ランスを取る｢③マクロ経済スライ ドを導

入｣した｡そ して､老後生活の基本的部分を支える給付水準は ｢④現役世代の

平均的収入の 50%を上回る水準を確保する｣ ものとなっている｡

(出)の ｢多様な生き方､働き方に対応 した制度の改革｣では､高齢者の就

業 と年金､女性 と年金､年金制度における次世代育成支援､障害年金の改善な

どについての様々な措置が決められた｡第 3号被保険者制度をは じめ､女性

の年金問題 をどう見直すかも焦点の 1つ とされていたが､第 3号被保険者制
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度の見直 しや､パー ト等の短時間労働者-の厚生年金の適用拡大などについて

はいずれも見送 られ､今後の検討課題 とされた｡

(iv)の ｢国民年金保険料の徴収対策の強化｣では､｢国民年金保険料の多

段階免除制度｣の導入や ｢年金制度の理解を深めるための取 り組み｣が強化 さ

れ ることとなった｡

その他には､｢第 3号被保険者の特例届出｣などの年金保険制度持続のため

の対策や､｢離婚時の年金分割｣ など女性の無年金対策措置も盛 り込まれてい

る｡

3)残 された課題

①見通 しが不十分な年金制度改革

2004年年金改定のポイン トは､｢保険料水準固定方式 ･マクロ経済スライ ド

による給付水準の自動調整の仕組みの導入｣ と､｢基礎年金国庫負担割合の 2

分の 1-の引上げ｣であった｡ しか し､前者については､年金改革法成立直

後に､2003年の合計特殊出生率が年金改革法の前提 とする予測を大きく下回

ったことが明らかになった84)ほか､その後も国民年金 ･厚生年金の空洞化が進

行す るなど､早 くから制度設計の根拠が揺 らいでいる｡ 後者の ｢基礎年金国庫

負担割合 2分の 1｣については､2009年度か ら実施85)されているが､政府は

2010年 12月 22日に､2011年度の国庫負担割合を 2分の 1で維持するのに

必要な 2.5兆円の財源に､独立行政法人 ｢鉄道建設 ･運輸施設整備支援機構｣

の利益剰余金などを充てることを決めたと発表 した(毎日JP2010)｡同時に2012

年度以降は ｢消費税を含む税制の抜本改革｣で賄 うとしているが､実現できる

か どうかは不透明であ り､安定的な財源確保の見通 しは未だ十分であるとはい

えない｡

84) 年金改革涯は人 口推計の中位推計に基づき､2003年の合計特殊出生率を 1.32と予

測 し､その後 2007年に 1.30まで低下 した後は持ち直 して､2050年には 1.39に回復

す るとみていたが､2003年の実績値は 1.29とな り､同法が前提 とする予測 を下回っ

た｡

85) 2009年度 と2010年度は､財政投融資特別会計の積立金を活用 していた｡
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②急がれ る年金制度体系の見直 し

2004年改定では､職業によって制度が分かれ､負担や給付が異なる従来の

年金制度体系に全 く手が付けられなかった｡ 年金制度の一元化については､被

用者年金制度の一元化にとどまらず､被用者 と自営業者 といった区別なく､全

国民が所得に応 じて保険料を負担 し､負担に応 じて給付を受ける ｢所得比例年

金-の一本化｣によって､国民年金を含めた一元化をすすめるべきだ とい う意

見がある｡

年金制度の主要な機能を､退職による稼働所得喪失 とい うリスク-の対応 と

考えれば､被用者 と自営業者で制度を分立させず､稼働所得に対 して所得比例

の拠出を課 し､所得比例の給付を支給することが 自然であろ う｡ 拠出や給付､

扶養配偶者-の配慮においても各国でバ リエーシ ョンはあるが､被用者 と自営

業者 を同一制度で適用 し､所得比例の拠出 ･給付 とい う構造を持っている点で

共通 している｡ 職域や職種によって年金制度が乱立する仏でも､｢すべての退

職者は職業活動か ら得 られた所得に応 じて年金権を有する｣とし､さらに ｢い

かなる年金制度に関わらず､年金に関 しては平等待遇を受けられるよ うにしな

ければならない｣として､制度を超えた改革を目指 している (岡2005:17)｡独

では､被用者 と自営業者で制度を分立 させず､稼働所得に対 して所得比例の拠

出を課 し､所得比例の給付を支給 している｡ 日本でも､正規 弓巨正規の被用者

と自営業者を同一制度で適用 し､｢所得比例の拠出と給付｣ とい う構造を持つ

年金制度-の一元化が実現すれば､経済的に苦 しくて定額の国民年金保険料が

払えないとい う理由での未納問題は解決すると期待 される｡

2010年現在､ 日本でも被用者年金制度である､厚生年金 と共済年金の一元化

に向けて検討が進められているようであるが､それ さえも両年金制度が既得権

として主張 している加算部分等の調整で難航 している状況である｡国民年金を

含めた 日本の年金制度の完全な一元化-の道は未だ遠い感がある｡

③遅れている女性の年金権改善

女性の年金権分野に関 しては､ 日本はまだまだ諸外国に遅れを取っている｡

2004年改定では､第 3号被保険者制度をはじめ､女性の年金問題 をどう見直

すか とい うことも焦点の 1つになっていたが､課題の多 くは先送 りされた｡
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成立 したのは ｢離婚時の年金分割制度の導入｣のみで､第 3号被保険者制度

そのものの見直 しや､女性が大部分を占める短時間労働者-の厚生年金の適用

拡大などは､いずれ も今後の検討課題 とされている｡

近年 OECD諸国の年金改革において共通する流れの中に､女性の年金権の

改善がみ られる｡1つには､年金給付が計算 され るさい､育児休暇中の年金加

入の継続を認めるなど､多少な りとも育児を考慮する規定が導入 された り､あ

るいはさらなる拡充が行われてお り､年金制度に対 しての女性-の配慮が寛大

できめ細かいことが共通 している86)｡また英では､年金保険-の適用義務がな

かった女性パー ト労働者に対 し､2000年にルクセンブルグの欧州裁判所 (EU

法廷)で ｢パー ト労働者の年金加入制度をイギ リスに求める｣ との判決が出た

ことを受けて､約 10万人のパー トタイム労働者が 1976年に遡って年金に加

入できることにな り､パー ト労働者の状況も改善 されつつあると報告 されてい

る (山本 2005:128)0

日本においても､高齢女性が受給する年金額は男性に比べて相対的に低い｡

老後の生活 を年金だけでは賄いきれずに生活保護 を受給 している単身の高齢

者世帯は､2008年度には､女性は 27万 2000世帯 と､男性の 19万 6000世

帯の約 1.4倍 となっている｡女性が高齢期において受け取れ る年金額が少 しで

も改善 されるためには､短時間労働者-の厚生年金制度-の拡大や､育児従事

者や女性に対する給付算定上の優遇措置の拡大が急がれる｡

86) 狼では､育児従事者や女性 に対す る給付算定上の優遇措置が拡大 された (有森2005:

55)｡英では育児休暇中の年金加入の継続が認められ るだけでなく､拠出期間 としてみ

な して くれ る措置が とられている (岡2005:25)0
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むすびにかえて

1. 本論文の特色

本論文では､ 日本における現行の公的年金制度が抱えている問題について､

とくに経済的に厳 しい状況におかれていると推測 され､現行の制度の仕組みの

なかでは､老後の生活保障を十分に受け取ることが出来ない状況にある人々を

中心に､彼 らが現在おかれている現状を分析 し､その原因について考察 してい

る｡さらに先進諸外国で実施 されている公的年金制度を概観 し､年金 を含めた

社会支出の国際的な動向を検証することを通 して､日本の公的年金制度 と諸外

国のそれ との違いを明 らかにし､以下のような特色の抽出を目指 した0

(1)一番大きな特色は､ 日本の公的年金制度は､他の先進諸国の制度に比

して､低所得者-の配慮がいちじるしく不十分であることを明 らかにすること

ができたことにある｡ 近年実施 されている先進諸外国の公的年金制度改革では､

低所得者に対 して､高齢期の年金受給額がいちじるしく低 くなることがないよ

うに配慮す る仕組みの導入がみ うけられる｡ しか し､2004年の 日本の公的年

金制度改定においては､そのような配慮を盛 り込んだ新たな仕組みの導入は行

われていない｡

(2)第 1章か ら第 3章までは､現行の日本の公的年金制度に内在する問題

点について考察 している｡ 各章で取 り上げているのは､経済的に厳 しい状況に

おかれているために､老後においても十分な生活保障を受け取ることができな

い人々である｡

第 1章では､若年層の非正規雇用者を対象に して分析を行った｡現行の公

的年金制度は､加入す る年金制度の違いによって負担 と給付の関係 に非常に大

きな格差が存在 していることを検証 し､定額の国民年金保険料を設定 している

国民年金制度が､所得の低い若年非正規雇用者にとって大変厳 しい制度である

ことを明らかにすることができた｡
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第 2章では､女性をめぐる問題を取 り上げている｡現行の公的年金制度は

片働 き世帯を想定 して老後の社会保障が設定されているために､とくに女性の

ライフスタイルの多様化に制度が対応 し切れていないことを取 り上げている｡

また､相対的に賃金が低水準であることが多く､公的年金に未加入である割合

も低 くないシングルマザーの現状を報告 し､現行の制度には所得の低い者に対

す る配慮がなされていないことを明 らかにしている｡

第 3章では､すでに高齢である低所得者の年金問題を取 り上げている｡ ｢低

年金者｣｢無年金者｣の生ずる要因は､基礎年金制度が導入 された当時の第 1

号被保険者 と､現状の第 1号被保険者 (非正規雇用者が全体の4割)の内容が大き

く異なっている状況を考慮せずに､運用 し続けてきたことにあることを明らか

にす ることが出来た｡ さらに､日本の公的年金制度の枠組みのなかには､すで

に高齢 となっている低所得者を対象 とした特別な制度はなく､彼 らが受けられ

るのは包括的な公的扶助である生活保護制度のみであることも報告 した｡

(3)多 くの先進諸国も日本 と同様に､おもに少子 ･高齢化の影響にともな

う社会保障給付費の増大による財政負担の問題を抱え､福祉国家の再構築 とい

う大きな課題に直面 している｡ 各国は､年金財政を建て直 し､制度の持続可能

性を高めるために様々な工夫を凝 らした年金制度改革を実施 している｡ ｢年金

給付水準の引き下げ｣と｢負担水準の引き上げ｣､｢支給開始年齢の引上げ｣は､

すでに年金制度における世界の流れ となっている｡

しか し､｢給付水準の引き下げ｣等による対策が強力に進められた ことで､

老後に十分な年金給付費を得ることが困難 となる高齢者 を生ず るとい う問題

が発生 している｡ 第 3章でとりあげているように､高齢者の低年金 ･無年金

は 日本でも対策を必要 とする大きな問題 となっている｡ これか らの 日本の公的

年金制度の方向性を検討するにあた り､英 ･瑞が実施 している取 り組みは非常

によい参考例である｡

本論文で取 り上げている日本の年金問題について､英 ･瑞 と日本 との取 り組

みの違いは次のようにまとめられる｡

(∋低所得者対策
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i)被保険者

日本では､20-60歳未満の全国民を対象 とす る国民皆年金制度により､所

得のない者 も第 1号被保険者 として年金制度の加入対象 となる仕組みになっ

ている｡ そのため､所得が相対的に低 く設定 されている非正規雇用者 も､定額

の年金保険料を支払わなければな らない｡しか し､保険料が高 く経済的に支払

うのが困難であるとの理 由などか ら､第 1号被保険者の国民年金保 険料納付

状況は年々悪化傾向にある｡

英の基礎年金の場合は､一定の年齢以上87)の英国居住者 は原則的に強制加入

となっている｡ ただ し､最低所得額 (2010年度は週 97ポンド､約 1万 2600円､1

ポンド=130円で換算 〔年約 65万 6000円〕)88)に満たない被用者や､年間純利益が

5075ポン ド (約66万円､同)未満 の自営業者 には保険料納付の義務はない｡ し

か し､任意の加入は可能 となっている (保険料‥週 12.05ポンド)(年金と経済2010:

69)0

瑞では､一定額 (物価基準額 〔2010年は4万2400クローネ､約 50万 8800円､1ク

ローネ-約 12円:SPV2010〕の42.3% 〔約 1万8000クローネ､同約 21万6000円〕)以上

の所得のある者 (無職は除く)は強制加入 となっている｡ 拠出対象者には､被用

者 と自営業者､公務員 と民間被用者 といった区別 はない (但し､保険料の負担割

合は異なる)(年金と経済2010:67､161)0

少な くとも英 と瑞両国においては､日本の公的年金制度のような､被保険者

を､お もに雇用形態等の違いによって第 1号 ･第 2号 ･第 3号 と区分 し､そ

れぞれ異なった負担 と給付の仕組みによって､年金が支給 され るとい うことは

ない｡両国の公的年金制度には､正規 ･非正規 とい う被用者 区分はな く､ある

ガは所得金額の違いによる区分けだけであるO

並)給付構造

日本の国民年金では保険料免除制度が導入 されたことにより､保険料 を納め

ることが困難な期間については免除の対象 とし､免除を受 けた期間で滞納 しな

87) 男性 :16-64歳､女性 :16-59歳｡

88) Directgov:http://www.direct.gov.uk/en/Pensionsandretirementplanning/State

Pension/Basicstatepension/DG_10014671(2011.1.1)
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い場合には､基礎年金の国庫負担相当分 (基礎年金の 2分の 1)の年金額が支給

される｡このように､日本の公的年金では低所得者全般に対する一定の対応が

なされているが､それでもなお給付が不十分な場合は､公的扶助で対応するこ

ととなっている｡

英 と瑞の両国では､老齢給付については､低所得者に対 し手厚い給付を行な

うもの となっている｡英は 日本 と同様の定額 と報酬比例の二階建てであるが､

公的年金の給付水準は相対的に低い (40.9%､OECD2009:121)｡しか し､報酬比

例部分に着 目すると､日本は完全所得比例であるが､英では低所得者 に対 して

給付が手厚 くなるように設計 されている｡2002年に報酬比例年金の代替 とし

て新設 された国家第 2年金 (statesecondPenshin:S2P)では､所得額 に応 じて

給付乗率が変更 され る仕組み となってお り (3つの所得帯に区分して､給付率を

40%･10%･20%に設定)､所得再分配機能が強化 されている｡また､年収が 4368

ポン ド未満 の者や介護 ･障害な どの理 由によ り就労できない者 についても

4368ポン ドの年収があったものとして取 り扱 うこととされている (有森2007:

49)0

瑞は報酬比例の一階建てであるが､社会保険料で賄 う所得比例年金 とは完全

に切 り離 した､税財源による最低保証年金 (GuaranteedPension:GP)を設けて

いる｡ 日本では基礎年金の 2分の 1が､国庫負担 として所得に関係 なく一律

に投入 されているが､瑞では国庫負担をすべて GPに充当す ることで､国庫負

担の使途を低所得者-の給付に特化 している｡

日本の公的年金制度では､第 1号被保険者である場合､高齢期になって受

け取れる老齢年金は､納めた保険料に比例する再分配機能のない定額給付の老

齢基礎年金のみで､満額でも 6万 6000円である｡被用者でありなが ら第 1号

被保険者 となっている者の場合には､たとえ満額受給できた としても､退職後

の生活を年金のみで支えるのは非常に厳 しい と予想 される｡

iii)受給要件

日本の老齢基礎年金の受給資格要件は､加入が 25年間以上 と非常に長 く､

さらに満額を受給す るには 40年間の保険料全額納付が必要 となる｡ 2007年

の時点で､25年の受給要件を満たせず無年金 となっている者は 118万と報告
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されている｡

これに対 して､英では 2010年 4月から基礎年金制度の受給資格要件が緩和

され､従来の受給資格年数が ｢10年以上｣ か ら ｢1年以上｣- と短縮 されて

いる｡ また､満額の基礎年金を得 るための受給資格年数も､従来の男性 44年

年､女性 39年か ら､男女 ともに 30年 とな り､基礎年金の大幅な給付拡充が

図 られている｡ この緩和により年金年齢に達 した受給者の うち､満額年金の資

格 を得 る者の割合は､2005年の 80%から90%以上に増加す ることが見込まれ

ている (坂口2009:167)0

公的年金制度を一階建ての所得比例年金(確定拠出年金制度部分とプレミアム年金

部分とで構成)に変更 した瑞では､老後の年金額は､実際に積み立てられた保険

料総額 と運用利回 りの合計額にもとづいて算定される｡そのため､受給資格要

件 も一般的な支給開始年齢 も設けてお らず､61歳以降であればいつか らでも

受給を開始できる仕組みになっている｡

②女性に対する配慮

日本の公的年金制度は社会保険方式で運営されているために､賃金水準が低

ければ年金水準も低 くなってしま う｡ とくに女性の場合には､結婚 ･出産によ

る退職や､再就職後の就労も被用者年金適用外のパー トタイム等が多いことか

ら､被用者年金の加入期間が相対的に短い｡ さらに終身雇用制が根強い 日本で

は､男性労働者中心の社会で女性の地位は低 く扱われ､男女間で賃金格差が存

在 している｡ そ ういった理由から､女性は男性に比べて賃金が低 く抑 えられ､

年金水準が低 くなるとい う問題がある｡

夷 でも､日本 と同様に､低年金者の中に女性が多いことが問題視 されている｡

英政府 は女性の低年金問題-の対応策 として､公的扶助の拡充 とともに､育

児 ･介護従事者など-の優遇策を行っている｡ 育児 ･介護などのケアを行って

いるものに対 しては､これ らの者が満額年金を獲得 しやす くなるために､｢家

庭責任保護制度89) (HomeResponsibilityiesProtection:HRP)が導入 されている

89) ｢家庭責任保護制度｣:基礎年金の満額受給要件の必要年数か ら育児 ･介護期間を差

し引く制度である｡
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(1978年)0

さらに､前述の満額年金の資格要件の緩和によって､年金受給年齢 に達 した

女性の うち満額年金の受給権 を得 る割合は､2005年に 30%であったのに対 し､

2010年 には 70%に増加す ることが見込まれ､女性の受給額の拡大- の効果が

期待 されている (坂口2009:167)0

③高齢低所得者対策

英では､低年金 ･無年金の低所得高齢者 を対象 に､租税 を財源に して所得制

限のみで受給できる特別な公的扶助制度 として ｢年金 クレジッ ト｣が導入 され

ている｡また､瑞では､生涯にわたって所得が低い､あるいは保険料拠出期間

が短い等の理由で年金が低 くなる者のために､やは り税財源による ｢最低保証

年金 (GuaranteedPension:GP)｣が公的年金制度の枠内に用意 されている｡ 今

回の分析対象 としては取 り上げてはいないが､独や仏 をは じめとす る欧州各国

で も､年金制度の枠の内外 とい う違いはあるものの､高齢 の低年金 ･無年金者

の貧困を回避す るために､年金の最低保障額を導入 している国が多い0

主に欧州の先進国において､最低保証年金制度の導入が進んでいる背景には､

国民性 を反映 した世帯構造が大きな影響を及ぼ していると推測 され る｡ 日本の

65歳以上の高齢者のいる世帯構造 (2009年)は､夫婦のみの世帯 と単独世帯の

合計が 52.5% (夫婦のみ:29.8%､男性 :6.4%､女性 :16.3%)､配偶者以外の者 と同

居 している世帯が 48.5% (三世代 :17.5%､親と未婚の子 :18.5%､その他 :ll.2%) と

ほぼ半々 となっている｡

一方瑞では､高齢者 と子 どもの同居率はきわめて低い. 瑞人の国民性 は､自

主 ･自立の富んだ国民であるといわれてお り､子 どもが高校 を卒業すれば親元

を離れて暮 らすのが一般的である (小谷2006:59). 内閣府が高齢者 (60歳以上)

を対象 として実施 した国際比較調査 (2000年)では､｢配偶者 あるい はパー ト

ナー｣ との同居の割合が 54.7%､｢同居人な し｣が 41.7% と全体の約 96%を占

めていた｡英人を対象 とした同 じ調査 (1990年)では､｢配偶者 あるいはパー

トナー｣は 46.3%､｢同居人なし｣が 44.8%で｡ こちらも全体の 9割 を超 えて

いた｡

日本では､高齢 の単身世帯数が増加傾 向にあるとはいえ､高齢者 のいる世帯
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の約半数が配偶者以外の者 との同居であ り､｢家庭内扶養｣の環境が残 されて

いると考えることもできる｡ しか し､将来的に独居高齢者の割合が大きく伸び

ることが予想 されることか ら､高齢者を家族で支えることにも限界が訪れるこ

とは必至である｡ 日本においても､高齢期の生活を支える最低保証年金制度に

ついての検討は必要 と考える｡

2. 本論文の問題点 と今後の課題

本論文は､現行の公的年金制度が内包する問題の うち､老齢期に十分な生活

保障を得ることができない低所得者の現状を分析 し､その原因の所在が どこに

あるのかを明らかにすることを目指 したが､各種の制約を受けるなど､問題点

も少なくない｡

(1)低所得者の老齢年金問題 をどのように展開させてい くかを検討 した際

に､当初は特定の地域を限定 し､その地域における特殊性についての分析を試

みよ うと考えていた｡しか し､年金問題は収入にも関係する非常に個人的な情

報であることか ら､個人情報保護の壁にぶっか り､分析するためのデータを手

に入れることはできなかったOまた､-学生の身分では､公的機関が実施 して

いる調査データ (個票)を利用 させていただ くこともかなわず､個人データを

入手することの難 しさを痛感 させ られた｡このような理由か ら､研究の方向を

変更せ ざるを得なかった｡

(2)年金給付費を含めた社会保障給付費についての国際比較を試みること

に方向を定めて､使用するデータについて情報を集めてみた｡本研究では､経

済協力開発機構 (OrganizationforEconomicCooperationandDevelopment‥OECD)

が公表 している社会支出統計 (socialExpenditure‥SOCX)を使用 している.SOCX

は､給付面においては幅広い先進諸国間での比較が可能 となっているが､残念

なことに財源に関するデータがない｡そのため､財源 と給付の両面か らみた分

析は今後の課題である｡
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(3)日本でも､2004年に持続可能で安心の年金制度-再構築するための年

金制度改定が行なわれた｡ この改定により､従来の ｢確定給付型｣か ら ｢確定

拠出型｣-の変更が決定 した｡公的年金制度の維持に関 しては､持続可能で安

定的な仕組みに確立することができたとい う見方 もある｡ しか し｢確定給付型｣

により ｢保険料水準は固定｣されたものの､給付水準については ｢マクロ経済

スライ ド方式90)｣が導入 され､急速に少子 ･高齢化が進行 している日本の場合

には､実質的な給付水準引き下げの制度が導入 されたとい うことになる｡

(4)2004年の年金改定時には､年金制度の特徴の 1つである制度分立方

年金体系には全 く手をつけられていない｡公的年金制度の被保険者を､自営業

者 など被用者以外の者は国民年金､被用者は厚生年金 と区分するのは､雇用の

多様化 ･流動化のなかで､非正規雇用労働者が国民年金加入者の多 くを占める

よ うになるなど､実態に合わなくなってきている｡

年金制度の一元化については､被用者年金制度の一元化にとどまらず､国民

年金を含めて労働者全員が所得に応 じて保険料を負担 し､負担に応 じて給付を

受ける､瑞のような所得比例年金への一本化を進めるべきとする意見 もある｡

また､女性の場合には､法律上の配偶者の有無により女性 自身の保険料負担

が左右 されている｡配偶者がある場合でも､その配偶者が加入する年金保険の

違いにより加入する年金保険が決められ､それによって年金保険料の有無が左

右 されることになっている｡ 誰 と結婚 しても､どのように働 こうとも､どんな

ライ フスタイルを選択 しようとも､1人 1人の人生の選択が不利な状況をつ く

らない､中立な年金制度を設計する必要がある｡

(5)長引く経済不況のなか､ますます非正規雇用者が増加 している｡ 1990

年代以降､企業が人件費削減のために正規雇用を抑制 し､パー ト､アルバイ ト､

契約社員､派遣社員など契約期間が短 く賃金の安い非正規雇用が拡大 している｡

90) 年金の被保険者 (加入者)の減少や､平均寿命の伸び､さらに社会の経済状況を考

慮 して年金の給付金額を変動 させる制度｡
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『2010年版 労働経済白書』は､非正規雇用者の増加 によって雇用者 間の格差

が拡大 した と報告 している｡ 白書は､その背景には大企業の人件費抑制戦略が

あ り､さらに労働者派遣事業の規制緩和が､人件費抑制戦略を後押 ししたと指

摘する｡

非正規雇用者の増加 にともなって､第 1号被保険者の数 も増加 した｡ しか

し､正規雇用に比べ､相対的に貸金の低い非正規雇用者の増加 は､経済的な問

題か ら､国民年金保険料の納付率を下げる結果 になったと考えられ る｡ 大企業

による賃金抑制戦略 と､それを後押 しした政府の規制緩和によって､非正規雇

用者が増加 し続けているとす るな らば､将来において低所得の高齢者 の増加は

必至 とな り､その根本原因 となっている企業の責任は重い｡

公的年金制度を検討す る際の一番重要な点は､｢老後の基本的な生活を送る

ために必要な年金をきちん と保障す る年金制度｣である｡ 2004年の年金改定

時には､｢短時間労働者-の厚生年金の適用拡大｣が検討項 目の 1つ とされた

が､経済界か らの反対 も非常に強 く､結局見送 られた とい う経緯がある｡ 次回

の年金制度改定に向けて､現行の ｢制度分立型年金体系｣ を見直 し､｢非正規

労働者の厚生年金適用拡大｣について積極的な検討が行われ るべきであること

は､社会の流れか らも､公的年金制度の世界的な流れか らも必然であると考え

る｡
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